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包括外部監査の結果報告書 

 

第 1 外部監査の概要 

1.外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項および第 2 項に基づく包括外部監査 

 

2.選定した特定の事件 

(1)外部監査対象 

市営住宅事業に関する事務の執行について 

 

(2)外部監査対象機関 

都市整備部 住宅課及び関係機関 

 

(3)外部監査対象期間 

平成 19 年度(自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日) 

但し、必要に応じて平成18年度以前及び平成20年度についても対象とした。 

 

3.事件を選定した理由 

高知市においては、平成 20 年 4 月 1 日現在 3,117 戸の公営住宅、1,593 戸の改

良住宅及び 312 戸のコミュニティ住宅等合わせて 5,022 戸の市営住宅を管理して

いる。このうち、耐用年数を超過したものが 102 戸、耐用年数の 2 分の 1 経過し

たものが 1,424 戸あり、これらは市営住宅全体の 30％に相当している。同様に建

築後 25 年以上経過しているものが 2,807 戸(同 56％)に達しているのであるが、

今後老朽化のさらなる進行に伴い改修や修繕にかかる維持管理費用の増大への対

応や、建て替え等の更新にどのように対処していくかといったことが重要になっ

てくる。 

また、昭和 56 年度以前(旧耐震基準)に建てられた市営住宅は 2,031 戸にのぼっ

ており、近い将来発生が予想されている南海大地震に備えて、耐震性の確保が課

題とされている。 

一方、高知市の財政状況は、景気低迷による市税収入の伸び悩みや地方交付税

の削減などにより非常に厳しい状況にあり、春野町との合併を踏まえて見直した

中期財政見通しでは平成 20 年度から平成 21 年度までの 2 カ年で約 100 億円の収

支不足が見込まれている。このような財政状態を考慮し、高知市では、平成 21

年度に完成予定の潮江市営住宅の建て替え以後、具体的に新たな建築計画を立て
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られない状態にある。 

また、人口の急速な高齢化とともに独居老人の数も著しい増加を見せているが、

身寄りもなく、健康状態にも問題を抱え、年金に頼る生活をせざるを得ない高齢

者に対する住宅の提供は、まさに社会的要請といえる。 

このような状況を踏まえ、高知市における市営住宅の経営が将来を見据えて適

正になされているか検証することは重要と考え、包括外部監査のテーマとして選

定した。 

なお、本包括外部監査は、市営住宅事業に関する事務の執行について、主とし

て都市整備部住宅課を対象に実施しているが、あくまで高知市役所全体の事務の

執行を念頭に置いて実施している。従って、指摘の対象となったと同様の事務処

理を行っている部署においては、本監査の指摘が特定部署の特定事務処理に対し

行われたものでないとの認識のもと、自己検証の対象とされたい。 

 

4.外部監査の方法 

(1)監査の観点 

① 高知市の市営住宅は、市の総合計画において福祉政策等との関連を考慮しな

がら明確に位置づけされているか。 

② 市営住宅の整備は、財政負担が最大限の効果を発揮できるかという観点から

長期的視野で検討されているか。 

③ 高知市における住宅の必要戸数は、世帯分析等により適格に把握されており、

その数値を元に市が整備すべき市営住宅の戸数を算定しているか。すなわち

高知市における民間も含めた住宅ストックの現状と目標は適格に把握され分

析されているか。また、修繕計画は適切に策定されているか。 

④ 入居募集事務、家賃算定事務、家賃徴収事務、滞納整理事務、退去管理事務、

敷金管理事務、維持管理契約事務、入居者管理事務、財産管理事務等の市営

住宅管理は、効率的に適正に実施されているか。 

 

(2)主な監査手続き 

① 高知市総合計画、高知市住宅マスタープラン、高知市営住宅ストック総合活

用計画等により高知市の住宅政策の概要を把握した。 

② 市民生活部同和・人権啓発課、健康福祉部元気いきがい課、同生活福祉課等

の福祉関連部署に対するヒアリングにより、関連部署との連携状態を把握し

た。また、福祉部門からの市営住宅経営に対する意見を聴取した。 

③ 市営住宅の現況を把握するため施設の視察を行った。 
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④ 募集から退去にいたる手続のフローを把握し、関連書類により入居者管理が

適切に行われているか検証した。 

⑤ 家賃の算定が適正に行われているかについて実際の手続きに従い確認した。 

⑥ 滞納整理事務について、発生後の経緯を追跡するとともに、適時適切な手続

がなされているか確認した。 

⑦ 現金取扱事務につき、領収証書綴及び現金出納簿により検証した。 

⑧ 資産管理が適切になされているか建物台帳、保険契約書等により検証した。 

⑨ 収入の調定事務を必要な書類により検証した。    

⑩ 歳入歳出個別表より重要な取引についてその内容を調査した。 

⑪ 契約事務の執行状況を検証するため、契約一覧表により、主要契約の概要を

把握するとともに、主に契約金額を基準に選定した個々の契約について契約

手続きの妥当性、効率性を関係書類の査閲及び担当者からの説明聴取により

検討した。 

 

5.外部監査の実施時期 

平成 20 年 4 月 11 日から平成 21 年 3 月 26 日まで 

 

6.補助者 

中嶋正(行政精通者) 

坂本有彦 

濱本健太朗(税理士) 

 

7.利害関係 

包括外部監査の対象とした事件(テーマ)につき、私及び補助者は地方自治法第

252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。 
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第 2 我が国の住宅関連政策の概要及び高知市営住宅の概要 

1.我が国の戦後住宅政策の歴史 

(1)戦後住宅政策の変遷 

昭和 20 年から 50 年は住宅難を解消する時代であり、量を追い求めていた。

終戦直後の約 420 万戸にのぼると推定される絶対的な住宅不足を解消するため

の大量供給を緊急課題とした時期を経て､高度経済成長期に伴う人口の大都市

圏への集中と、世帯の細分化に伴う新規の住宅需要への対応を課題とした時期

であった。 

昭和 48 年の住宅統計調査の結果すべての都道府県で住宅数が世帯数を上回

ったことを受けて､政策の重点を住宅の供給量の確保から住宅規模､住環境など

その質の向上へ転換することとなる｡ 

平成の時代にはいると、住宅を取り巻く社会経済状況の変化を踏まえ､民間活

力の導入や規制緩和の潮流のなか、住宅ストックの活用､住宅に関する市場の整

備､誘導とその補完などが目標として重視されるようになった。 

 

(2)住宅政策を支えた実施手段 

我が国の戦後住宅政策は、昭和 25 年から 30 年の間に出来上がった住宅金融

公庫、公営住宅制度、日本住宅公団の 3 本柱を骨格として成り立っていた。し

かし、近年の民間活力の導入や規制緩和の流れのなか、特殊法人改革､地方分権

の推進を背景として、抜本的に改革されることとなった。 

公営住宅制度は、平成 8 年の公営住宅法の応能応益家賃の導入や入居対象階

層の引き下げとともに、公営住宅の供給方式の多様化や、福祉行政との連携が

強化されるという大幅改正が行われ、公営住宅の低所得者や高齢者向けの方向

が明確化された。 

日本住宅公団は、住宅・都市整備公団を経て都市基盤整備公団に組織替えさ

れ、平成 16 年に都市再生機構の設立とともに廃止された。都市再生機構は、大

都市や地方中心都市における市街地の整備改善や賃貸住宅の供給支援をおこな

っている。賃貸住宅については新規の供給から撤退し旧公団住宅の管理に限定

して業務を継続している。 

住宅金融公庫は、平成 19 年に廃止され、同年設立された独立行政法人住宅金

融支援機構に業務を引き継いでいる。なお、同機構は原則的に一般向けの公庫

融資は廃止し、民間金融機関では対応が困難な融資事業などが中心業務となっ

ている。 
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(3)住宅政策の基本的計画 

昭和 30 年に策定された住宅建設十箇年計画を経て、昭和 41 年に住宅建設計

画法が制定され、公的住宅建築のみでなく民間の住宅建築も含めた住宅の供給

量を計画的に進めていくための 5 ヵ年計画が出来上がった。この住宅建設 5 ヵ

年計画は、昭和 41 年度より 8 期､40 年にわたり策定され平成 17 年度で終了し

た。50 年間に及んだ住宅建設計画は、当初は住宅数の増加を目標としたもので

あったが、この間、昭和 48 年にはすべての都道府県において住宅数が世帯数を

上回ることとなり、昭和 51 年を計画初年度とする第 3 期五箇年計画からは、目

標を居住水準の向上にシフトしていく傾向にあった。 

こうした中、人口の伸びの鈍化はとどまらず 2015 年には減少に転じる予想と

なったことを受け、平成 17 年の第 8 期計画の終了を機に、それまでの拡大路線

を完全に見直すこととなった。 

平成 18 年度からは、住生活基本法(平成 18 年法律第 61 号)に基づいて国民の

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として平成 18 年度

から平成 27 年度までの 10 年間を計画期間として住生活基本計画が策定されて

いる。 

 

(4)公的賃貸住宅制度の沿革 

公的賃貸住宅制度の沿革については、国土交通省の資料を以下に掲載する。 
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(注)公的賃貸住宅のあり方に関する基本的方向についての論点整理－参考資料－

(平成 17 年 6 月 13 日国土交通省住宅局)より 

 

2.現在の住宅関連政策の概要 

(1)現在の国の公営住宅政策の骨子 

国土交通省は第 8期住宅建設五箇年計画が平成 17年度末に終了することから、

平成 17 年 9 月に、今後の住宅政策の方向性を示す「新たな住宅政策に対応した

制度的枠組みはいかにあるべきか」と題した答申を公表した。答申は社会資本

整備審議会の住宅宅地分科会基本制度部会がまとめたものであるが、要旨は参

考資料(11)として添付してある。 

 答申は住生活をめぐる諸課題として大規模地震等に備えた安心・安全の確保、

急速な少子高齢化に対応した高齢者の安心確保や子育てに適した居住環境整備、

住まいに関する選択肢の充実、環境問題への対応、地域資源を活用した伝統的

な木造軸組住宅等の地域の伝統・文化等と調和した美しい居住環境づくり、住

宅に困窮する者への公平かつ柔軟な住宅セーフティネットの確保などの諸点を

指摘している。その上で、住宅政策に関する基本法制とこれに基づく新たな計

画体系の整備をもとめている。 

答申はさらに、目指すべき住生活の姿として① 良質な性能、住環境及び居住

サービスを備えた住宅ストックの形成② 多様な居住ニーズの適時適切な実現

③ 住宅の資産価値の評価・活用④ 住宅困窮者の安定した居住の確保の 4 つの

項目を掲げるとともに、 新たな制度的枠組みの下での政策展開における 6 つの

基本的視点として①市場重視の政策展開と消費者政策の確立②ストック重視の

政策展開③福祉、まちづくり等との連携強化④地域の実情を踏まえたきめ細か

な政策展開⑤住宅関連産業の健全な発展⑥統計調査の充実を上げ、①市場重視

型の新たな住宅金融システムの整備②住宅市場における重点分野③ 住宅セー

フティネットの機能向上に向けた公的賃貸住宅制度の再構築の 3 項目を重点的

に講ずべき施策分野としている。 

一方答申は市場重視の政策展開を基本としつつ住宅困窮者の安定した居住の

確保に公営住宅の柔軟かつ公平な提供を要請しており、今後とも、「住宅困窮者

の安定した居住の確保」を住宅政策の基本理念の一つと位置づけ、これを踏ま

えて、公営住宅制度をはじめ必要な個別具体の施策を講ずることにより、住宅

分野において憲法 25 条の趣旨の具体化に努めるべきである。と指摘している。 
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(2)高知市住宅マスタープラン 

① 高知市住宅マスタープランの概要 

高知市住宅マスタープランは、住宅事情や市民意向から今後の住宅政策の

課題を明らかにし、将来的な需要に対応した施策を検討し、これらの施策を

体系的に位置づけ、高知市が目指すべき住まいづくりの実現に向けた計画

的・総合的な指針を策定することを目的として平成 12 年 3 月に策定された。 

高知市住宅マスタープランは「高知の自然と人が育む安らぎの住まいづく

り」を基本理念に、5 つの住宅政策の基本方針と定めている。 

1.高齢者や障害者などすべての人が安心して暮らせる住まいづくり 

2.魅力ある居住環境を形成する住まいづくり 

3.地区や自然の特性を踏まえた住まいづくり 

4.災害や地域の課題に対応した安全な住まいづくり 

5.市民と行政が一体となって取り組む住まいづくり 

高知市マスタープランは平成 13年度から平成 22年度までの 10年間を計画

期間としている。 

 

② 高知市住宅マスタープランの位置付け 

高知市住宅マスタープランは、「2001 高知市総合計画」を上位計画とした

高知市の住宅施策の方向性を定めたマスタープランとして位置づけられて

いる。 
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 (3)高知市営住宅ストック総合活用計画の概要 

高知市営住宅ストック総合活用計画は、市営住宅の状況や今後の役割などに

ついて検討し、建替、改善、及び維持保全などの適切な整備の手法を選択する

ことにより、より有効に活用するための長期的な計画であり、平成 14 年 2 月に

策定された。同計画は、高知市住宅マスタープラン(平成 12 年度策定)を踏まえ

た計画とし、建替事業及び公営住宅ストック総合改善事業(改良住宅ストック総

合改善事業を含む。)の整備計画として位置づけられている。 

高知市営住宅ストック総合活用計画は基本方針として以下の 6 項目を設定し

ている。 

1.安全性の向上 

2.居住性の向上 

3.高齢化への対応 

4.多様なニーズへの対応 

5.地域のまちづくりとの連携 

6.適正な維持管理の実施 

これらの基本方針に基づいて、市営住宅の建替・改善・維持保全のそれぞれ

の整備方針を定め、この市営住宅整備方針に基づき、建替・全面的改善・個別

改善・維持保全・用途廃止の、ストック活用のための手法を定めていく。 

高知市営住宅ストック総合活用計画は平成 14 年度から平成 23 年度までの 10

年間を計画期間としている。 

 

3.高知市の住宅事情の概要 

(1)高知市の戦後住宅行政 

高知市の住宅行政は、戦後の住宅不足対策として始まったものである。高知

市は、昭和 20 年 7 月 4 日の大空襲により市街地の大半を焼失したのち終戦を迎

えたが、戦災からの復興が緒についた矢先の翌 21 年 12 月に発生した昭和南海

大地震でさらに多くの家屋を失い、加えて陸続として帰高する引揚者や復員兵

による人口増加も手伝って深刻な住宅不足に陥った。昭和 23 年の数字であるが、

総世帯数 34,500 余に対して不足する住宅は 22,000 戸余であったと記録されて

いる。 

こうした状況は全国の都市部に共通しており、国は罹災都市応急簡易住宅建

設要綱を閣議決定して住宅建設に取り組んだが、高知市においても、市内の各

所に多くの引揚者住宅や簡易住宅が建設された。なお、復興の進展、経済環境

の好転に合わせ、高知市においてはこうした住宅の多くが昭和 30 年代中期まで
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に払下げられたところである。 

昭和 25 年の住宅金融公庫設立に引き続き、昭和 26 年には公営住宅法が公布

され、「持ち家の促進」と「公的賃貸住宅の供給」という戦後の住宅政策の両輪

が揃うこととなった。昭和 30 年に策定された住宅建設十箇年計画を経て、昭和

41 年から平成 17 年まで 8 期に及んだ住宅建設五箇年計画に基づき、高知市に

おいても多数の公営住宅が建設され、中でも昭和 40～50 年代の 20 年間には公

営住宅だけで 1,770 戸余が建設された。また、同和対策事業の一環として昭和

49 年に始まり昭和 50 年代中期に本格化した改良住宅建設は、平成 4 年の事業

終了までに 1,386 戸に及んだ。さらに、潮江西部地区並びに高知駅周辺地区で

行われている都市整備事業(密集事業)に関連して 299 戸のコミュニティ住宅が

建設されるなど、平成 20 年 4 月 1 日現在の管理戸数は 5,022 戸となっている。 

平成 15 年に実施された住宅・土地統計調査及び住宅需要実態調査の結果によ

れば、高知市においても、14 万余の世帯数に対し住宅数は 16 万余となってい

ることから、少なくとも量的充足は完全に果たされていると認められる。今後、

住宅市場における公共の役割の検討を含め、住宅政策の大幅な見直しが必要な

時期を迎えている。 

 

(2)高知市の現況 

① 市域の変遷 

高知市の市域は、平成 17 年 1 月に鏡村、土佐山村の両村と合併を経て、平

成 20 年 1 月に春野町との合併により、面積 309.22 ㎢、人口 343,199 人(平

成 20 年 1 月 1 日現在)の高知市が形成されている。合併等の市域の変遷は参

考資料(1)市域の変遷として添付してある。 

 

② 人口動向・世帯の推移 

平成 20 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳に基づく高知市の人口は、340,839

人、世帯数は 156,556 世帯である。 

平成 12 年と比較して人口が 10,185 人増加しているが、増加理由は、平成

17 年 1 月の鏡村、土佐山村との合併により鏡村、土佐山村の人口 2,909 人が

高知市に編入、平成 20 年 1 月の春野町との合併により春野町の人口 16,512

人が高知市に編入されたことによるものであり、実質的な高知市の人口の推

移は、人口動態によれば平成 16 年から平成 19 年に至るまで連続して減少し、

かつ減少数は年々拡大している。 

なお、昭和 50 年度から平成 20 年度に至る総人口及び世帯の推移グラフ及
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び平成 15 年度から平成 19 年度に至る人口動態は参考資料(2)①人口・世帯

の推移及び②人口動態として添付してある。 

 

③ 年齢構成動向 

年齢構成は、14 歳以下の割合が年々減少し 65 歳以上の割合が年々増加し

ている。また、総人口に占める 65 歳以上の人口の割合は、21.9％となり、

全国平均の 21.6％とほぼ同じである。高知県全体で見た場合は 27.0％であ

ることから、高知市以外の地域の高齢化が進んでいることがわかる。 

なお、年齢構成動向に関するデータは参考資料(3)①年齢三区分別の人口推

移②年齢別男女別人口ピラミッド③高齢化率として添付してある。 

 

④ 世帯構成動向 

世帯の構成人数は、3 人以上の世帯が減少し 2 人以下の世帯の割合が年々

増加しており、1 世帯あたりの人数は年々減少している。 

一方世帯の構成年齢の割合についてみると、高齢者を含む世帯の割合、高

齢者単身世帯の割合が年々増加している。 

なお世帯構成動向に関するデータは参考資料(4)①世帯人員別世帯数の推

移、②一般世帯のうち高齢者を含む世帯の割合、③高齢者単身世帯の割合と

して添付してある。 

 

(3)住宅・住環境の現況 

① 高知市の住宅戸数及び所有関係 

高知市の住宅戸数は平成 15 年時点で 165,050 戸、このうち居住世帯あり戸

数が 142,120 戸、居住世帯なし戸数が 22,930 戸となっており、総戸数の

13.9％が空戸となっている。 

住宅の所有関係についてみると、高知市の持家率は 57.5％、借家率は

42.5％となっている。借家の内訳は、民営借家率が 35.0％、公営の借家率が

4.3％、公団・公社の借家率が 0.7％、給与住宅率が 2.5％となっている。 

世帯年収別では、年収 300 万円未満の世帯では持家率よりも借家率が上回

っているが、年収 300 万円を超えた世帯から持家率が借家率を上回っている。

また、年収 200 万円未満の借家住まいの世帯 21,533 世帯のうち、公営の借

家住まいの世帯は 2,487 世帯、割合にして約 11.5％となっている。 

世帯の家計を主に支える者の年齢別に住宅所有関係をみると、30 才未満の

世帯では借家率が 9 割を超え、持家率は 7.6％である。持家率が借家率を超
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えるのは、40 代からで、50 代以降は持家率が 7 割を超え、65 歳以上の高齢

者世帯の持家率は 75％を超えている。 

高齢者世帯の住宅所有関係別に世帯年収をみると、持家世帯の方が平均し

て年収が高く、借家世帯の方が年収は低くなっており、高齢者で借家住まい

の世帯の年収の 6 割は年収 200 万円未満となっている。 

なお、高知市の住宅戸数及び所有関係に関し平成 15 年住宅土地統計調査か

ら抜粋したデータは参考資料(5)①高知市の住宅戸数と世帯数、②住宅の所

有関係、③世帯の家計を主に支える者の年齢別住宅所有関係及び④高齢者世

帯の住宅所有関係別世帯年収として添付してある。 

 

② 居住水準の状況 

誘導居住面積水準(一般型・都市居住型)は豊かな住生活の実現の前提とし

て多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に

関する水準であり、主に市場への提示により向上を誘導しようとするもので

ある。また、最低居住面積水準は健康で文化的な住生活の基礎として必要不

可欠な住宅の面積に関する水準であり、主に公営住宅等の公的支援のメルク

マールとなるものである。 

平成 15 年度の住宅需要実態調査によると、持ち家を含めた住宅総数では最

低居住水準未満の割合が 8.1％、誘導居住水準未満の割合が 49.6％、誘導居

住水準以上の割合が 42.3％となっている。この率は同調査の全国の最低居住

水準未満の割合 4.2％、誘導居住水準未満の割合 43.5％、誘導居住水準以上

の割合 52.3％と比較し全体に整備の遅れを示す結果となっている。 

また、高知市の公営借家の最低居住水準未満の割合が 17.2％、誘導居住水

準未満の割合が 46.8％、誘導居住水準以上の割合が 36.0％となっているが、

この結果は、初期に建築された公営住宅の居住水準の低さが影響しているも

のと思われる。 

なお、居住水準の状況に関し平成 15 年住宅土地統計調査から抜粋したデー

タは参考資料(6)①住宅所有関係別居住水準及び②世帯年収別居住水準とし

て添付してある。 

 

③ 住宅の老朽度 

住宅の老朽度については、155,227 戸中 4,825 戸(3.1%)が大修繕を要する

となっている。住宅の種類別では、県市営住宅は 6,387 戸中 615 戸(9.7%)が

大修繕を要するとなっており、公営住宅の老朽化が進んでいる実態がうかが
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われる。 

なお、住宅の老朽度に関し平成 15 年住宅需要実態調査から抜粋したデータ

は参考資料(7)住宅の老朽度として添付してある。 

 

④ 住宅費 

平成 15 年住宅需要実態調査時における高知市の月あたりの借家家賃及び

共益費等は、全体の平均で 5 万円、年収 200 万円未満では、平均 4.2 万円、

年収 300 万円未満の世帯では半数以上が 5 万円以上の家賃を支払っている。 

なお、住宅費に関し平成 15 年住宅需要実態調査から抜粋したデータは参考

資料(8)①借家家賃及び②年収階級別家賃として添付してある。 

 

(4)市営住宅の現況 

高知市営住宅の平成 20 年 4 月 1 日現在の管理戸数は 5,022 戸となっている。

また、高知市内にある高知県営住宅は 2,107 戸となっており、高知市内の公営

住宅は 7,129 戸となっている。 

なお、市営住宅の現況に関するデータは参考資料(9)①高知市営住宅管理戸数

一覧、②高知市内にある県・市営住宅への世帯年収別の入居状況、③政令月収

別市営住宅入居状況及び④住宅種類別空戸率として添付してある。 

 

(5)同和政策と地域改善向住宅 

高知市においては、平成 13 年度末で「地域改善対策特定事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律」(以下地対財特法)が失効することを受けて高知市

のそれまでの同和対策関連事業について総括を行うとともに、地対財特法失効

後における同和行政のあり方の点検・見直しを行い平成 14 年 2 月に「同和対策

関連施策の見直しについて」(高知市同和対策推進本部)をまとめた。さらにこ

の見直しから 5 年経過した平成 19 年 2 月にこの間の取り組み状況等を踏まえ、

状況の変化に適合した今後の同和対策関連事業の方向性として再び「同和対策

関連施策の見直しについて」(高知市人権対策推進本部)を示している。 

「同和対策関連施策の見直しについて」(平成 19 年 2 月)では、旧地域改善向

住宅について本文では(6)その他事業の①地域改善向住宅の入居者募集及び地

区改良事業等により建設された地区集会所の管理において「地域改善向住宅に

ついては、その建設の主旨や経過を踏まえ、地域の厳しい実情に配慮し、当面

の間、一定の措置を講ずる。また、地区改良事業等で建設された地区集会所に

ついて、市営住宅団地の集会所については、平成 17 年度から団地自治会の管理
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に移したことから、地区集会所のみが市管理で残る形となっているため、将来

的に地元管理に移行する方向で取り組むこととする。」としている。 

なお、高知市がまとめた住宅の種類の説明は参考資料(12) 市営住宅の種別・

区分として添付してある。 

 

(6)市営住宅の入居者の状況 

平成 20年 4月 1日現在の市営住宅の入居者の各種世帯状況は以下の表のとお

りである。なお、管理戸数 5,022 戸と表の合計戸数 4,692 戸との差は空き家と

なっているものである。 

市営住宅の入居者の 48%を 65 歳以上の高齢者が占めている。また認定月額が

0～123,000 円の入居者が 85%にのぼっていることがわかる。 

年齢・世帯員数・入居年数・認定月額別入居者数 

 

 

 (7)市営住宅関係予算の執行状況 

平成 19 年度住宅課歳入歳出決算状況によれば、歳入は調定額ベースで公営住

宅の使用料等が 662,972 千円、改良住宅の使用料等が 362,462 千円、コミュニ

ティ住宅の使用料等が 70,324 千円、補助金が 203,076 千円、その他の歳入が

17,809 千円で歳入合計 1,316,645 千 円 と な っ て い る 。  

ま た 歳 出 は 支 出 済 額 ベ ー ス で 住 宅 管 理 費 が 583,459 千 円 、 優 良 住

宅 推 進 費 が 73,858 千 円 、公 営 住 宅 建 設 費 が 22,106 千 円 そ の 他 の 歳
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出 が 4,612 千 円 で 歳 出 合 計 が 684,035 千 円 と な っ て い る 。 な お 、 市

営 住 宅 の 建 設 等 に 係 る 公 債 費 の 償 還 は 財 政 課 が 主 管 し て い る た め 住

宅課歳入歳出決算状況に は 含 ま れ て い な い 。  

な お 、詳 細 は 参 考 資 料 (10)平 成 19 年 度 住 宅 課 歳 入 歳 出 決 算 状 況 と

し て 添 付 し て あ る 。  

 

 (8)住宅課の概要 

① 住宅課の組織及び職員数 

平成 20年 7月 31日現在の住宅課の組織及び職員数は以下のとおりである。 

         

 

② 住宅課の事務分掌 

高知市事務分掌規則によれば、住宅課の事務分掌は「住宅行政に関するこ

と。」となっている。なお、課内の各係の事務分掌は以下のとおりである。 

住宅政策係  ・住宅政策に関すること。 

住宅管理係  ・市営住宅の管理に関すること。 

収納推進係  ・市営住宅使用料等の収納に関すること。 

技術係    ・市営住宅建設工事の企画調査設計及び施工に関すること。 

・市営住宅の技術的管理に関すること。 
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第 3 外部監査の結果 

Ⅰ.募集および入居手続の概要 

1.市営住宅の募集手続について 

(1)市営住宅の申込資格について 

高知市営住宅は、公営住宅法等の法律に基づき、住宅に困窮する低額所得者

に対して低廉な家賃で提供することで国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与

するという主旨に基づいて整備されていることは、すでに概要の部分で触れた

とおりである。そのため「住宅に困窮する低額所得者」という側面から入居者

に一定の資格条件が定められている。 

 

① 入居者資格 

高知市営住宅条例第 6 条は市営住宅に入居することができる者の条件を入

居者資格として規定しているがその概要は以下のとおりである。 

ⅰ)現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。 

ⅱ)現在、住宅に困っていることが明らかなこと。 

ⅲ)現在、高知市内に居住しているか又は高知市内に勤務していること。 

ⅳ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員で

ないこと。 

ⅴ)現に市営住宅に入居し、又は市営住宅に入居していた者のうち、次に掲

げる要件に該当する者でないこと。 

ア 市営住宅に関する使用料その他の徴収金を滞納し、又は滞納していた

者。 

イ 高知市営住宅条例の規定に基づき市営住宅の明渡しを請求された者。 

ⅵ)市営住宅、共同施設又はその附属施設を故意にき損した者でないこと。 

ⅶ)確実な保証人があること。 

ⅷ)その者の収入が次項で触れる一定の金額を超えないこと。 

 

なお、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者とし

て公営住宅法施行令第 6 条第 1 項で定める者は、ⅰ)によらず単身で申し込む

ことができることになっている。 

 

② 入居収入基準について 

公営住宅に入居申込み可能な収入の上限を入居収入基準という。入居収入
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基準は、申込人(同居しようとする親族がいる場合は合算)の年間所得金額か

ら各種控除を行い、それを 12 ヶ月で割った金額(政令月収という。) である。 

平成 8 年に収入分位 25％(※)に相当する政令月収 20 万円に設定されて以

来、10 年以上見直されていなかった。その金額はその間の世帯所得の変化や

高齢者世帯の増加等に伴い、収入分位 36％相当となっており、この結果、応

募倍率が上昇し、住宅に困窮する多数の入居希望者が入居できない状況にな

っていることも考慮し、平成 21 年 4 月 1 日より、公営住宅法施行令及び住

宅地区改良法施行令の一部改正により政令月収の改定がされている。 

 

(※) 収入分位 25％とは、全国の 2 人以上世帯を収入の低い順に並べ、収入の低い方

から 4 分の 1 番目に該当する収入に相当する分位をいう。 

 

入居収入基準 

政 令 月 収 
住宅の種類 階  層 

改 正 前 改 正 後 

一般向住宅 200,000 円 158,000 円
公営住宅 

裁量階層 ※ 268,000 円 214,000 円

一般向住宅 137,000 円 114,000 円
改良住宅 

裁量階層 ※ 178,000 円 139,000 円

※ 裁量階層とは、入居者が老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図 

る必要がある者として政令で定める者をいう。 

 

なお、政令月収は、各種の控除後の月割り金額であるため、若干実感に乏

しい感があり、参考までに給与所得者および事業所得者の年収で計算した場

合の公営住宅の入居収入基準を示せば下表の通りである。 

給与所得者および事業所得者に分けてあるが、この場合の給与所得者の年

収とは給与所得控除前の給与額の合計であり、事業所得者の年収は課税事業

所得となるため両者の金額には給与所得控除分差異が生じている。 

この表は、例えば改正後においては、二人世帯で給与所得者であれば給与

の総額が 3,512,000 円未満、事業所得者であれば課税所得金額が 2,276,000

円以下であれば公営住宅の一般世帯向住宅に入居申込可能であることを示

している。 
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年収ベース入居基準金額 

      

 

(2)募集手続の概要 

① 入居者の募集方法 

入居者の募集方法について公営住宅法は、災害、不良住宅の撤去、公営住

宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その

他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居

させる場合を除き、公営住宅の入居者を公募しなければならず、入居者の公

募は、新聞掲示等区域内の住民が周知できるような方法で行わなければなら

ない(公営住宅法第 22 条)としている。 

この法律に基づき、高知市営住宅条例では、入居者の公募を次の各号に掲

げる方法のうち 2 以上の方法によって行うものとしている。 

ⅰ) 市の広報紙 

ⅱ) 新聞 

ⅲ) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示 

ⅳ) テレビ又はラジオ 

ⅴ) 防災無線又は有線放送 

 

② 入居者の選考方法 

入居者の選考等について公営住宅法は、入居の申込みをした者の数が入居

させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を
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調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正

な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければならない(公営

住宅法第 25 条第 1 項)としている。 

この法律に基づき高知市営住宅条例では、入居者の選考については、入居

の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入

居者の選考は、公営住宅法施行令第 7 条各号のいずれかに該当する者(以下

「選考対象者」という。)のうちから行い、選考対象者について、住宅に困

窮する実情を調査し、その困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

この場合において、住宅に困窮する度合いの順位の定め難い者については、

公開抽選によりその順位を決定するものとしている。 

しかし、現在高知市においては一般向住宅については、住宅に困窮する度

合いの順位を定め難いとして応募者全員を対象に公開抽選により選考して

おり、旧地域改善向住宅については、実態調査に基づき、住宅困窮度合い及

び市民会館の意見をポイント化し、最もポイントの高い者を入居者選考委員

会において選考している。 

 

③ 新築に際しての新規募集手続 

高知市においては、新築に際しての募集には特段の規定はなく、一般の規

定に従いその都度募集時期を決定している。 

なお、新築の市営住宅については、昭和 63 年に横浜団地を整備して以来、

建設されておらず、現在のところ新築計画もないため、本項においてその具

体例の紹介は省略する。 

 

④ 建替えに際しての新規募集手続 

建替えに際しては、まず建替えの対象となった市営住宅の入居者の入居を

優先し、そのうえで空室がある場合には、一般向けに募集を行う。募集手続

は基本的に空室の募集手続と同じであるが、募集時期、選考方法等に以下の

ような違いがある。 

募集時期については空室の募集時期とは異なる場合がある。また選考方法

については、募集を個々の住宅ではなく、住宅のタイプ別(一般世帯向、車

椅子向等)におこない、当選者の中から部屋の割り振りを再抽選する方法を

採っている。 

直近の建替は平成 16 年の鏡川町の建替えであるが、この際には、定期の募

集時期に合わせて募集を行い、住宅のタイプ別で募集し当選者の中から部屋
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の割当てを再抽選する方法をとっていた。 

現在、高知市で建替を進めている市営住宅は潮江市営住宅及び南河ノ瀬町

市営住宅の旧地域改善向公営住宅である。平成 13 年度末の「地域改善対策

特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の失効に伴い法的根拠

を失ったため、建替後は一般向公営住宅となり他の一般向住宅と同じ方法に

より募集すべきであるが、建設の趣旨や経緯を踏まえ、高知市では現在募集

方法を検討中である。 

 

⑤ 空室の募集方法 

高知市においては、空室の募集手続については、年 3 回募集時期を定めて

公募し、一般向住宅については抽選方式、旧地域改善向住宅については選考

方式により入居者を選定している。募集時期については法令に特段の規定は

なく、定期募集による自治体や、入居順位を抽選等により決定し、空室が出

ると順番に入居する方法をとる自治体があるが、高知市では年 3 回の募集方

法を採用している。なお、空室の募集事務については次項で詳細に検討する。 

 

高知市の空室の募集方法の概要 

 一般向住宅 旧地域改善向住宅 

募集住宅の決定 課内会議により決定 課内会議により決定 

募集時期 毎年 6 月、10 月、1 月 毎年 6 月、10 月、1 月 

告知方法 市広報(募集月号)、新聞広告、

ケーブルテレビ放映 

市民会館掲示板、館だより 

入居者選定方法 応募者全員を対象に公開抽選 実態調査の結果に基づき、入居

者選定委員会において選考 

 

(3)空室の募集事務について 

空室の募集方法の概要は先に紹介したが、以下で詳細に検討する。高知市に

おいては、市営住宅を一般向住宅と旧地域改善向住宅に区別して募集手続を行

っている。 

旧地域改善向住宅は、同和対策事業として歴史的社会的理由により生活環境

等の安定向上が阻害されている地域を対象に整備されたものである。この事業

は平成 14年 3月末で終了したが、高知市では、その建設の主旨や経過を踏まえ、

地域の厳しい実情に配慮して、これまで一定の措置を講じてきており、現在の

旧地域改善向住宅の募集方法は平成 18 年 10 月の高知市人権施策推進本部会議
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において、定められたものである。 

① 募集住宅の決定方法 

募集住宅は、課内会議で決定される。募集住宅の決定にあたっては、地域

の偏りに注意し、新築時、空家募集時ともに、募集戸数の半数以上が特定目

的住宅となるよう努めている。そのため、高齢単身者向や母子世帯向といっ

た特定目的住宅は空きがでたら可能な限り速やかに次の募集に出すよう優

先して修繕している。しかし、一般世帯向も含めて、どの住宅を募集に出す

かについては、長年の経験と勘によるものであり、ニーズ調査等の結果に基

づくものではない。 

また、特定目的住宅は、かつては、建設時に目的を限定して整備したこと

もあったが、現在では設備面での対応が必要な車椅子用住宅を除いて、建設

時には同様の構造・設備で整備し、募集時に全体のバランスを見ながら振り

分けている。 

 

② 募集時期 

空室の募集は改修工期、募集期間等の関係から現在は年間で 6 月、10 月、

1 月の年 3 回ほぼ定期的な募集を行っている。随時募集については、応募の

なかった住宅について、抽選会の翌日から 1 週間、随時募集を行っているほ

かは、臨時的な募集は行っていない。募集時期については一般向住宅と旧地

域改善向住宅は同じである。 

 

③ 募集告知の方法 

募集告知の方法は、一般向住宅については、市広報(募集月号)、新聞広告、

ケーブルテレビ放映により告知している。旧地域改善向住宅については、市

民会館掲示板、館便りにより告知している。 

 

④ 入居者の選定方法 

入居者の選定方法は、一般向住宅については、公開抽選、旧地域改善向住

宅については、実態調査に基づき、住宅困窮度合い及び市民会館の意見をポ

イント化し、最もポイントの高い者を入居者選考委員会において選考してい

る。 
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2.入居後の管理について 

(1)毎年の収入調査について 

① 収入確認方法 

入居者は毎年度、収入の申告をしなければならず、収入の申告は収入申告

書によるものとされている。具体的な収入の確認方法は、世帯全員の所得及

び年金・各種公的給付・扶助費等の受給状況等について、関係各官庁及び勤

務先等へ確認することについて、同意する者については住宅課が直接市民税

課等から確認を行い、同意しない者については、世帯全員分の所得証明書等

を収入申告書へ添付させ収入確認を行っている。 

 

② 収入確認手続 

高知市が行っている入居者の収入確認作業は、平成 19 年度においては、ま

ず第 1 回目に 6 月末に収入申告書を各入居者に発送し、次いで 8 月上旬に収

入申告書を再発送する。さらに、10 月上旬に未申告者分を発送し、12 月に

翌年の家賃計算を行っている。12 月の家賃計算までに収入申告をしない者に

ついては、平成 20 年 3 月に最終の確認を行ったうえで収入未申告者に対し

て近傍同種の家賃を適用し最終的に家賃決定する。なお、家賃の決定手続き

は項を改めて詳説する。 

 

③ 収入未申告者の推移 

収入未申告者は年々減少傾向にある。これは、電算化により収入確認の効

率が向上したこと、収入申告が遅れている者については、チェックリストを

作成し住宅管理係と収納推進係が連携して催促を行う等の取り組みを続け

てきたこと等により入居者の収入捕捉に一定の成果があがっていることを

示している。 

 

年度 H16 H17 H18 H19 H20 

収入未申告者 64 人 58 人 31 人 9 人 11 人 

 

(2)収入超過者および高額所得者に対する措置について 

収入超過者とは、政令月収が入居収入基準を超え公営住宅に引き続き 3 年以

上入居している者をいい、収入超過者は、公営住宅を明け渡すよう努めなけれ

ばならないとされている。 

また高額所得者とは、公営住宅の入居者が引き続き 5 年以上入居している場
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合において最近 2年間引き続き政令月収が 39万 7千円を超える高額の収入のあ

る者をいい、高額所得者に対しては期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請

求することができるとされている。 

 

(3)同居の承認について 

① 同居の制限 

高知市営住宅条例第 15 条は市営住宅の入居者は、親族以外のものを同居さ

せることができないとともに、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以

外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない旨

規定している。 

 

② 同居承認の条件 

同居承認の条件は、公営住宅法施行規則第 10 条の規定に基づいており、同

条によれば、①入居者が不正の行為によって入居したとき②入居者が家賃を

3 月以上滞納したとき③入居者が公営住宅又は共同施設を故意に毀損したと

き等に該当する場合においては、同居の承認をしてはならないこととされて

いる。 

ただし、特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者

を同居させることが必要であると認めるときは同居の承認をすることがで

きるとしている。 

 

(4)入居の承継について 

① 入居の承継とは 

市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又

は退去時に当該入居者と同居していた親族が引き続き当該市営住宅に居住

し続けることを入居の承継という。高知市営住宅条例第 16 条は入居の承継

を希望するときは、当該入居者と同居していた親族は、市長の承認を得なけ

ればならない旨規定している。 

 

② 入居承継の条件 

入居の承継条件は、公営住宅法施行規則第 11 条の規定に基づいており、同

条によれば、①入居者との同居期間が 1 年に満たない場合②高額所得者に該

当する場合③入居者が不正の行為によって入居したとき④入居者が家賃を 3

月以上滞納したとき⑤入居者が公営住宅又は共同施設を故意に毀損したと
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き等に該当する場合においては、入居の承継の承認をしてはならないことと

されている。なお、特別の事情が存在し、同居者の居住の安定を図る必要が

あると認めるときは入居の承継を承認することができるとしている。 

 

③ 入居承継の問題点 

市営住宅に新たに入居しようとする者は同居条件、収入条件等を満たすと

ともに、場合によっては高倍率の抽選等の選考を経て入居の資格を取得する。

これに対し入居者が死亡又は退去した場合に、同居者や相続人がその使用権

を当然に承継することは、公平を害し、ひいては公営住宅法の目的にも反す

ることになる。相続人が使用権を当然に継承しえないことは最高裁判所の判

決でも確定している。 

承継の承認に際し、承継することができる者の範囲を無制限に認めた場合、

特別の政策目的で賃貸されるはずの公営住宅が世襲的なものとして特定の

者に占有されたり、公営住宅の需給が逼迫する地域における承継目的での脱

法行為を助長したりする結果、公営住宅の公平かつ的確な供給が実現できな

くなることから、入居の承継については制限的に運用すべきであるという傾

向が強まっている。 

入居承継の条件について、平成 17 年に国土交通省より「同居承認及び入居

承継承認運用指針」(平成 6 年 9 月 29 日住宅局住宅総務課長通知)を改正し

た通達が示されている。この通達の主旨は以下のとおりである。 

ⅰ)入居承継の承認ができる事由は、原則として、入居名義人の死亡、入居名

義人の離婚の場合である。 

ⅱ)入居の承認ができる間柄は入居名義人の同居者である配偶者(婚姻の届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を

含む。)及び、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者で

ある。 

ⅲ)入居承継を希望する者の収入が入居収入基準を超えることとなる場合は

入居承継の承認を行わない。 

ⅳ)入居者に家賃滞納、無断転貸など法令、条例等上の義務不遵守があり信頼

関係を保持しがたい場合は入居承継の承認を行わない。 

なお、高知市においては、本通達に対応した施策は一切検討されていない。 
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3.退去事務について 

(1)退去日の決定 

入居者が退去しようとする場合には、その 5 日前までに市営住宅返還届書等

を提出しなければならない。その際に退去時における注意点の説明、現地立会

の日程調整を行っている。 

 

(2)現状復帰 

入居者は退去にあたって、畳の表替え及びフスマの張り替えを行い、ガラス

や網戸等の消耗部材の修理をし、家財道具等全ての運び出しと可燃物・不燃物・

資源ゴミ等の撤去、団地自治会への連絡、電話・電気・水道・ガス等への連絡

を行う。また、模様替えや増築がある場合は、原状回復又は撤去をしなければ

ならない。 

なお、平成 18 年度までは、旧地域改善向改良住宅の入居者のうち平成 13 年

度までに入居者した者については退去時の畳表替え及びフスマの張り替えは免

除されていたが、平成 19 年度以降に退去する場合には全ての退去者が畳の表替

え及びフスマの張り替えを実施しなければならないことになっている。 

 

(3)退去の検査 

    以上の処理が完了すれば、入居者立会のもと検査を行う。検査は「市住空家

確認調査表」により、入居者が退去時に行うべき項目のチェックを行う。不備

のない場合は退去完了となり、不備のある場合は口頭または書面にて指導し再

度立会依頼する。 

 

(4)鍵の引渡し、家賃精算 

現地立会により退去完了と認められた場合、鍵の引渡し、退去完了日までの

家賃計算及び敷金の返還を行う。 

なお、資力不足の場合は、平成 19 年度末より市営住宅修繕免除申請書により

退去修繕の免除を行い、敷金は修繕費用に充当する。 
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Ⅱ.募集および入居に関する事項 

1.市営住宅の空室の募集状況 

(1)募集戸数と返還戸数の状況 

 

過去 5 年間の募集戸数と返還戸数の推移は上記の表の様になっている。5 年

間での返還戸数の総数は 763 戸であり募集戸数の総数 613 戸を 150 戸上回って

いる。このことは過去 5 年間で、住宅の用に供されている市営住宅が 150 戸減

少していることを意味している。その内訳を一般向住宅と旧地域改善向住宅に

分けて分析すると、一般向住宅では、募集戸数よりも返還戸数が多く、住宅の

用に供している戸数が過去 5 年間で 220 戸減少しているのに対し、旧地域改善

向住宅では逆に募集戸数が返還戸数よりも多く、住宅の用に供している戸数が

過去 5 年間で 70 戸増加している。 

この傾向についての住宅課の見解は、政策や課の方針に基づき旧地域改善向

住宅の供給数を増加した結果ではなく、旧地域改善向住宅の応募者の増加に併

せて募集戸数を増加させてきた結果であるとしている。しかし、次項で分析す

る一般向住宅と旧地域改善向住宅の応募状況の結果は、上記供給戸数の傾向と

は異なる結果となっている。その点については項を改めて検討する。 

なお、旧地域改善向住宅の、住宅の用に供している戸数の増加はこれまでに

返還された住宅のストックを修繕したことによるもので新規の建設によるもの

ではない。 

 

(2)募集及び応募の状況の推移 

以下の表は、平成 4 年度から平成 19 年度に至る一般向住宅と旧地域改善向住

宅別の応募状況の推移である。なお、管理戸数は一般向住宅が 2,889 戸であり

旧地域改善向住宅が 2,133 戸である。 
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一般向住宅と旧地域改善向住宅別の応募状況の推移 

    

 

① 募集戸数について 

上表によれば、一般向住宅の募集戸数は平成 10 年度の 145 戸をピークに減

少傾向が続いており平成 19 年度にはピーク時の 43％にあたる 62 戸まで減少

している。 

一方、旧地域改善向住宅の募集戸数は平成 11 年度の 23 戸から一貫して増

加しており平成 19 年度には約 3 倍の 67 戸の募集になっている。 

その結果、一般向住宅と旧地域改善向住宅の募集戸数は平成 18 年度には同

数の 60 戸となり、平成 19 年度に至っては一般向住宅の募集戸数が 62 戸で

あったのに対し旧地域改善向住宅の募集戸数は 67 戸となり募集戸数が逆転

している。 

 

② 応募者数について 

一般向住宅の応募者は、平成 10 年度に 1,000 人を超えてから平成 12 年度

の 1,956 人をピークに 1,000 人を上下している。 

一方、旧地域改善向住宅応募者は、注目すべき特徴は少ないが平成 14 年度

からは一貫して 100 人を超している。 

 

③ 倍率について 

一般向住宅の倍率は平成 11 年度に 10 倍を超えてからは、ほぼ 15 倍程度の

倍率を維持している。平成 19 年度の倍率は 14.15 倍であり、平成 4 年度か

ら平成 19 年度の 16 年間の平均倍率は 10.19 倍となっている。 

一方、旧地域改善向住宅の倍率は平成 11 年度、平成 14 年度及び平成 15

年度の 4 倍台を除けば、1 倍台後半から 2 倍台前半を維持している。平成 19
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年度の倍率は 2.13 倍であり、平成 4 年度から平成 19 年度の 16 年間の平均

倍率は 2.52 倍となっている。 

平成 19 年度の一般向住宅の倍率 14.15 倍は、旧地域改善向住宅の倍率 2.13

倍の 6.6 倍になっている。 

 

④ 一般向住宅と旧地域改善向住宅の倍率の大きな乖離について 

一般向住宅と旧地域改善向住宅の倍率は、平成 11 年度までは若干一般向住

宅の倍率が高い傾向を示す程度であったが、平成 12 年度に明らかな違いが

生じ、以後その違いは固定化された結果となっている。 

倍率にこのような大きな差が生じているのであるが、これは、高知市の政

策や課の方針として旧地域改善向住宅の供給数を増加したわけではない。ま

た、住宅課では改めてこのような大きな差が生じている原因分析は行ってい

ない。 

住宅課からは、平成 13 年度末に「地域改善対策特定事業に係る国の財政上

の特別措置に関する法律」が失効したことにより旧地域改善向住宅も一般の

公営住宅と同様に取り扱われることとなった。しかし高知市では、その建設

の主旨や経過を踏まえ、地域の厳しい実情に配慮して、一定の措置を講ずる

こととしている。その措置の一環として、旧地域改善向住宅については、そ

の対象となる者の入居機会が制限されることがないよう供給を増やしてき

た経緯があり、これが、考えられる理由の一つではないかとの見解を得てい

る。 

旧地域改善向住宅への、本来対象とした者の入居機会確保に一定の措置を

講じることは、現在の高知市の方針からすれば当然のことである。しかし、

現在の一般向住宅と旧地域改善向住宅の間の供給数と倍率の乖離は、均衡を

失している水準に達しているといわざるを得ない。 

 

⑤ 一般向住宅と旧地域改善向住宅の管理について 

平成 13 年度末に「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関

する法律」が失効したことにより、旧地域改善向住宅も一般向住宅と同様に

取り扱われることになったことは先に触れた。一方高知市では、旧地域改善

向住宅については、その建設の主旨や経過を踏まえ、地域の厳しい実情に配

慮して、一定の措置を講ずることとしている。 

このような前提の下では、そもそも出自の異なる住宅政策により建築され

た市営住宅を、市営ということだけで住宅課が一括管理することは根本的に
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無理がある。実際、高知市では過去に一般向住宅は住宅課が、旧地域改善向

住宅は同和対策部が建設から入居者管理まで別々に行っていた経緯がある。 

現在の高知市は、旧地域改善向住宅について同和対策事業として行われた

住宅としての位置づけを基本とするのであれば、両者を住宅課が主管するに

しても、「一定の措置」を制度化し、高知市としては一般向住宅と旧地域改

善向住宅の特に入居者の選考について別の制度として運用するための規定

の整備等を試み、無用の混乱を回避することも考慮すべきである。 

 

(3)平成 19 年度一般向住宅募集及び応募状況 

以下の表は、平成 19 年度の一般向住宅募集及び応募の状況である。 

 

平成 19 年度の一般向住宅の募集状況をみると、募集戸数の合計が 62 戸、

応募数の合計が 877 件、倍率は 14.15 倍である。 

内訳は、一般世帯向住宅の募集戸数の合計が 30 戸、応募数の合計が 467
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件、倍率は 15.57 倍である。次に目的住宅の募集戸数の合計が 32 戸、応募

数の合計が 410 件、倍率は 12.81 倍となっている。 

 

ⅰ)一般世帯向住宅の募集状況について 

一般世帯向住宅の募集状況について詳しく見ると、新本町東が 55 倍、北

竹島町が 62 倍、鴨部が 60 倍となっており、他の住宅の募集状況に比して

著しく高い倍率を示している。 

これらの住宅の人気が高い理由としては、新本町東は、建築年度は古い

が市の中央部に位置し、利便性が高いこと、北竹島町は中央部に近く、建

築年度が比較的新しく、賃貸マンションと比較しても遜色ない住宅である

こと、鴨部は小学校、中学校、高校が近隣にあり、近くにスーパーもあり、

公共交通機関も利用しやすい立地であることが挙げられる。逆に人気のな

い住宅は、応募が無い住宅もあり、これらは周辺部に位置し、建築年度も

古いものとなっている。 

なお、応募が殺到した場合の問題点については、入居選考方式の項で触

れることとする。 

 

ⅱ)特定目的住宅の募集状況について 

高齢者、障害者、母子世帯など、特に居住の安定を図る必要のある者を

対象とする住宅を特定目的住宅という。かつては、建設時に目的を限定し

て整備したこともあったが、現在では，車椅子用住宅を除いて、建設時に

は同様の構造・設備で整備し、募集時に全体のバランスを見ながら振り分

けている。住宅課では、新築時、空家募集時ともに、募集戸数の半数以上

が特定目的住宅となるよう努めている。 

特定目的住宅の募集状況についてみると、まず、最も高い募集倍率を示

しているのが高齢単身者向住宅である。平成 19 年度は、高齢単身者向住宅

3 戸の募集に対して 163 名が応募しており、倍率にして 54.33 倍となって

いた。高齢化に伴い、高齢者の単身世帯向住宅へのニーズが高まっている

ことを如実に表している。次いで障害単身者向住宅が 20 倍、老人世帯向住

宅が 9.56 倍と続き、平成 19 年度の募集ではいずれも高い募集倍率を示し

ている。 

 

(4)平成 19 年度旧地域改善向住宅募集及び応募状況 

以下の表は、平成 19 年度の旧地域改善向住宅募集及び応募の状況である。
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なお、平成 15 年度から平成 19 年度の応募状況の推移は参考資料として添付

してある。 

 

旧地域改善向住宅の募集状況についてみると、平成 19 年度の募集のうち最

高の募集倍率は 7 倍であり、これとは逆に募集戸数 67 戸中 28 戸は選考無し

で入居しており、約 4 割が無選考で入居していた。これらを平均して 2.13

倍の募集倍率となっている。 

  

2.高知市の入居選考方法の検証 

入居収入基準は公営住宅法により定められており、このことは市町村の裁量で

基準を変更することはできない。 

一方、高知市営住宅条例では、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市

営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、選考対象者について、住宅に困窮
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する実情を調査し、その困窮する度合いの高い者から入居者を決定し、住宅に困

窮する度合いの順位の定め難い者については、公開抽選によりその順位を決定す

るものとしている。 

入居選考の実際例として、具体的に平成 19 年度に行われた募集のうち、62 倍

の倍率であった北竹島町の空き家募集について、それぞれ収入額ベース及び政令

月収ベースで申込者の分布を示したものが下記の表である。 

 

      

 

※ 合計が 61 世帯となっているのは、当選者が辞退し補欠当選者が繰上当選したの

であるが、その際に辞退した当選者に申込書類を返還したことにより、その者

の収入等が不明であるためである。 

 

上記の表によれば、当該物件の入居募集に際しては、年収ベースでは 0 円から

5,370,282 円までの範囲の者、政令月収ベースでは 0 円から 175,407 円までの範

囲の者が申込をしている。 

高知市営住宅条例による選考方法は、前述のとおりであるが、実際には一般向

住宅の募集では入居収入基準を満たせばその後は全者を対象に公開抽選している。

この結果、上記事例の結果においても明らかなように、年収が 0 円の者も 500 万

円を超える者も同列に扱う結果となっている。 

条例は、選考にあたっては住宅に困窮する実情を調査し、その困窮する度合い

の高い者から入居者を決定し、住宅に困窮する度合いの順位の定め難い者につい

ては、公開抽選によりその順位を決定するものとしているが、住宅の困窮度合い

について何らの順位付けを行うことなく、全員を対象に公開抽選によっているこ

とは、住宅困窮度の高い者が優先的に入居可能な制度とはなっておらず、公営住

宅の本旨および条例の趣旨に反することとなり適切な選考方法とは認めがたい。 

入居者の選考にあたっては、収入の他、公営住宅法施行令第 7 条の規定を斟酌
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した評価基準による評価結果により評点の上位 40％を抽選対象とするなどの方

法により、住宅に困窮する低額所得者が優先的に入居できるように入居者の選考

方式に何らかの手立てを考慮すべきである。 

また、現在は入居者の選定はすべて住宅課が行っているが、旧地域改善向住宅

及び特定目的住宅については、同和・人権啓発課、福祉関連部署等が入居者の選

定に介入する方が、住宅困窮度の実質的審査が可能となり、より合理的な選定と

なる可能性が高い。これらの住宅の入居者の選定業務については同和・人権啓発

課及び福祉関連部署への選定業務に限定した移管を含め、入居者の選定作業への

参画方法を検討すべきである。 

 

3.同居の承認について 

(1)滞納がある場合の同居の承認について 

同居の申請時に、入居者に滞納があった場合には、病気その他特別の事情が

ある場合を除き、同居は認めてはならないとされている。 

そこで、同居にあたって、滞納の確認がなされているか、平成 19 年度の同居

申請書類を確認したところ、滞納があるにもかかわらず同居を認めているもの

があった。 

滞納がある場合には、収納推進係に状況を確認し回収に問題がないと判断し

たものについて同居を認めているとのことであるが、そのことについて担当者

のメモが残されているのみであり、何ら決裁はされていない。 

以上のことから、現在高知市で認めている入居者に滞納があった場合の同居

承認は、適切な事務処理とはいえず、特別の事情があることにより特例として

同居の申請を認める場合には、個々の事情に応じて決裁をした上で承認するよ

う改めるべきである。 

 

(2)不透明な入居承継の承認手続について 

入居承継の承認により事実上、市営住宅間の住み替えを認めている事例があ

った。経緯や現状は以下のとおりであるが、承認過程に不透明さが有り、住宅

課以外の部署で決定がなされた可能性も伺われる承認過程であった。今後より

一層の厳正な市営住宅管理が望まれる。 

① 事実関係 

ⅰ) 平成 19 年 10 月 9 日 

甲は市営住宅Ａに入居名義人丙と同居していた。他の市営住宅Ｂに居住

する乙との婚姻により、市営住宅Ｂで同居するために同居申請書を提出す
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るとともに、市営住宅Ａを退去するために市営住宅Ａの退去届けを提出し

た。 

ⅱ) 平成 19 年 10 月 15 日 

市営住宅Ａの入居名義人丙死亡。 

ⅲ) 平成 19 年 11 月 1 日 

甲の親族から、甲夫妻を市営住宅Ｂから市営住宅Ａに住ませたいとの連

絡がある。住宅課では甲夫妻はすでに市営住宅Ｂに同居しており市営住宅

Ａへの住み替えは不可と返答し、市営住宅Ａは返還になると伝えた。 

ⅳ) 平成 20 年 1 月 17 日 

一転して住み替えを承認する。具体的手続は以下のとおりである。 

ｧ)丙より、甲の市営住宅Ａの退去届出書の取下げ。 

ｨ)乙より、甲の市営住宅Ｂの同居承認申請書の取下げ。 

ⅴ)  平成 20 年 1 月 29 日 

ｧ)甲より市営住宅Ａの入居の承継申請書の提出。 

ｨ)甲より乙の市営住宅Ａへの同居承認申請書の提出。 

ⅵ)  平成 20 年 4 月 15 日 

乙に対し市営住宅Ｂが未返還である旨連絡。 

ⅶ) 平成 20 年 5 月 15 日 

乙の入居保証人に対し市営住宅Ｂが未返還であり、このことを乙に伝え

るよう要請。 

ⅷ) 平成 20 年 6 月 9 日 

退去のための現場確認。畳、ふすまの未修繕および、ソーラーパネルの

撤去未済につき指示。 

この後数回電話連絡。 

ⅸ) 平成 20 年 12 月 16 日 

乙より念書の差し入れ。内容は以下のとおり。 

ｧ)畳、ふすまの修繕を平成 21 年 1 月末までに行う。 

ｨ)平成 20 年 2 月、3 月分の家賃等は支払う。 

ｩ)ソーラーパネルの撤去は平成 21 年 1 月末までに行う。 

なお、住宅課は平成 20 年 12 月 16 日に、同念書の提出を条件に平成 20

年 4 月以降の住宅使用料については調定を取り消す旨乙に伝えている。 

ⅹ) 平成 21 年 2 月 9 日 

       畳、ふすまの修繕完了。 

ⅰⅰ) 現況 
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   平成 21年 2月末の状況は、甲夫婦は市営住宅Ａに同居している。しかし、

市営住宅Ｂのソーラーパネルの撤去が完了していないため返還手続きが終

了していない。また、市営住宅Ｂの住宅使用料は、平成 20 年 2 月分から平

成 21 年 2 月分まで滞納となっている。 

 

② 同居と退去の申請を取り消した経緯及び問題点 

一旦住み替えは認めないとした住宅課の決定が一転し結果として住み替え

を認めることとした経緯について確認したところ、住宅課から、市営住宅Ａ

の入居名義人であった丙は旧地域改善向住宅の入居者であり、住宅地区改良

事業により住宅を失った事業対象入居者である。甲はその丙と同居していた

親族であるため一定の配慮をする必要があり判断したものであるとの説明

を受けた。 

入居の承継の問題点については先に触れたとおりであり、平成 17 年に国土

交通省より通達が出されていることも紹介した。このような情勢のもとで、

[一定の配慮]が拡大的に運用されることには疑問を抱かざるを得ない。本件

承認手続きが非常に不透明な経緯で行われていることは、監査の過程での資

料収集において鮮明に感じられた。また、形式的なものであり、あまり重大

なものとは言えないが、平成 20 年 1 月 29 日に行った、甲よりの乙の市営住

宅Ａへの同居承認は、その時点では市営住宅Ｂの退去手続が完了していない

乙の市営住宅Ａへの同居承認であり、承認手続に瑕疵があったといわざるを

得ない。 

今後同様の事務処理に際しては、公平性に十分な配慮をするとともに、厳

正な対応をする必要がある。 

 

③ 返還手続きの遅延及び住宅使用料の滞納について 

今回の一連の手続は、基本的には本人と住宅課の間で人を介して行われた

ものであり、経緯の記録には、おば、父、入居保証人といった本人以外との

交渉記録がほとんどであった。 

そのため、退去手続が完了しないと市営住宅Ｂの家賃が発生し続けること

や、退去に際しての現状復帰費用が相当額発生する可能性があること等が十

分に伝わっていなかった可能性があり、交渉過程でも修復費用が工面できな

いため、退去手続が遅れている旨の記載もあった。 

また、承認手続きは当初の住宅課の決定を覆す形で行われたものであり、

直接の因果関係は立証できないが、住宅課内に市営住宅Ｂの家賃の滞納整理
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手続きや明け渡しの請求を強行することに躊躇する空気があったことも否

定できない。 

しかし、住宅課においては適正な滞納整理が実施されなかったことは記録

により明らかである。さらには、滞納となった平成 20 年 4 月以降の住宅使

用料は滞納と認識せず、法的根拠を見いだしがたい別途損害賠償手続による

予定である旨聴取している。滞納となっている平成 20 年 4 月以降の住宅使

用料については不透明な手続により整理することなく、適正になされなけれ

ばならない。 

 

4.入居の承継について 

(1)入居承継の承認基準について 

① 通達に対する高知市の対応 

高知市では、承継が認められる者を配偶者等に限定すれば、入居承継の不

公平は是正されるかもしれないが、入居承継を認められなかった者が住宅に

困窮することになり、混乱を招くおそれがあるとして、国土交通省からの通

達への対応を現在のところ取る予定はない。このことについて、高知市の入

居承継の実態を把握するために、入居承継者の範囲と収入について分析を行

った。 

 

② 承継者の範囲について 

承継者の範囲について、平成 19 年度の高知市の入居承継状況は下記のとお

りである。 

 

上記表によれば平成 19 年度の入居の承継では、祖母から孫への承継、さら
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には入居名義人から 4 親等離れている甥の子や姪の子の承継が認められてい

るなど、入居の承継が世代を超えてされていくことによって、特定の者に占

有されている実態がある。 

これは、高知市では、同居について、民法上の親族に該当すれば同居を認

めているため、6 親等内の血族及び 3 親等内の姻族であれば、入居名義人と

同居可能となり、同居期間が 1 年以上となれば入居を承継することができる

ことに大きな原因がある。同居について実際に平成 19 年度では入居名義人

から 5 親等離れている姪の孫の同居申請がされている事例もあった。 

この点について、国土交通省の通達においても、「同居承認は、原則として

入居名義人の 3 親等を限度として事業主体が定める範囲の親族(婚姻の予約

者を含む。)について行うことができるものとする。」とされていることから、

入居可能な同居者の範囲について見直しを検討されたい。 

 

③ 承継者の収入基準について 

次に、入居承継の収入基準についてであるが、平成 19 年度に入居承継した

者のうち世代間の承継をしているものを 5 件無作為抽出し、承継者の承継時

の政令月収を確認したものが下記の表である。 

 

上記承継者の収入分析によれば、Ａは祖母から孫への入居承継で、政令月

収が改正後の入居収入基準 158,000 円を超える収入があり、Ａ以外は政令月

収以下の収入であった。 

Ａの事例は、入居承継にあたって、一定の所得以上を有する者が承継する

ことも実際にありえることを示している。 

国土交通省の通達によれば、「入居承継を希望する者の収入が入居収入基準

を超えることとなる場合には、入居承継の承認を行わないものとする。」と

されていることから、入居収入基準を超える場合には一定の制限を設けるこ

とを検討されたい。 

また、Ａ以外の世帯については、改正後の政令月収以下の収入となってお

り、入居の承継を認めないとすれば、本来住宅困窮者に対して整備されたは
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ずの市営住宅から、さらなる住宅困窮者を生み出してしまうという高知市の

説明を裏付ける結果となっていることから、原則として世代間の承継を認め

ないとする国土交通省の通達をそのまま適用することは、現時点においては

時期尚早であると思われる。 

 

(2)入居者に滞納があった場合の入居の承継について 

入居の承継時に、入居者に 3 月以上滞納があった場合には、病気その他特別

の事情がある場合を除き、入居の承継は認めてはならないとされている。 

そこで、入居の承継にあたって、滞納の確認がなされているか、平成 19 年度

の滞納者一覧と入居承継届を突合したところ、2 名について、3 月以上の滞納が

あるにもかかわらず、入居の承継を承認していた。 

これは、高知市では、入居者に 3 月以上の滞納があった場合においても、入

居の承継者が、市営住宅使用料支払債務引受書を提出した場合には、入居の承

継を認めていることによるものである。 

しかしながら、市営住宅使用料支払債務引受書は、入居承継者が滞納住宅使

用料の引き受けをすることについて、高知市と入居承継者間で確認を行ってい

るにすぎないものであり、この文書のどこにも入居承継を認めるという記載は

ない。また、この文書によって、入居の承継を認める規定は、高知市営住宅条

例、高知市営住宅条例施行規則のどこにも記載はなく、事務取扱要領等も存在

しない。そして、入居の承継をしようとする者につき特別の事情が存在するた

め居住の安定を図る必要があると判断し承継の承認をすることについての決裁

もない。 

以上のことから、現在高知市で認めている入居者に滞納があった場合の入居

承継は、適切な事務処理とはいえず、特別の事情があることにより特例として

入居の承継を認める場合には、個々の事情に応じて居住の安定を図る必要があ

るかどうか決裁をした上で承認するよう改めるべきである。 

 

5.敷金について 

高知市住宅条例第 22 条の規定に基づき、高知市では入居決定者から入居時にお

ける 3 月分の使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収している。納入

された敷金は、歳入歳出外現金(企業会計における預り金に相当する)として管理

されており、平成 20 年 3 月末において市営住宅敷金として高知市が管理する歳入

歳出外現金残高は 152,479,790 円となっている。 
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(1)敷金の管理方法について 

敷金の管理は、財務管理上と住宅管理上から行われている。財務管理上では、

高知市の会計システムにおいて、歳入歳出外現金として管理している。 

住宅管理上では、平成 20 年 4 月より住宅管理システムを導入しシステム上で

管理するとともに、紙ベースでの住宅管理台帳を作成し、管理している。現時

点では、住宅管理システムを導入したばかりなので、システムトラブルに備え

るために 2 重管理している。 

 

(2)敷金の管理状況について 

① 会計システムと住宅管理システムの敷金残高の差異について 

敷金が適切に管理されているか確認するために、会計システム上の敷金残

高と住宅管理システム上の敷金残高について照合したところ、下記の表のと

おり差異が生じていた。 

敷 金 残 高 会計システム 住宅管理システム 差  額 

平成 20年 3月末残高 152,069,790 円 139,560,651 円 12,509,139 円

従来高知市では、会計システムと住宅管理システムの敷金残高を相互に突

合するという発想がなかったため、差異が生じていることすら認識していな

かった。 

平成 20 年 1 月に旧春野町と合併する際に、旧春野町の公営住宅の敷金残高

の確定作業に非常に手数と時間を要したことから、高知市においても差異が

生じているであろうことは想像されたが、実務上問題とされることもなく、

照合作業も改めて行われることなく現在に至っている。 

 

② 差異分析 

差異の発生原因を分析するため、会計システム上の敷金と住宅管理台帳の

敷金について、会計システム上最も古いものから 10 年分(563,240 円、182

件)を抽出し突合した。その結果、会計システムでは残っているが、住宅管

理台帳では既に退去しているものや、台帳自体の所在が不明になっているも

のがあり金額にして 206,720 円、61 件の差異が生じていた。 
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この差異について担当者に確認したところ、建物自体が既になく、台帳が

残っていないものがあるなど確認のしようがないものがあり、現時点におい

て差異の原因を特定することは非常に困難であるとのことであったが、本来

返還すべきものが返還されなかった可能性もあり、会計システムと住宅管理

台帳の差異について整理すべきである。 

 

(3)敷金の運用について 

高知市営住宅条例第 23 条によれば、敷金は国債、地方債又は社債の取得、預

金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならず、これに

より運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の

共同の利便のために使用するものとするとされている。 

敷金の運用が規定どおりなされているか、実際の資金の運用について確認し

たところ、敷金は、出納課において他の歳入歳出外現金も含めた会計管理者口

座で一括して管理されており、定期預金や一般会計の資金繰りに充てるなどの

方法により資金運用され、そこから生じる運用益も出納課で管理されていた。 

なお、歳入歳出外現金を一般会計の資金繰りに充てることは、高知市会計規

則第 17 条「収入役は、市に属する現金(歳入歳出外現金を含む。)を会計種別又

は年度の相違にかかわらず、その運用に支障のない限り相互に一時繰替をする

ことができる。2 収入役は、前項の規定により一時繰替をしたときは、その所

属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しを完了しなければならない。」の規定に基づ

いて行われているものである。 

公営住宅法の規定は、敷金は入居者の債務を担保する目的で事業主体に交付

されるものであり、その運用益を事業主体に帰属させることは、事業主体の公

的性格からしても妥当ではないとの趣旨に基づくものであることから、会計管

理者口座から生じた運用益のうち、敷金相当部分については住宅課の予算に配

分するよう検討されたい。 
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Ⅲ.市営住宅の家賃の算定に関する事項 

1.家賃計算の概要 

(1)公営住宅の家賃制度の概要 

公営住宅の家賃の法的性格は賃貸借に基づいて住宅の使用の対価として使用

者から家主に支払われる賃料としての性格を有するものとされ、基本的には、

民法及び借地借家法が適用される。 

公営住宅の家賃は、従来は建設費用等を基礎に算定し定額制であったが、平

成 10 年の改正により、現在は入居者の負担能力と入居者が住宅から受ける便益

を要素として決定される応能応益家賃制になっている。また公営住宅制度自体

その供給にかかるすべての費用を家賃によって回収するという独立採算的性格

は有していない。  

 

(2)家賃の具体的計算過程 

具体的な家賃は、①家賃算定基礎額に、②市町村立地係数、③規模係数、④    

経過年数係数、⑤利便性係数の 4 つの係数を乗じて算出するよう政令で決めら

れている。 

なお、公営住宅の趣旨が低廉な家賃の住宅の供給ということから、このよう

に算定された家賃の額が近隣の民間賃貸住宅の家賃を上回る額となることがな

いように⑥近傍同種の住宅の家賃を上回らないよう制限されている。 

 

① 家賃算定基礎額 

立地、規模、老朽化等の要素を捨象した新築の平均的な公営住宅を想定し、

入居者の収入区分に応じ決められる次の表の額。平成 21 年度より右の表の

ように改正されている。入居者の収入とは、入居者及び同居者の年間所得金

額(所得証明書の所得金額合計)から同居親族控除等の各種所得控除を行い、

それを 12 ヶ月で割った額をいう。 

 

 



４１ 

② 市町村立地係数 

立地条件の偏差を表すものとして、0.7 以上 1.6 以下で国土交通大臣が市

町村ごとに定める数値であり、大都市であるほど大きな数値が設定される。 

高知市の場合は 0.95 である。 

 

③ 規模係数 

当該公営住宅の床面積の合計を 70㎡(平成 21年度からは 65㎡)で除した数

値。 

 

④ 経過年数係数 

国土交通大臣が公営住宅の建設時からの経過年数に応じ 1 以下で告示にお

いて定める数値。 

 

⑤ 利便性係数  

地方公共団体が公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して 0.5

～1.3 の範囲で、条例で定める数値。地方自治体が独自に設定できる唯一の

係数で、高知市では、高知市営住宅条例施行規則別表第 2 において、浴室・

浴槽の設置、トイレの水洗化、エレベーターの設置等を係数化して、次の算

式により算定している。 

 

利便性係数(R)＝1－(R1＋R2) 

 

R1……立地条件に係る係数 

        (1－0.1)－((1／(10－20／3×LN／LH))＋0.6) 

上記算式のうち 0.6 は、鏡地区については 0.41、土佐山地区については 0.423 

LN……市営住宅が所在する土地の 1 ㎡当たりの固定資産税評価額相当額 

LH……高知市の土地の 1 ㎡当たりの最高固定資産税評価額 

R2……設備条件に係る係数 

浴室・浴槽の設置、トイレの水洗化、エレベーターの設置、集合住宅への入居

を考慮してそれぞれに定める係数を合計したもの(0.1 を超える場合には 0.1) 

 

⑥ 近傍同種の住宅の家賃 

近傍同種の家賃とは、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の時価、修繕費、

管理事務費等を勘案して政令で定めるところにより、毎年度、事業主体が定
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める。 

敷地部分の時価(複成価格という。)は、「平成 8 年 8 月 30 日建設省住総発

第 135 号建設省住宅局長通達」において、(固定資産税評価額相当額(円／㎡)

×戸当たり敷地面積(㎡))の算式によって算定される旨が示されている。 

高知市においては、市営住宅の敷地に対し固定資産税評価額を付していな

いため、上記算式における固定資産税評価額相当額は、家賃算定年度の前年

の路線価をもって固定資産税評価額相当額としている。路線の選定は、当該

団地の敷地に面する路線、路線に面していない場合又はその団地が広域にま

たがっている場合には、周辺路線価のうち最も実態を反映していると思われ

るものを担当者が選定している。 

 

(3)入居者に対する家賃の適用 

① 本来入居者の家賃 

上記(1)②で算定される家賃。収入超過者以外の入居者(=本来入居者)に課

される家賃のことであり、公営住宅法第 16 条第 1 項による家賃をいう。 

 

② 収入超過者の家賃 

収入超過者とは、当該公営住宅に引き続き 3 年以上入居している場合にお

いて入居収入基準(平成 20年度までは 200,000円、平成 21年度以降は 158,000

円である。)を超える収入のある者をいう。 

収入超過者の家賃は、次の算式により決定される。収入超過者の家賃＝本

来家賃＋(近傍同種の家賃－本来家賃)×収入に応じた率 

収入超過者制度は、公営住宅が住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な

家賃で賃貸することを目的としていることから、一定の基準を超える所得の

ある入居者の家賃を上記割り増し家賃にするとともに、明け渡し努力義務を

課している。 

 

③ 高額所得者の家賃 

高額所得者とは、当該公営住宅に引き続き 5 年以上入居している場合にお

いて最近 2 年間引き続き一定の基準(平成 20 年度までは 397,000 円、平成 21

年度以降は 313,000 円である。)を超える高額の収入のある者をいう。 

高額所得者の家賃は近傍同種の家賃とされている。 

高額所得者制度は、もはや低額所得者とはいえない一定額以上の収入のあ

る入居者が公営住宅に居住し続けることは法の目的に反することにもなる
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ことから、高額所得者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができ

るとともに明渡請求を受けていない高額所得者には上記近傍同種の住宅の

家賃の徴収を行うこととしている。 

 

2.実際の家賃計算における路線価の適用誤りについて 

(1)適用する路線価の誤りについて 

固定資産税評価額相当額の算定基礎である路線価は、家賃算定作業年度の

路線価を適用することになっている。従って、例えば平成 19 年度分の家賃

は平成 18 年度中に行われるため平成 18 年度の路線価を適用することになる。

以下混乱を避けるため、「何年度分家賃」と表記する。 

平成 19 年度分の家賃算定計算を検証したところ、本来、平成 18 年度の路

線価を適用すべきところ誤って平成 17 年度の路線価を適用して計算してい

た。 

住宅課では、家賃計算に際し資産税課の路線価データを一括して読み込む

処理をおこなっているが、その際、資産税課が誤って平成 17 年度の路線価

データを提供してきたにも係わらず適正なチェックができなかったため発

生した誤りである。 

 

(2)正しい路線価を適用した場合の家賃への影響 

路線価は 3 年毎に全般的な見直しを行っており、直近では平成 18 年度に見

直されている。そのため、平成 19 年度分の家賃計算において、見直し前の

平成 17 年度の路線価を適用した場合、本来適用すべき路線価とは異なり家

賃に影響がでる可能性がある。 

以下は、平成 19 年度分の実際の家賃と本来適用すべき平成 18 年度の路線

価により計算した場合の家賃を比較検証したものである。 

 

① 平成 17 年度と平成 18 年度の路線価の変動について 

団地ごとに選定した路線価の平成 17 年度と平成 18 年度の金額を確認し

たところ、全 128 団地(旧春野町に係る住宅を除く。)のうち、下落したも

のが 104 団地あり、残りの団地は変更がなかった。 

 

② 対象とした団地 

路線価の適用が実際の家賃にどのように影響があるのか検証するため、

平成 18年の見直しにより路線価が変動したもののうち変動金額の大きい 4
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団地をサンプルとして抽出した。 

 

対象とした団地                     (単位：円) 

団地名 平成 17 年度路線価 平成 18 年度路線価 差額 

筆山町(中耐) 133,000 128,800 -4,200

北百石町 118,300 115,500 -2,800

筆山町(簡耐 2階) 134,400 130,200 -4,200

大原西改良住宅 165,900 163,100 -2,800

 

③ 近傍同種の住宅の家賃への影響 

下表は、適用路線価の違いによる近傍同種の住宅の家賃に対する影響額

を試算したものである。なお、部屋のタイプが多数存在するものもあるた

め、標準的なタイプを試算の対象とした。 

 

なお、本試算の結果すべての団地で近傍同種の住宅の家賃が第 8 階層の

家賃を超えているため実際の影響は生じない結果となっている。 

 

④ 利便性係数への影響 

下表は、本来入居者等の家賃計算の要素である利便性係数への影響を試

算したものである。 

 

 

⑤ 実際家賃への影響 

公営住宅は入居者の収入の区分、建物の経過年数及び床面積等により、そ

れぞれ各戸に家賃が設定されているため、実際にどのくらいの差額があるの
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か個々に検証するのは膨大な事務量となり困難である。 

そのため以下は、サンプルとして抽出した各団地の実際の家賃に金額的に

どのような影響がでているかについて、①入居者数は平成 19 年 4 月 1 日現

在の入居者数とする。②8 階層については、未申告のものを含む。③家賃差

額は差額×入居者数×12 ヶ月である。といった一定の条件を設定して試算し

たものである。 

試算の結果、路線価の適用年度誤りは、家賃計算に影響を与える可能性は

あったが、対象となる家賃階層の入居者がいなかったため結果として家賃の

過剰請求等の問題は発生していないと思われる。しかし、家賃の過剰請求等

につながる可能性のある事務手続きの誤りであり、今後より一層の事務処理

の正確性を期する必要がある。 

ⅰ) 筆山町(中耐) 

                                     

 

      試算の結果によれば家賃計算への影響は見いだせなかった。 

ⅱ) 北百石町 

                              

 

      試算の結果によれば家賃計算への影響は見いだせなかった。 

ⅲ) 筆山町(簡耐 2 階) 
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      試算の結果によれば第 6 階層の家賃が 100 円過大となる可能性があった

が、対象入居者がいないため家賃計算への影響は発生しないと思われる。 

 

ⅳ) 大原西改良住宅  

                            

 

      試算の結果によれば第 7 階層の家賃が 100 円過大となる可能性があった

が、対象入居者がいないため家賃計算への影響は発生しないと思われる。 

 

3.路線価の選定に際しての恣意性について 

(1)路線価の選定に際しての恣意性について 

平成 19 年度の家賃計算において家賃計算の基準となった路線価を確認し

たところ、原則的には正面路線価を選定していたが、一部については正面路

線価より路線価の低い裏面路線価又は側面路線価を選定したものや、敷地周

囲の路線価の平均に近似した地点の路線価を選定したものがあった。 

担当者に、このような統一性のない選定状況となっている理由を確認した

ところ、従来評価にあたり各団地ごとに近傍の路線価の平均値を手作業によ

り集計しこれを路線価として適用していたが、平成 18 年度分の評価から事

務手続の簡素化のため各団地ごとに路線価を指定し、資産税課からの路線価

データを一括して読み込む処理に変更することとなった。その際、単純に正

面路線価に変更すると、団地によっては家賃が大幅に上昇する可能性が生じ
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たため、そのような団地については担当者の判断で従来の評価額に近くなる

よう正面路線価以外の路線価を適用しているためである旨説明された。 

 

(2)単純に正面路線価を適用した場合の家賃への影響 

以下は、路線価の低い裏面路線価又は側面路線価を適用している団地の実

際の家賃と、正面路線価を適用した場合の家賃を比較検証したものである。 

① 対象とした団地           

路線価の適用が実際の家賃にどのように影響があるのか検証するため路

線価の低い裏面路線価又は側面路線価を採用している団地のうち正面路線

価と著しく価格の異なるものをサンプルとして 3 団地抽出した。 

    対象とした団地                     (単位：円) 

敷地に面する路線価 
団地名 

正面 側面① 側面② 裏面 

市が選定し

た路線価 

新本町(ｱﾊﾟｰﾄ) 186,200 115,500 114,100 89,600 114,100

比島町 158,900 126,000 － 119,000 126,000

潮江第 2 コミュニティ 172,200 154,700 112,700 112,700 112,700

 

② 近傍同種の住宅の家賃への影響  

下表は、適用路線価の違いによる近傍同種の住宅の家賃に対する影響額

を試算したものである。なお、部屋のタイプが多数存在するため、試算の

対象とした部屋のタイプは比島町については、最も広い 3DK、最も狭い 1DK、

標準タイプである 2DK を対象として、潮江第 2 コミュニティについては、

標準タイプである 2DK と車いす用及び一般用の 1DK を対象とした。 

 

 

③ 利便性係数への影響 

下表は、本来入居者等の家賃計算の要素である利便性係数への影響を試

算したものである。 
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④ 実際家賃への影響    

公営住宅は入居者の収入の区分、建物の経過年数及び床面積等により、

それぞれ各戸に家賃が設定されているため、実際にどのくらいの差額があ

るのか個々に検証するのは膨大な事務量となり困難である。そのため以下

は、サンプルとして抽出した各団地の実際の家賃に金額的にどのような影

響がでているかについて、前項と同様の条件を設定して試算したものであ

る。 

家賃の差額の試算については、部屋のタイプが多数存在するため、比島

町及び潮江第 2 コミュニティについては、最も戸数の多い 2ＤＫのタイプ

を対象としている。すべての入居者が上記の部屋に入居しているものとし

て計算した。 

 

ⅰ) 新本町(アパート) 

                       

       

ⅱ) 比島町 
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ⅲ) 潮江第 2 コミュニティ 

                              

 

  

試算の結果、路線価の恣意的適用は、家賃計算に明らかに影響を与えて

いる。今回の試算は個別の住宅について行ったものではないため金額の正

確性は保証できないが、家賃が過小に算定されているということは疑いの

余地がない。市は、入居者に理解を求める努力をするとともに、早急に本

来の家賃計算手続にしたがった家賃に改訂すべきである。 

 

Ⅳ.市営住宅の使用料(家賃)の徴収事務について 

1.市営住宅の使用料の納付に関する事務処理の概要 

(1)納付期限等 

高知市営住宅条例第 21 条は市営住宅の使用料の納付について、 

市長は、入居者から第 13 条第 5 項の入居可能日から当該入居者が市営住

宅を明け渡した日(第 35条第 1 項又は第 40条第 1 項の規定による明渡し

の請求のあったときは当該明渡しの期限として指定された日又は明け渡

した日のいずれか早い日、第 45 条第 1 項の規定による明渡しの請求のあ

ったときは明渡しの請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。 

2  入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)ま
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でに、その月分の使用料を納付しなければならない。ただし、12 月分の

使用料は、12 月 27 日までとする。 

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した

場合においてその月の使用期間が 1 月に満たないときは、その月の使用

料は、日割計算による。 

4  入居者が第 44 条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いた

ときは、第 1 項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その

日までの使用料を徴収する。 

としている。 

 

(2)住宅使用料の収納方法及び収納方法別収納金額 

市営住宅の使用料の収納方法には原則として以下の方法がある。 

① 口座振替により納付する方法 

市が推進している収納方法であり、入居手続をする際に、「高知市市営住宅

使用料口座振替のご案内」という文書及び口座振替依頼書を配布し毎月の納

金がスムーズに行われるよう協力を呼びかけている。平成 19 年度における

収納金額の 62.2％(現年ベース)は口座振替での収納によるものであった。 

 

② 現金により収納する方法 

現金による収納は、原則的には毎年 4 月上旬に送付される 1 年分の納入通

知書兼領収書により行われる。 

平成 19 年度における収納金額の 25.0％(現年ベース)はⅳ)の徴収員の現金

での収納を除く納入通知書兼領収書等による現金での収納によるものであ

り、0.02％(現年ベース)はⅳ)の徴収員の現金での収納によるものであった。 

 

ⅰ)金融機関の窓口での収納による方法 

納入通知書兼領収書又は督促状兼領収書により金融機関、高知市農協等

の窓口で納付する方法である。 

ⅱ)住宅課職員(出納員)の住宅課窓口での収納による方法 

原則的には、納入通知書兼領収書又は督促状兼領収書により住宅課窓口

で納入する方法である。 

ⅲ)住宅課職員(出納員)が訪問し現金により徴収する方法 

滞納解消の目的をもって住宅課職員(出納員)が直接入居者を訪問し現金

により徴収する方法。例外的方法であり実際は年間数件である。 
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ⅳ)住宅使用料徴収員(以下徴収員)が現金により徴収する方法 

原則として滞納分の回収率向上のためとられる方法であり、徴収員が直

接入居者を訪問し現金で回収する方法。なお、徴収員は高知市住宅使用料

徴収員設置に関する規則により市長が委嘱する。 

平成 19 年度における収納金額の 0.02％(現年ベース)は徴収員の現金で

の回収によるものであった。 

ⅴ)金融機関の自動送金サービスを利用する方法 

制度的にはⅰ)の金融機関の窓口での収納に属するものであるが、滞納分

の分納について金融機関の自動送金サービスを利用する方法である。現在、

高知市においては 24 件の分納者がこのサービスを利用しており月間約 36

万円を回収しており、滞納分の回収に効果を発揮している。 

なお、自動振り込みサービスとは、個人と金融機関との契約により、事

前に振り込み口座を登録することで、自動的に金融機関の口座から受取人

(この場合高知市)あてに、毎月一定日に一定金額を送金(振込)することが

できるサービスのことである。 

 

③ 委任払いによる方法 

生活保護の住宅扶助受給者のうち受給者の同意を得たものについては、委

任払いにより生活福祉課に直接請求し徴収している。 

平成 19 年度における収納金額の 12.8％(現年ベース)は委任払いによるも

のであった。 

 

(3)納付方法別の納付金額 

平成 19 年度の納付方法別収納金額の詳細は、下記の表のとおりである。  

 

 

高知市においては、住宅使用料の徴収率向上のため口座振替を推進している。

平成 19年度に入居した 129世帯のうち 117世帯(90.7％)が市からの要請に応じ

て口座振替の手続をとっており、平成 20 年 4 月 1 日現在では全入居者の約

56.7％の世帯が口座振替によって納入している。 
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なお、住宅課では従来からの入居者に対しては、口座振替への移行を積極的

には勧奨していない。口座振替が滞納の防止や事務処理の省力化に有効なこと

は明らかである。従来からの入居者に対しても口座振替への移行を推進すると

ともに、新規入居者が口座振替に応じない理由を調査し、対応可能な理由につ

いては積極的に対応することで口座振替手続き者を増加させ、住宅使用料の滞

納の防止と徴収事務のより一層の効率化を図るべきである。 

  

(4)住宅使用料の年度別決算状況 

以下の表は、住宅使用料の年度別決算状況として住宅使用料の収納金額およ

び徴収率の過去 5 年分の推移を示したものである。 

 

 

 

上記の表によれば、現年分の徴収率は年々向上しており、金額的にも平成 15

年度には 3,425万円あった収入未済額が平成 19年度においては 1,725万円にま

で減少している。 

一方、過年度分の徴収率については、合併による引継分の影響があり合計で

は一見悪化しているようにも見えるが、旧高知市分に限っては平成 16 年度から

一貫して上昇している。 
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(5)住宅使用料の他都市比較 

住宅使用料の年度別の徴収率を、高知県営住宅の徴収率、四国内の県庁所在

地の市営住宅の徴収率及び高知市の個人市民税の徴収率のデータと比較したも

のが以下の表である。 

 

※1 高知市以外の徴収率については、高知市住宅課が各自治体に電話により確認している。 

※2 高知市の過年度分は、合併の影響を排除するため合併に際しての受入分を除いたもの

である。 

※3 徳島市については、過年度分は公表していない。 

 

現年分の徴収率は、過去においては高知県及び高松市に及ばない年もあった

が、平成 18 年度及び平成 19 年度においては、比較対象都市のなかで最も高く

なっている。また、過年度分の徴収率は、他の都市が 10%台なのに対して、高

知市は約 25％と非常に高い推移を維持している。 

過年度分に対しては、主として手紙・電話・訪問等の地道な作業の積み重ね

の結果であるとともに、前述の自動送金サービスの推進が、大きな効果を発揮

しているものと思われる。 

高知市住宅課の徴収率は比較的高い水準が維持されているものの、高知市の

個人市民税の徴収率と比較した場合若干高率になっているに過ぎないというこ

とも認識し、税務管理課・保健医療課等の他の徴収担当部署とも連携しノウハ
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ウを共有することで、よりいっそうの徴収率の向上を目指すべきである。 

 

2.滞納発生後の処理 

(1)滞納発生後の事務処理フロー 

滞納発生後の処理は、以下の滞納発生後の事務処理フローチャートのとおり

である。 

 

 

(2)滞納発生後の事務処理手続の概要 

滞納発生後の事務処理フローチャートの事務処理手続の概要は以下のとおり

である。 

② 督促状の発布 

高知市手数料並びに延滞金条例第 5 条に基づき、納期限までに住宅使用料

を納付しない入居者に対し、納期限の翌月 20 日までに督促状を送付する。 

③ 納付催告 

督促状を送付してもなお住宅使用料の納付をしない入居者については、住

宅課徴収担当者に配分され、個別に文書により催告書を送付するとともに、

電話・呼び出し等により納付指導を行う。 

④ 警告 

③の催告にも関わらず未納のままのものに対し文書で行う。 

⑤ 最終催告及び住宅明渡し予告 

④の警告にも関わらず未納のままで、その月数が 3 ヶ月を超える場      
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合に市長名の文書で行う。期日までに滞納額全額の納付を指示し、応じない

場合は住宅明渡し請求手続きに着手すると明記する。 

⑤－2 保証債務履行要請 

納付期日後 3 ヶ月が経過したものについては、滞納者の状況 に応じて保証

人に催告状を送付する。 

⑥ 調停申立手続 

滞納月数が 6月以上のもの又は滞納金額が 10万円以上となったもののうち、

悪質と認めるものについては、滞納額の全額納付及び住宅明渡し請求の調停

を裁判所に申立をする。 

⑦ 明渡通知 

⑥の調停成立後にその調停条項が履行されない場合又は調停が不調に終わ

った場合等に、住宅の使用許可を取り消す通知を行うものである。また、滞

納者以外にも不法入居等、一定の事由に該当する場合には明渡通知を行うこ

ととなっている。 

 

2.出納員・分任出納員による現金取扱に係る事務処理について      

住宅課では出納員 7 名、分任出納員(徴収員)2 名が現金により納付される住宅

使用料の事務を取り扱っている。 

高知市会計規則によれば、出納員・分任出納員の任にある者は、自己の出納員

領収証書関係綴(以下「領収証書綴」という。)を持ち、自己の現金出納簿に記載

し、自己の名と責任において処理することとなっている。住宅課における領収証

書綴及び現金出納簿の管理状況が、高知市会計規則等に準拠して実施されている

か否かを確認した。 

その結果、以下の不適切な事務処理が発見された。領収証書の管理の不適切さ

は重大な不正の発生可能性も想定されることから、高知市全体として至急対策を

取る必要がある。 

 

(1)誤記又は錯誤等をした領収証書の取扱について 

会計規則第 84 条において領収証書を誤記又は錯誤等により発することがで

きなくなった場合には、みだりに棄却することなく必ず無効の表示をしなけれ

ばならないこととなっている。また、職員に対する会計事務の研修に際しては

誤記又は錯誤等により発することができなくなった領収証書には必ず無効の表

示をし、3 枚複写のうち 3 枚とも領収証書綴(この項においては「原符綴」とい

う。)にホッチキス等で綴じ、一緒に残すように指導している。 
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出納員及び分任出納員の領収証書の控えである原符綴を確認した。その結果、

担当者によりその保管方法が様々であり、本来であれば原符綴に添付したまま

保管されるべき発行することのなかった領収証書が原符綴から切り離され、金

融機関から返却された納入済通知書とともに保管されているものがあった。 

このような保管方法は、複写式かつ一連番号が付された領収証書のもつ牽制

機能を失うことになるとともに確認作業に不必要な労力を要することとなり不

適正かつ不経済である。誤記又は錯誤等により発行することのなかった領収証

書は原符綴からは取り除くべきでない。 

なお、このことは、平成 17 年度の定期監査において介護保険課に対し指摘さ

れた事項であり、改善がなされなかった経緯について行政管理課、出納課、監

査委員事務局等関係部署は責任を持って解明する必要がある。 

 

(2)使用済み領収証書綴の回収時期及び所属長の点検について 

会計規則第 91 条では、使用が終了した領収証書綴は所属長により使用の完否

及び原符の脱落等の有無を点検した後、所属長が会計管理者の保管に移す日ま

で保管するものとされている。 

しかしながら、住宅課においては使用済みの領収証書綴は各出納員が保管し

ており、会計管理者に返付する直前に各出納員から回収して、一括して出納課

に返付している。なお、平成 19 年度分については年度末において会計管理者へ

の返付を失念したため、平成 20 年 7 月 29 日おいて 8 月 22 日までに返付するよ

う出納課から書面により指示を受け 8 月 22 日に返付している。 

また、使用が終了した領収証書綴は所属長による使用の完否及び原符の脱落

等の有無の点検を要することになっているがこの点検は行われていない。 

上記(1)でも指摘したが、原符の脱落等の有無の点検は、不正防止の観点から

も非常に重要な管理上の手続である。 

さらに、領収証書綴を返付する直前に回収するのでは、タイムリーなチェッ

クが実施できるとは認められない。現状では、出納員が領収証書綴の交付を受

けてから最長で 1 年を超える期間所属長等から何らの点検も受けないこととな

りうる。 

会計規則に従い、使用が終了した領収証書綴は速やかに所属長の管理に移す

とともに、所属長は使用の完否及び原符の脱落等の点検を行うべきである。 

 

(3)領収証書綴の保管方法について 

外部監査手続の過程において領収証書綴の現物を確認したところ、住宅課では、
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出納員が交付を受けた領収証書綴は、各出納員が机の中で保管しており、かつ、

施錠もしていなかった。領収証書綴の重要性、危険性の観点から適切な保管方法

とはいえない。 

平成 21 年 2 月 1 日よりその保管方法を見直し、不正利用防止のため小型の金庫

を購入して使用中の領収証書綴は金庫内で保管することとしているが、使用済み

の領収証書綴については引き続き各担当者の机にて保管されている。使用が終了

した領収証書綴は会計規則に従って、速やかに所属長の管理に移すべきである。 

 

(4)領収証書綴の現物確認について 

会計規則第 89 条では、会計管理者は領収証書綴を交付するときは出納員領収

証書関係綴受払簿(以下「受払簿」という。)に交付番号・交付年月日・出納員

名等を記入し、出納員の自印を押印した上で交付することとされている。 

また、会計規則第 91 条では、年度末で使用が完了している領収証書綴は会計

管理者の保管に移すこととなっている。 

受払簿において交付及び返付状況を確認したところ、住宅課に交付された領

収証書綴で会計管理者に未返付のものが 24 冊あり、その現物を確認したところ

以下のような結果であった。 
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① 所在等の顛末が全く不明の領収証書綴について  

No.1 及び 2 は、平成 5 年に交付された領収証書綴であるが、平成 21 年 1

月 16 日現在においても返付されていない。交付日後 15 年以上も経過してお

り、交付を受けた出納員も退職しているため調査の手だてもない状況である。

当然に現物の所在や返付されていない理由は一切不明であり、高知市におい

て当該領収証書綴が、不正に使用された可能性がないという立証をすること

も不可能な状態である。 

会計規則によると領収証書綴の管理は会計管理者が受払簿により行うこと

になっている。しかしながら、上記のように交付日から相当期間経過したも

のについて適切な確認作業をとっていない現状は、領収証書綴の管理を適切

におこなっているとは認められない。 

なお、外部監査の過程においては住宅課に係る受払簿しか確認していない

が、会計管理者は住宅課以外の領収証書綴の受払についても早急に確認作業

を実施する必要がある。 
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② 平成 19 年度使用済領収証書綴の返付漏れについて 

№5～8、№10 及び№21 の 6 冊は平成 19 年度において使用済みとなった領

収証書綴であり、本来は会計管理者に返付されていなければならないもので

ある。 

平成 19 年度末において、住宅課では使用済み領収証書綴の返付を失念して

いたことについては先に触れたが上記 6 冊については、その際に回収漏れと

なったものである。6 冊が回収漏れとなっていた事実について所属長および

会計管理者は、外部監査により指摘されるまで全く把握していなかった。 

前項においても指摘しているが、高知市においては領収証書綴の管理が適

切に行われているとは認めがたい。なお、領収証書綴の管理に関する問題点

及び提案は項を改めて記載する。 

 

③ 未使用の領収証書綴について 

No.3 は前課長が平成 15 年 10 月 8 日に交付を受けたものを現課長がそのま

ま引き継いだものであり、No.9 は徴収事務を行わない管理係の職員が平成

19 年 10 月 10 日に交付を受けたものであるが、ともに、実査日現在(平成 21

年 1 月 16 日)一度も使用されていない。 

     徴収事務を行わない管理係の職員に対し、使用の可能性のない領収証書綴

を交付する必要性は見いだせない。安全性の見地からも不必要な事務処理は

避けるべきである。 

 

④ 同一の出納員が 2 冊目の交付を受けたものについて 

No.16 と No.20 は同一の出納員に対して交付されているものである。No.16

の領収証書綴が残り少なくなっているため、新たな領収証書綴の交付を受け

たものである。担当者に確認すると、使用が完了してから交付を受けるので

は業務に支障が出るため、残り少なくなるとあらかじめ領収証書綴の交付を

受けているとのことであった。 

現在の会計規則では、領収証書綴の使用の完否及び原符の脱落等の有無の

点検をし、会計管理者に返納するまでの間保管する役割の所属長が、どの出

納員が何冊の領収証書綴の交付を受けており、その使用頻度等の管理状態が

どうなっているのか把握できる状態になっていない。 

 

⑤ 領収証書綴の管理に関する会計規則等の問題点について 

領収証書綴の管理に関する会計規則等の問題点を整理すると以下のように
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なる。 

ⅰ)交付は会計管理者が行うが、所属長は交付の実態を把握できる規定には

なっていない。 

ⅱ)領収証書綴の使用の完否及び原符の脱落等の有無の点検をするのは所

属長である。 

ⅲ)会計管理者に返付されるのは年度末において所属長の検査が完了して

いる領収証書綴である。 

ⅳ)一度発行した領収証書綴については、その後返付されるまでは現物の確

認をする手続が定められていない。 

以上の規定では、領収証書綴の使用の完否及び原符の脱落等の有無を点検

する役割の所属長が領収証書綴自体の交付の実態を把握できておらず、点検

の根本的条件が整っていないことになる。また、交付と返付の点検の責任の

所在が明確にされていない。 

このような管理状態において想定される好ましくない使用状態としては、

最も単純なものとしては、上記①や②において想定される丸々1 冊の領収証

書綴を利用した横領である。 

①の事例については今や調査すら非常に困難な状態であり、不正に使用さ

れなかったという証明すら不可能な状態である。なお②の事例は交付が

H19.1.29 と約 2 年前であることから、悪意があれば相当に長期間事件の発覚

を遅らせることができることを証明している。③についても現物の確認作業

が制度として行われていない現状においては同様の危惧が存在し、④につい

ては、複数の領収証書綴を使用した横領が可能である。 

 

⑥ 領収証書綴の管理規定及び管理事務に関する提案 

高知市の領収証書綴の管理の現状は不正等の発生防止の観点からははなは

だ不完全なものと言わざるを得ない。不適切な事態が発生してしまう前に、

領収証書綴の適切な管理により厳正な現金徴収管理を実現するために以下

の案を基に関係部署で具体的手続を検討されたい。 

ⅰ)領収証書綴の交付データを所属長にも把握させることで、交付から返付

に至る領収証書綴の情報を所属長に一元化する。 

ⅱ)所属長は会計規則を遵守し使用の完否及び原符の脱落等の有無の点検

を適正に実施する。 

ⅲ)長期間交付されたままの領収証書綴は、所属長が定期的に現物確認する。

現物確認する領収証書綴は交付後 6 ヶ月程度経過したものを対象とす
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るのが望ましいが、事務処理の煩雑さを考慮しても最低でも 1 年経過

したものは現物確認の対象とする。 

 

(5)現金で徴収する場合の現金出納簿の記帳について 

① 現金出納簿の年度末更改について 

現金出納簿について、会計規則第 132 条は「帳簿等は、毎年度調整更改し

なければならない。ただし、紙数の少ないものその他特別の事由のあるもの

は、一の帳簿等に複数年分を記載することができる。この場合においては、

年度ごとに区分を明らかにしなければならない。」と定めている。 

しかしながら、住宅課では現金出納簿は過去数年分が連続した帳簿用紙に

記載しており、毎年度調整更改を行っていない。 

住宅課によれば、住宅使用料は収入調定自体があらかじめおこなわれてお

り、現金出納簿を基に調定されるものではないとの理由により調整更改を行

っていないとのことであるが、この様な理由が会計規則の特別の事由に該当

するとは言えず、但し書きによらず原則どおり毎年度末に調整更改すべきで

ある。 

 

② 現金出納簿の様式及び作成方法について 

上記①に関連して、現金出納簿の作成について収納推進係の職員にヒアリ

ングしている過程において、現金出納簿は規則にあるから作成しており、そ

の意義や重要性が十分に理解されているとは言えない印象を受けた。①につ

いては現行規定から見た問題点を指摘したが、現金出納簿の作成意義及び様

式について、会計規則自体にも問題がないとは言えず、以下の検討を行う必

要がある。 

現金出納簿については、それを基に調定を行う場合には必要不可欠の帳簿

であり、また現金の管理上重要な帳簿となっている部署もあるが、一方住宅

課の現金出納簿の様に帳簿としての重要性がほとんど認められず、事務作業

を増やすに過ぎないこととなっているものもある。 

また、様式は手書きであり、手作業で集計するものとなっている。最近の

表計算ソフト等を利用すれば無駄な集計作業や転記作業が大幅に割愛でき

るものである。 

現金出納簿の作成は、業務の内容によらず一律作成しなければならない規

則は改め、作成自体省略できる場合を認めるとともに、様式についても表計

算ソフトの利用等による省力化を検討すべきである。 
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3.徴収員について 

高知市は、本市の住宅管理業務を円滑に行うため、平成 11 年 6 月 1 日に「高知

市住宅使用料徴収員設置に関する規則」(以下「徴収員設置規則」という。)を施

行し、翌月 7 月 1 日より住宅管理業務を徴収員に委嘱している。下表は過去 5 年

間の徴収員の報酬金額及び徴収金額の推移を表したものである。 

 

過去 5 年間の報酬金額及び徴収金額の推移          (単位：円) 

 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 

徴収員 2 名 2 名 2 名 2 名 2 名

報酬金額 5,833,988 3,112,695 2,048,768 1,790,512 1,539,132

徴収金額 29,856,880 10,990,947 3,719,680 2,244,120 1,015,320

 

(1)報酬金額について 

徴収員の報酬金額は、徴収員設置規則第 11 条に定められており、基本月額

48,700 円と徴収割額、完納、面談報告、停水処理等からなる能率額の合計額に

より計算される。 

能率額の計算の基礎となる徴収金額の計算は、徴収員の訪問日誌を基礎とし

て、徴収員が現金により集金した金額と徴収員の面談の成果として別途滞納者

が納付してきた金額(以下「自己納付」という。)との合計額により計算される。 

過去 3 年間の徴収割額の計算の基礎となる徴収金額について、報酬支払実績、

現金出納簿、訪問日誌等を確認したところ以下のような差異が発見された。 
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※1 ①は各徴収員の現金出納簿に記載された徴収金額を月集計したものである。 

※2 ②は徴収員の面談の成果として別途滞納者が納付してきた金額である。 

※3 ④は能率額である徴収割額を計算する際の基礎となる徴収金額である。した 

  がって、通常は①と②の合計額と一致しなければならない。 

 

① 差異の発生原因を分析した結果 

ⅰ) 平成 17 年 6 月 10 日の訪問日誌には平成 16 年 3 月分の住宅使用料 11,500

を現金集金した旨記載されているが、同月分の住宅使用料は、平成 17 年 6

月 3 日に自主納付されている。徴収員の現金出納簿にも入金の記録がなく、

徴収員が訪問日誌を誤って記載したものである。これにより徴収員の報酬

は 1,150 円過大となっている。 

ⅱ) 実際に徴収した金額は 35,440 円だが、単純なミスにより 34,620 円を徴収

金額の計算対象としている。これにより徴収員の報酬は 82 円過小となって

いる。 

ⅲ) 実際に徴収した金額は 15,240 円だが、訪問日誌に 15,000 円と記載してい

たため、15,000 円を徴収金額の計算対象としている。これにより徴収員の

報酬は 24 円過小となっている。 

ⅳ) 訪問日誌の記載漏れによる徴収金額の計算漏れである。これにより徴収員

の報酬は 1,124 円過小となっている。 

ⅴ) 訪問日誌の記載漏れによる徴収金額の計算漏れである。これにより徴収員

の報酬は 2,351 円過小となっている。 

ⅵ) 実際に徴収した金額は 5,150 円だが、訪問日誌に 5,050 円と記載されてい

たため、5,050 円を徴収金額の計算対象としている。これにより徴収員の

報酬は 10 円過小となっている。 

ⅶ) 単純な計算漏れである。これにより徴収員の報酬は 1,000 円過小となって

いる。 

ⅷ) 徴収指示を受けたもの以外の家賃である。徴収員は原則として過年度滞納

金額の徴収をしており、徴収指示を受けたもの以外の家賃は徴収員の報酬

計算の対象外とされている。 
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② 報酬計算の基礎資料としての訪問日誌について 

能率額の計算の基礎となる徴収金額は、徴収員の訪問日誌を基礎として算

定するのであるが、訪問日誌の書式では、回収金額は備考欄にメモ的に記載

されているのみである。また、この金額は、制度的には領収証書綴と照合は

されていない。さらに別途作成される現金出納簿ともこれまた照合されてい

ない。 

報酬の基礎となる徴収金額は、備考欄に記載されたメモによることなく、

訪問日誌に回収金額欄を設ける等の様式の変更を行うとともに、会計記録と

の照合を制度化し報酬計算の信頼性を高める必要がある。 

 

③ 徴収金額の減少と徴収員報酬の定額部分について 

上表「過去 5 年間の報酬金額及び徴収金額の推移」によれば平成 19 年度の

徴収員の徴収金額 1,015,320 円であるのに対して、徴収員の報酬金額は

1,539,132 円となっている。同様に平成 20 年度においても平成 21 年 1 月末

時点で徴収金額が 355,070 円に対し報酬金額 1,198,607 円となりともに報酬

が徴収金額を上回っている。 

両年度の徴収金額及び報酬の内訳は以下のとおりである。 

(単位：円) 

 平成 19 年度 平成 20 年度※ 

徴収金額 1,015,320 355,070

報酬金額 1,539,132 1,198,607

  基本月額(定額) (1,168,800) (974,000)

  能率額(歩合) (370,332) (224,607)

※ 平成 20 年度は平成 21 年 1 月末時点である。 

 

報酬が徴収金額を上回ることになってしまった原因は、徴収金額の減少によ

り徴収金額が報酬の定額部分を回収できていないことにある。 

少なくとも、回収金額を上回る報酬を支払い続ける合理性を高知市は責任を

持って説明する必要がある。また、徴収指示金額の見直しといった制度の運用

面での見直しとともに、報酬の計算基礎といった制度自体の見直しをする必要

がある。 

次項においては、徴収員制度自体の見直しについて検討を試みる。 
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(2)徴収員制度の見直しについて 

① 徴収金額が減少した経緯 

制度の開始当初から、徴収指示を受けたもの以外の家賃回収金額は報酬に

反映されないため、徴収員が現年家賃の適正な自己納付の推進よりも、報酬

に直結する滞納金額の徴収に精力を注いだため、結果として現年家賃が滞納

となり、実質的に滞納金額が減少しないという結果を生じてしまった。その

ため制度が十分成果を発揮できていないと判断し、平成 15 年度以降、徴収

員に回収を指示する住宅使用料を大幅に減少させることで対応しようとし

た。このため平成 16 年度において徴収員の徴収金額は前年比 26.8％と激減

した。 

 

② 方針変更後の徴収率の推移について 

平成 16 年度において徴収員に対する回収指示金額を減少させたこともあ

り、住宅使用料の徴収率は、平成 16 年度には、一時悪化している。しかし

その後は以下一貫して向上しており、翌年度繰越額も平成 16 年度の 7,705

万円をピークに平成 19 年度末において旧高知市分は 5,860 万円にまで減少

している。 

このことは、徴収員制度の過去の成果を否定するものではないが、現在の

徴収員制度の効果には大きな疑問を抱かせるものであり、制度自体の廃止も

含めて検討し結論を出す必要がある。 

 

③ 徴収員制度の廃止について 

徴収員制度については、報酬の基礎に現年家賃も含める等により効果的に

利用できる制度に移行することで、より一層活用し徴収率の向上を図るべき

だとする考え方もないわけではない。 

しかし、徴収員の報酬が徴収金額を上回っている現状、徴収員制度を縮小

したにもかかわらず、現年分、過年度分ともに徴収率が向上しているという

事実を考慮する時、徴収員の管理コストまで含めれば、この制度を維持する

合理性は見いだせない。早急に廃止に向けて検討すべきである。 

 

4.使用料の減免又は徴収猶予について 

高知市営住宅条例では、「市長は、特別の事由がある場合には、規則で定めると

ころにより、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。」旨定められてお

り、使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は「市営住宅使用料等減免(徴
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収猶予)申請書」を提出しなければならないこととなっている。具体的な手続につ

いては「高知市営住宅使用料等の減免及び徴収猶予等取扱要領」(以下この項にお

いては「取扱要領」という。)に必要な事項を定めている。 

以下の表は平成 19 年度における住宅使用料の事由別減免実績を集計したもの

である。 

 

※1 項目 5 及び 6 の地方税法第 295 条第 1 項による減免とは、入居者が市町村民税の非

課税世帯(生活保護法の規定による生活扶助を受けている者又は障害者、未成年者、

寡婦若しくは寡夫で前年の合計所得金額が 125 万円以下のものをいう。)に該当する

場合を言う。 

※2 項目 4 の税申告済(未申告・修正申告)とは、収入申告をしておらず収入区分 8 階層

の家賃の決定を受けたものがその後収入申告し、本来の収入区分による家賃へ減額

を受けたものであるため、実質的な減免はこれを省いた 54 名、4,089,700 円である。 

 

(1)市営住宅使用料等減免決定通知(控)の保管がされていないもの 

市長は減免を許可した場合は、市営住宅使用料等減免決定通知を申請者に交

付するが、平成 19 年度の市営住宅使用料等減免決定通知(控)を確認したところ

保管されていないものが 3 件あった。規定に従い適正に保管すべきである。 

 

(2)翌年度分の申請書が提出されていないもの 

取扱要領では、減免期間は申請の日の属する月から同月以後の最初の 3 月 31

日までの間において 1 年間を限度とし、特別の事情があると認められる場合の

み上記期間を超えて減免期間を定め又はこれを更新することができることとな

っている。 

平成 19 年度に減免の許可があった全件について申請書を確認したところ、平

成 18 年度に提出された申請書をもって平成 19 年度に減免の許可をしているも

のが 63 件中 14 件あった。ほとんどは平成 18 年度末近くに、減免の申請を行っ
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たものであり、規定に従えば平成 19 年度に入って再び減免の申請をしなければ

ならないものである。 

しかし同取扱要領では特別の事情があると認められる場合は、規定の期間を

超えて減免期間を定め又はこれを更新することができるとされている。実態に

即した適切な減免期間を定め又は延長手続きをとることで、現在の不適切な減

免許可手続を改めるべきである。 

 

(3)地方税法第 295 条第 1 項による減免の周知について 

上記表の項目 5 は同規定による使用料の減免であるが、減免数 20 名(減免金

額 885,000 円)はいずれも障害者を対象としたものであり、過去においても寡

婦・寡夫に対してこの規定を適用したことはない。 

母子世帯住宅に入居している寡婦又は寡夫入居者の収入申告書類を通査した

ところ 151 世帯の入居者のうち 111 世帯(約 74％)が減免を受けることができる

125 万円以下の収入を申告していたが、実際減免申請をしている者はいなかっ

た。なお、一般住宅に入居している寡婦又は寡夫入居者も存在するが、その把

握が困難であるためここでは検討の対象とはしていない。 

住宅課では住宅使用料の減免について、入居申込案内書その他書類等には一

切記載しておらず、入居者に対して減免規定を積極的に周知は行っていない。 

住宅課では、減免申請はあくまでも申請主義であり、申請しないものについ

ては率先して減免はしないという方針で処理にあたっているが、公営住宅の趣

旨を実現し市民の福祉を実現するという観点からは、はなはだ消極的な態度と

いわざるを得ない。 

住宅課では、状況の変化に伴い納付相談をした者に対して、担当者から住宅

使用料の減免制度があることを知らせているが、定型的な手続によりなされて

いるものではないため、納付相談に応じた担当者によって取扱が異なる可能性

も考えられる。制度の趣旨の発揮という観点からも公平性という観点からも入

居申込案内書等に減免制度がある旨を記載し、入居者に公平に周知させるべき

である。 

 

(4)変更等の届出について 

取扱要領において、使用料等の減免等を受けた者は、その事由に変更があり

又は消滅した場合にはその旨を速やかに市長に届け出なければならないことと

なっている。この場合には、市長は減免等を変更又は廃止し、届出をした者に

通知するものとされている。 
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変更等の届出を確認しようとしたところ、変更等の届出は過去において 1 件

も提出されたことがないとのことであった。一方、住宅課では、減免後におけ

る減免事由の変更等の確認は困難であるとの理由によりその追跡調査はおこな

っていない。 

結果として、高知市においては一旦住宅使用料を減免すると、その後減免事

由の変更があっても、当該年度終了までは住宅使用料は減額後の金額のままと

なっている。 

減免制度の趣旨からすると減免事由が消滅又は変更された時点で適正な住宅

使用料に戻すことが原則であり、取扱要領に規定がある以上追跡調査を行うべ

きである。 

減免許可した者に対しては、変更届について十分な説明をするとともに、変

更の届け出を怠った者には、変更の事由が発生した時点までさかのぼって減免

を取り消し、減免分について追徴できるよう規定の整備を行うべきである。 

 

5.滞納整理事務について 

(1)平成 19 年度末の住宅使用料の滞納金残高の分析について 

平成 19 年度末の住宅使用料の滞納金残高は 89,049,477 円であり、その発生

年度別の金額及び延べ月数は次のとおりである。なお、総人数は 983 人である。 

 

 

  

上表によれば、最も古い滞納金は昭和 63 年度のものであり、発生年度から

20 年も経過している。さらに精査すべく滞納金の残高のうち、発生から 10 年

以上経過しているものについて住宅管理システムにより滞納者別に集計したも

のが以下の表である。 
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以下は、滞納が発生した事情や、その後の経緯について個別に検討した結果

である。 

 

① 入居の承継手続が不適切だったものについて 

滞納者№23 は、住宅管理システム上は滞納者№23 名義で集計されているが

実際の滞納者は滞納者№23 の前世帯主である。 

ⅰ)経緯 

滞納者№23 は平成 6 年 10 月 26 日に前世帯主から離婚を理由に入居の承継

をうけたものである。承継手続に際し債務の承継手続を失念し「市営住宅使

用料支払債務引受書」の提出を受けていないため、前世帯主の滞納分が未回

収のまま残ってしまった。前世帯主との間に平成 10 年 1 月に調停が成立し

平成 10 年 2 月分 1 回目の分割納入後再び回収は滞っている。 

ⅱ) 問題点  

まず、入居の承継承認手続に際し債務の承継手続を失念するという不適切

な事務処理が発生している。そのため平成 4 年度から 6 年度までの滞納金額

は滞納者№23 には請求することができなくなってしまっている。 

さらに、公営住宅法施行規則第 11 条第 1 項は、入居の承継時において 3

ヶ月以上の滞納その他一定の事由があるときは、特別な事情がない限りこれ

を承認してはならないことになっている。当時の滞納記録からは、前世帯主
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は入居の承認申請時において 3 ヶ月以上の滞納状態にあったことは明らかで

あり、入居の承継が認められる特別な事情の検証記録は一切ない。もはや当

時の承認経緯を確認する術はないが、特別な事情の立証が不可能であるなら

ば、本件入居の承継の承認は公営住宅法に違反したものであったといわざる

を得ない。当時の事務処理はきわめて不適切であったとともに今後、同様な

事態においては批判を受けることのない事務処理の執行を心がけるべきで

ある。 

 

② 入居の承継の承認手続きの実態について 

住宅課では、入居の承継に係る申請があった場合において、3 月以上の滞

納がある場合においても、公営住宅法施行規則第 11 条第 2 項を適用し「市

営住宅使用料支払債務引受書」(以下「引受書」という。)の提出をもってこ

れを承認している。しかしながら、第 2 項による特別の事情に該当するか否

かの審査も行われておらず、承継承認申請書及び引受書にも特別の事情に該

当する旨の記載はなかった。 

公営住宅法は、滞納者に係る入居の承継についてあくまでも特別の事情が

ある場合に限定しており、一定の書類があるからといってすべての滞納者に

これを認めているわけではない。公営住宅法施行規則第 11 条第 2 項を適用

するならばこれに該当するか否かの審査を行い、その旨を記載した書類を整

えるべきである。                                                                             

③ 明渡通知の対象者に適切な事務処理を行っていないものについて 

滞納者№27 の住宅使用料の入金状況を確認したところ、平成 7 年 4 月分か

ら平成 20 年 4 月分まで 1 度も入金されていない。平成 20 年 1 月に春野町か

ら引継ぎ、同年 7 月に調停が成立したが、その後においても現年家賃 10･12･

1 月分及び分納金額 10･11･12･1 月分が滞納となっている。住宅課の調査によ

れば一定の収入もあり、特に滞納になる事由もないことから極めて悪質と言

えるにも係わらず、高知市は未だ明渡通知を行っていない。早急に手続に入

り市営住宅の適正な管理に努めるべきである。 

 

④ 実質的に回収不能が明らかのものについて 

上記表の滞納者 27 名のうち 19 名は既に退去しているが、退去後の徴収状

況を確認したところ、少なくとも過去 5 年以上入金のないものが 17 名いた。

これら債権については、回収の見込が全くないとし一切の手続きをとってい

ない。 
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このように実質的に回収不能と認められた債権については、現行の不納欠

損処分に関する手続を見直し、容易に不納欠損処分できるよう規定化すべき

である。なお、不納欠損処分に関する詳細は項を改めて検討する。 

 

(2)旧春野町の滞納整理事務について 

高知市は平成 20 年 1 月に春野町と合併したため、未納の住宅使用料も同町か

ら引き継いでいる。平成 19 年度末の高知市における住宅使用料の過年度分滞納

額は、旧高知市分 58,603,018 円、旧春野町分 13,192,309 円、合計 71,795,327

円であった。一方、平成 18 年度の現年分家賃の調定額は高知市が 9 億 6,625

万円であるのに対し旧春野町は 1,965 万円であり現年家賃調定額に対する過年

度分滞納率は、高知市が 6.1％に対し旧春野町は 67.1％となっており、旧春野

町の滞納額はその経営規模に比較し非常に高額となっている。 

高知市住宅課は平成 20 年 1 月の合併に向けて平成 17 年度より旧春野町住宅

課との協議を開始し、旧春野町の町営住宅の滞納者に対する滞納整理につき順

次高知市の滞納手続に準拠するように依頼している。旧春野町の「住宅使用料

徴収台帳」および「処理経過記録」を確認したところ、滞納しているにもかか

わらず督促状の送付記録及び納付指導をした記録がないものもあり、実際に徴

収事務を行っていたのかさえ不明なものもある。 

また高額の滞納者に対し調停の申し立てを行い、回収不能のものについては

不納欠損処分することを前提に滞納分の住宅使用料を引き継ぐつもりでいたが、

結果的には何ら法的措置はされず移管されることとなった。 

その結果、上記のように非常に多額の滞納金が残っており、平成 20 年 9 月現

在、滞納金額が 50 万円以上の滞納者 10 名のうち 9 名が旧春野町の滞納者とな

っている。なお、旧春野町分の 9 件の滞納の内 4 件は調停が成立、1 件は調停

不調後訴訟により和解、1 件は退去済みである。また高知市分の 1 件は調停が

成立している。未だ調定手続を開始していない旧春野町の 3 件についても早急

に調停の申立を行い滞納債権の回収を図るとともに、市営住宅の健全な運営を

実現すべきである。 
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(3)調停対象者の選定について 

高知市住宅課では、課内の内部的な申し合わせで滞納金額が 10 万円以上又は

滞納月数が 6 月以上の滞納者のうち、悪質と認められるものについては、調停

の申立を行うことになっている。下表は過去 15 年間の民事調停実績である。 

 

平成 20 年 12 月末時点において、滞納金額が 10 万円以上又は滞納月数が 6

月以上の滞納者のうち悪質と認められないとして調停の申立を見合わせている

ものが 79 名いるが、このうち滞納金額及び滞納月数の多いものから 20 名を抽

出し個別に確認した。 

下表「滞納者別滞納状況一覧表」は、抽出した 20 名の滞納月数・滞納金額・

滞納状況を記載したものであり、「滞納者別分納誓約一覧表」は、抽出した 20

名のうち滞納金額 30 万円以上のもの 7 名について、分納誓約の詳細を記載した

ものである。 
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※1 これらの者は、年度ごとに分割金額を変更するため支払総額の一部しか分納計画書   

を作成していない。()は仮に現在の分割金額により計算した場合の分割回数及び最
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終支払期限である。 

※2 支払総額は、住宅使用料・督促手数料・延滞金の合計額である。 

 

① 早急に調停手続に入るべきものについて 

滞納者⑧に対する滞納金額 240,000 円は、旧春野町との合併により引き継

いだものであり、発生年度から 10 年以上(平成 6 年度から平成 9 年度に発生)

も経過している。平成 20 年 3 月に同年 8 月から分納する旨誓約したが、一

切入金がない状態である。平成 21 年 2 月 9 日においても、調停の申立につ

いて検討されていない。早急に調停手続にはいるべきである。 

 

② 再度分納誓約をさせているものについて 

滞納者⑨は、平成 11 年 1 月分から平成 18 年 5 月分までの支払が滞ってい

たため、平成 18年 7月 20日において、平成 18年 5月以前の住宅使用料 501,350

円、督促手数料 4,200 円、延滞金 312,470 円、合計 818,020 円を 36 回の分

割(最終支払期限は平成 21年 6月 30日)により納付することを誓約している。

その後、平成 19 年 6 月から最終確認時(平成 21 年 2 月 9 日)までの間に 13

回、299,000 円の分納誓約分の納付が滞っている。住宅課は平成 21 年 1 月に

新たに分納計画を立て、再度分納誓約をさせている。 

住宅課は、現年家賃は適正に納付されており、分納家賃についても平成 19

年 6 月までは計画通り履行していたという理由により調停の申立は検討して

いない。しかしながら、過去において 7 年以上も滞納し、これについて分納

を誓約したものについても 1 年以上滞納していることから平成 21 年 1 月に

おいて再度分納誓約をさせる決定に際し、むしろ調停の申立について検討す

る必要があったと思われる。今後新たな分納の誓約が適正に履行されない場

合には、即刻調停の申立をすべきである。 

 

③ 本人に滞納の事実を知らせていないものについて 

滞納者⑮に対する滞納金額 412,470 円については、滞納者⑮の配偶者から

本人及び保証人には滞納の事実を報告しないでほしいと依頼された経緯が

あり、担当者は配偶者のみと交渉してきた。そのため滞納者⑮本人は滞納の

事実を知らされていない。 

結果として、滞納が数ヶ月続き滞納金額も高額となったことから、平成 20

年 12 月 1 日に延滞金及び督促手数料を含め月額 5,000 円の 78 回払いにより

配偶者と分納誓約をしているが、これについても滞納者⑮本人には連絡され
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ていない。 

本人に滞納の事実を知らせることなく処理しようとすることは、事情の如

何に係わらず明らかに誤った事務処理といわなければならない。さらに一連

の事務処理が担当者のみの判断で行われており、所属長には報告されていな

い。極めて不適切な事務処理といわざるを得ない。即刻、適切な状態に改め

なければならない。 

 

④ 不正同居者のいる滞納者について 

滞納者⑲に対する滞納金額 578,500 円は、旧春野町との合併により引き継

いだものであり、平成 20 年 2 月 22 日において、同年 5 月から分割により納

付することを誓約している。誓約後、平成 20 年 5、6 月分の分納金額が入金

されたのみでその後は一切納付されていないが、調停の申立も行われていな

い。 

一方、同住宅には息子夫婦の世帯(6 人世帯)が旧春野町時代から不正に同

居しており、合併により高知市住宅課が引き継いだ時点で、収納推進係はこ

の事実を把握していたにもかかわらず、不正入居の担当である管理係にも報

告されていなかった。 

本件入居者は、明らかな明渡請求の対象である。市は、福祉面も考慮しな

がら、いかなる措置をとるのか、またとらないのか明確な意思決定する必要

がある。 

その上で、滞納金額については、同居の承認及び入居の継承の承認時に公

営住宅法施行規則第 10 条及び第 11 条の規定を考慮しながら、早急な完納の

指導をする必要がある。 

また、不正入居の情報が課内で有効に共有できなかったことについては、

原因を検討し改善を図るべきである。 

 

(4)明渡請求の実施状況について 

高知市営住宅条例第 45 条では、市長は(1)不正の行為によって入居したとき。

(2)使用料を 3 月以上滞納したとき。(3)市営住宅又は共同施設を故意にき損し

たとき。(4)正当な事由によらないで 15 日以上市営住宅を使用しないとき。等

一定の事由に該当する場合には市営住宅の明渡しを請求することができること

となっている。 

一方、高知市では、滞納整理事務について規定を何ら定めていないため、住

宅課内の内部的な申し合わせにより、調停が不調に終わった場合又は調停の成
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立により分納を誓約した滞納者のうち、分納家賃若しくは現年家賃を 3 月以上

滞納した場合には、その滞納者に対し明渡通知を送達することとしている。 

しかし、実際の明渡請求は担当者レベルの判断で行われており、条件に該当

している入居者すべてに同一の手続きが取られているわけではない。当然に、

条件に該当しているにも係わらず明渡請求をしないことについて上司の決裁は

受けていない。そのため担当者により判断にバラツキが生じる可能性があり結

果公平性が保たれない可能性がある。 

これは、高知市に、滞納整理事務について明文の規定がないため生じた事態

である。担当者レベルの解釈で事務処理の統一性が損なわれることのないよう

早急に滞納整理事務処理要綱等を整備すべきである。 

 

(5)強制執行対象者の選定について 

平成 17 年度から平成 19 年度までの間に明渡請求の結果、強制執行された 12

件すべてについて、明渡通知送達後、強制執行に至った経緯及び退去後の状況

等を住宅課における滞納発生後の入居者との交渉経過を記載した記録等により

確認した。その結果、平成 17 年度に強制執行された 1 件を除いては、別に居住

場所があるもの、一定の収入があるにもかかわらず支払がないもの等、強制執

行を宥恕する特段の事情は存在しない悪質なものであった。 

しかしながら平成 17 年度に強制執行された 1 件については、強制執行に至っ

た経緯は悪質であると認められるが、身内もおらず居住先も確保されないまま

強制執行を行っていた。担当者の当時を振り返っての感想では、納付相談のや

りとりや強制執行時の部屋の状況からみて、今にして思えば単独で正常な生活

を営むことが困難な者であった可能性も推測され、当該退去者の退去後の生活

について全くフォローもできておらず、当然に現在の生活状況は一切把握でき

ていないことについて悔いが残っているとのことであった。 

国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを使命としている公営住宅

制度であることを考慮すれば、強制執行後の退去者の生活環境には十分な配慮

がなされるべきであり、状況に応じたきめ細かい対応が求められる。 

 

(6)分納誓約及び許可手続について 

高知市住宅課では、滞納金額の一括支払が困難な滞納者に対し分納により納

付することを認めている。実務上は、各担当者が滞納者の生活状況等により分

納金額を決定し、住宅システムに必要事項を入力し分納明細書を作成して分納

管理を行っている。 
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しかし分納の誓約及び許可手続は具体的に定められておらず、課内の担当者

間で、口頭で引き継がれている手続であり、分納申請、条件提示、分納許可等

の一連の作業に際し公式に作成される書類は何もない。 

分納に際してのほとんどの手続は、滞納者と担当者間で電話等のやりとりだ

けで決定されており、わずかに分納誓約の際支払計画・滞納理由・滞納金額等

を記載した「支払計画書」が提出されているものがあるにすぎない。なお、住

宅課ではこの支払計画書を分納誓約書に準ずる書類として取り扱っている。 

分納は、法令等に規定されているわけではなく、納付方法の特例として住宅

課の判断でやむを得ず許可しているものである。後述の延滞金の計算にも影響

を与える手続であり、口頭でかつ担当者の判断のみでこれを行うことは、判断

の公平性や継続性の面から適正な事務処理を阻害する可能性がある。少なくと

も、分納申請から承認に至る書類を整備するとともに、判断のガイドライン等

を作成し公平性を担保するとともに、課長ないし課長補佐の決裁を受けるよう

制度を改めるべきである。 

 

(7)督促手数料及び延滞金について 

高知市手数料並びに延滞金条例(以下「延滞金条例」という。)では、使用料

を納期内に完納しない者があるときは、市長は遅くとも納期限後 20 日以内に督

促状を発しなければならないこととなっており、督促状を発した場合において

は 100 円の督促手数料を徴収することとなっている。また、徴収金について督

促状を発した場合においては、当該徴収金の納期限の翌日からその徴収金完納

の日までの日数によって計算した金額に相当する延滞金額を徴収することとな

っている。過去 5 年間に徴収した住宅使用料の滞納金額にかかる督促手数料及

び延滞金の実績は次の通りである。 

過去 5 年間の督促手数料及び延滞金の実績     (単位：円) 

年度 督促手数料 延滞金 

平成 15 年度 722,150 2,447,830 

平成 16 年度 643,820 4,435,280 

平成 17 年度 682,950 4,772,953 

平成 18 年度 684,650 4,208,742 

平成 19 年度 677,400 4,191,850 

 

  ① 督促手数料の徴収開始日及び延滞金の発生について 

納期限までに納付されなかった住宅使用料に対し督促状を発した場合には、
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督促手数料及び延滞金が発生することとなることは前述のとおりである。し

かし、住宅課においては「納期限等一覧表」に記載された毎月 20 日前後に

定められている督促手数料徴収開始日を基準日として、督促手数料及び延滞

金の徴収を発生させており、督促状を発しても同表に記載されている督促手

数料徴収開始日までに納入された場合には、督促手数料及び延滞金の徴収を

行っていない。 

「納期限等一覧表」は住宅使用料のみならず固定資産税・国保料等に係る

督促手数料及び延滞金を計算する場合において、その基礎となる起算日を明

確にし、事務手続を簡素化するために作成されたものである。しかし、高知

市の延滞金条例において督促状は遅くとも納期限後 20 日以内に発しなけれ

ばならないと定められているだけであり、督促手数料及び延滞金の徴収開始

日を納期限の翌月 20 日と定めているわけではない。 

条例によれば督促手数料徴収開始日は督促状を発した日である。市が作成

した「納期限等一覧表」に記載されている督促手数料徴収開始日は条例の規

定を誤って解釈したものであり、それに従った住宅課の督促手数料及び延滞

金の徴収事務は条例に従ったものといえない。早急に取扱を改める必要があ

る。 

なお、高知市税務管理課においては条例に従い、平成 20 年度から督促状を

発したものについてはすべて督促手数料及び延滞金を徴収しており、住宅課

とは異なった手続になっている。高知市において督促手数料及び延滞金の徴

収事務が統一的になされていないのは不適切な事務処理といわざるを得な

い。早急に関係各部署で協議し手続を統一すべきである。 

 

② 分納誓約による延滞金の減免の取扱について 

高知市住宅課では住宅使用料の滞納金額について分納誓約をした場合には、

誓約した時点でそれまでの督促手数料及び延滞金を計算し滞納金額と合計

して分納金額を決定している。これにより延滞金の計算は誓約時点で停止さ

れ、それ以後は分納金額が遅滞しても延滞金は発生させていない。高知市手

数料並びに延滞金条例第 7 条第 4 項においては、「市長は、特別の事由があ

ると認める者については、延滞金を減免することができる。」旨定められて

おり、住宅課ではこの規定を根拠に、分納誓約時から徴収金支払日までの期

間に対応する延滞金を減免している。 

分納に関する規定や手続の不備は、先に指摘しているが、条例の減免規定

は特別の事由があると認める者について減免を認めている。分納誓約したも
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のに一律延滞金を免除しているのは、あまりにも安易な取扱といわれても致

し方ない。またこの減免は、課長の決裁を経ず、ほとんどが口頭により行わ

れている。 

この際、分納誓約後の再滞納に対する取扱も含めて分納誓約に伴う延滞金

の取扱に関する規定の整備を行うべきである。 

 

(8)不納欠損処分について 

住宅課における住宅使用料の過去 5 年間の不納欠損処分額の状況は次のとお

りである。 

         過去 5 年間の不納欠損処分額 

 件数 金額 

平成 15 年度 59 件 3,128,940 円 

平成 16 年度 55 件 4,933,330 円 

平成 17 年度 80 件 9,038,861 円 

平成 18 年度 89 件 9,581,920 円 

平成 19 年度 43 件 3,898,100 円 

 

① 不納欠損処分の手続について 

住宅課は、不納欠損処分に際し、まず市営住宅システムで管理している滞

納者データの中から、民法第 169 条の定期給付債権の時効期間である 5 年以

上経過したもの又は民法第 174 条の 2 の調停等の民事訴訟手続で確定した債

権の時効期間である 10 年以上経過したものを抽出している。 

各担当者はその抽出したものの中から、既に退去した者のうち死亡若しく

は行方不明により徴収が不可能であるもの、生活保護受給者で過年度の滞納

金額の支払いが困難であるもの等納入の可能性の有無を個別に判断して処

理対象者を選定している。 

 

② 徴収不納処理の根拠について 

公営住宅の使用関係については、借地借家法が一般法として適用されると

するのが判例(最高裁判決 S59.12.13)である。そのため、住宅使用料の時効

についても地方自治法第 236 条によるのではなく、民法第 169 条の定期給付

債権に係る 5 年が適用される。なお、法的措置対象者については民法第 174

条の 2 を適用し確定判決のときから 10 年を時効とする。また、時効による

債権の消滅は、当該時効期間が経過しただけでは消滅せず、債務者からの時
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効の援用があって当該債権が消滅することとなる。 

ところで、高知市住宅課における住宅使用料の不納欠損処分の決裁書類で

ある起案紙を確認したところ、過去 5 年分すべてにおいて欠損理由は「時効

による」と記載されていた。しかしながら、実際には滞納者からの時効の援

用はなく、対象債権の時効期限が経過したことをもって時効の援用があった

ものとみなして不納欠損処分している。したがって、欠損理由を「時効によ

る」というのは不適切であり、徴収不納理由を正確に記載すべきである。 

                                                                                             

③ 不納欠損処分の手続の条例化について 

地方自治法第 96 条第 1 項第 10 号は、地方自治体の権利放棄に関し「法律

若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権

利を放棄した場合には議会は議決しなければならない。」と規定している。

一方、高知市における不納欠損処分の手続については、高知市会計規則第 28

条において「市税等の未収金で欠損処分に付するものがあるときは、収支命

令者は、会計管理者に対し不納欠損処分の通知をしなければならない。」と

定められているのみで、これ以上詳細な規則等はない。 

時効期間が経過した住宅使用料に対して滞納者からの時効の援用がない場

合、当然に債権は消滅していない。このため、条例によらない不納欠損処分

は、権利放棄として議会の議決を要する可能性が大きい。 

実質的に回収の可能性のない債権について、煩雑な手続を経て議会で議決

したり、不正確な法的根拠で不納欠損処分したりすることは経済性や合規性

の観点から適正な事務処理とは認めがたい。 

地方自治法第 236 条による時効により不納欠損処分できない債権について

は、条例に定めることで不納欠損処分の根拠や手続を明確にし適正な債権管

理が行えるよう整備すべきである。 

 

Ⅴ.維持管理に関する事項 

1.空き家修繕について 

(1)空き家修繕から入居までのフロー 

退去によって生じた空き家の修繕は、修繕が完了してから入居までの間隔が

可能なかぎり空かないよう年 3 回の募集時期に合わせて行われている。 

平成 20年度に行われた第 1回目の空き家修繕から入居までのフローを例に示

せば 4 月上旬から 7 月末までの 4 ヶ月をかけて下記のスケジュールで行われて

いる。 
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① 修繕空き家候補の選定  

4 月上旬に空き家一覧表から課内会議により調査委託する空き家を決定する。 

② 現地調査  

課内会議により決定された空き家について、調査委託する業者を入札により

決定し、4 月下旬から 5 月下旬までの間で現地調査を実施、修繕費の積算業

務を行う。 

③ 工事設計、実施  

工事は小規模工事により行っており、6 月中旬に工事見積合わせをし、7 月中

旬に工事完成、7 月末までに検査が完了する。 

④ 入居  

第 1 回募集結果に基づき 9 月 1 日付で入居開始。 

 

(2)空き家修繕実績 

下記の表は過去 5 年間の修繕戸数と金額、平均 1 戸当たり修繕費を表したも

のである。この表によれば、修繕費の額は年々上昇しており、平成 19 年度では、

平成 16 年度の約 1.8 倍の修繕費となっている。修繕費が上昇している理由につ

いて、平成 16 年度と平成 20 年度の修繕費を比較すると、平成 20 年度では第 2

回目までの 83 戸の修繕で、既に平成 16 年度の 93 戸の修繕費を上回っており、

1 戸当たりの修繕費が上昇していることが修繕費を押し上げる原因となってい

ることが明らかであり、1 戸当たりの修繕費は、平成 16 年度には 46 万円であ

ったものが、平成 19 年度、平成 20 年度ともに 1 戸当たりの修繕費が 70 万円を

超えている。1 戸当たりの修繕費が高額となっている理由について、住宅課に

よれば、市営住宅は老朽化したものが多く、さらに入居期間が長期であるため

修繕箇所が多くなること、また、敷金も民間と異なり安価であり、入居者によ

っては、乱暴な使用事例が見られることから民間賃貸住宅の修繕費と比較して

高額になると考えられるとの回答であった。 

入居者に対し市営住宅は公共財産であり良識を持った使用が求められている

ことを重ねて広報し、市財政に無用の負担が生じないよう啓蒙活動を推進する

必要がある。 

 

 

年度 修繕戸数 修繕費 戸当たり修繕費 

平成 16 年度 93 戸 42,840,069 460,645
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平成 17 年度 94 戸 58,850,400 626,068

平成 18 年度 129 戸 77,107,800 597,734

平成 19 年度 109 戸 79,521,750 729,557

平成 20 年度※ 83 戸 58,687,053 707,072

※平成 20 年度は第 2 回目の修繕までの合計 

 

(3)需要を見極めた上で空き家修繕すべきものについて 

平成 19 年度の第 1 回空き家修繕と、修繕した住宅の募集時期を確認したとこ

ろ、長浜原市営住宅 39 号及び 51 号は、平成 19 年度の第 1 回空き家補修で合わ

せて 1,268,400 円の費用をかけて修繕をしたにもかかわらず、平成 19 年度にお

いては一度も募集にかけず、平成 20 年度に入ってから募集にかけていた。また、

長浜原市営住宅 39 号は、平成 20 年度の 3 回の募集全てに出したが、いまだ応

募者がなく、長浜原市営住宅 51 号は、平成 20 年度の募集全てに出して 3 回目

でようやく応募者が 1 名あった状態であった。 

この長浜原市営住宅は、平成 19 年 4 月時点で 39 号、51 号以外にも、5 戸の

ストックがあり、このなかには、平成 17 年 3 月に修繕した住宅が 2 年間にわた

って次の入居者がないままストックに残っているものもある等、他の空き家に

優先してこの住宅を修繕する必要性があったのか非常に疑問である。 

修繕してから入居までの期間があけば、その期間に劣化や損耗が生じること

により再度修繕する必要が生じる場合もあり、空き家修繕に当たっては、需要

を見極めた上で実施すべきである。 

 

(4)退去時の修繕負担について 

平成 19 年度の空き家修繕工事の内容を確認したところ、畳の表替え及びフス

マの張り替えを行っているものがあった。 

高知市では、入居者が退去しようとする場合には、畳の表替え及びフスマの

張り替え、ガラスや網戸等の消耗部材の修理を入居者負担で行うこととしてお

り、それ以外の住宅の修繕については、入居者の過失による破損であっても造

作をかえるほどのものでない限り入居者に負担を求めていない。 

な お 、 平 成 18 年 度 ま で は 、 改 良 住 宅 の 入 居 者 の う ち 平 成 13 年 度 ま

で に 入 居 者 し た 者 に つ い て は 退 去 時 の 畳 表 替 え 及 び フ ス マ の 張 り 替 え

は 免 除 さ れ て い た が 、平 成 1 9 年 度 以 降 に 退 去 す る 場 合 に は 全 て の 退 去

者 が 畳 の 表 替 え 及 び フ ス マ の 張 り 替 え を 実 施 し な け れ ば な ら な い こ と

に な っ て い る 。  
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そ こ で 、平 成 19 年 度 に 行 っ た 空 き 家 修 繕 工 事 の な か で 、入 居 者 が 退

去 時 に 自 己 負 担 で 畳 の 表 替 え 及 び フ ス マ の 張 り 替 え を し て い る も の を 、

市 住 空 家 確 認 調 査 表 か ら 確 認 し た 結 果 が 、 下 記 の 表 で あ る 。  

 

 

※  修 繕 費 は 設 計 金 額 に よ る 直 接 経 費 の み を 表 示 し て お り 、 共 通 経 費 及 び 消 費

税 は 含 ん で い な い 。  

 

これによれば、入居者負担で畳の表替え及びフスマの張り替えをしているも

のは全工事 110 件中 52 件あり、このうち、高知市が行った空き家修繕工事で畳

の表替えの全部又は一部を再度行ったり、畳自体を取り替えているものが 25

件で、フスマの全部又は一部の張り替えを行っているものは 11 件あった。割合

では入居者負担で修繕したもののうち、畳が 48％、フスマが 21％何らかの理由

でその全部又は一部の再修繕を行っていることとなる。 

金額では、設計金額ベースであるが畳の表替えが 1,930,940 円で、1 件当た

り平均 77,237.6 円となり、フスマの張り替えが 119,290 円で 1 件当たり平均

10,844.5 円の費用を要している。 

再度修繕している理由は、畳の表替えをしていても、入居者が退去してから

修繕までに間隔が空いてしまったために畳が日焼けをしてしまい再度行ったも

のや、畳の表替えをしていても、畳床が傷んでいたために畳そのものを取り替

える必要が生じたもの等によるとのことである。 

 

① 効率的な修繕負担について 

畳及びフスマの修繕を入居者負担で実施している住宅のうち、畳の修繕に

ついては約 5 割、フスマの修繕については約 2 割の再修繕を行っていること

は非常に効率が悪く、経済的でない。より効率的な修繕負担のあり方につい

て検討されたい。 

このことについて、住宅課としても認識しており、現在の、畳の表替え及

びフスマの張り替えを、入居者自らが退去時に業者に発注し、修繕費を支払

う方法から、この修繕費相当額を現金で徴収することはできないか検討中で

ある。 
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② 畳、フスマの修繕免除について 

生活保護等を理由に退去時の入居者負担を免除している事例があり、この

ことについて、高知市では、何の基準もなく、決裁も行っていなかった。 

平成 19 年度末からは、市営住宅修繕免除申請書を作成し、生活保護世帯や

独居で死亡した場合などを対象に、退去時の修繕の免除をし、敷金を修繕に

充当するという取扱いを行っているが、この場合においても決裁は取ってい

ない。 

通常であれば当然に入居者が負担すべきものについて免除するのであるか

ら、意思決定過程を明確にすべきである。 

 

2.維持管理契約について 

(1)公園・遊園施設保守点検業務委託契約について 

高知市は、(社)日本公園施設業協会と公園･遊園施設保守点検業務委託契約(期

間 H19.10.1～H19.12.31、委託金額 346,500 円)を締結し、市営住宅等団地内の

遊具他一般的な設備について保守点検業務を行っている。これは、平成 16 年 4

月 2 日に高槻市で公園遊具による人身事故が発生し、同年 4 月 5 日付国土交通

省住宅局総務課長通知及び住宅総合整備課長通知により市町村所管公営改良住

宅等の公共住宅敷地内の遊具について安全点検及び安全確保のための必要な対

策を行うよう通知を受けたため平成 16 年度から実施しているものである。 

この保守点検業務委託について是正改善すべき事項は次のとおりであるが、前

例踏襲的な安易で杜撰な契約事務は厳に慎むべきである。 

① 見積書の徴取について 

当該業務委託契約の随意契約理由によると、国土交通省の「都市公園にお

ける遊具の安全確保に関する指針」に合致した業者は唯一(社)日本公園施設

業協会であるとしてこの 1 社からの見積によっている。 

しかしながら、同協会は「JPFA・ハンドブック 公園施設の安全管理」

(H11.11.1 発行)を作成しているだけで、これに基づいた仕様書を作成するこ

とによってこの業務は遂行できることから 1 社見積の合理的な理由とはなら

ない。 

実際の保守点検業務は、ただ仕様書及びその定期点検表に基づいて点検す

ればよく、敢えてこの協会に限る必要はないので実際に点検実施できる 2 社

以上から見積を取るべきである。 
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② 実施箇所の契約書への記載について 

当該業務委託契約書の仕様書によると、実施箇所及び保守点検遊具・設備

は、比島町北市営住宅ほか 18 公園・遊園及びこれら公園等のブランコ、滑

り台、シーソー、ジャングルジム及び鉄棒等の遊具等ほか一般的設備として

いる。 

しかしながら、これ以上の具体的な団地及び公園等は、契約書では全く記

載されておらず、住宅団地等実施対象箇所及び実施対象遊具が特定されてい

ない契約書であることから適正でない。 

保守点検業務委託契約における実施対象箇所及び実施対象遊具･設備の特

定は当該契約において業務の内容とともに設計積算においても重要な要素

であることから実施対象の住宅団地・公園・遊具等については一覧表等で明

記し、契約書に添付すべきである。 

 

③ 実際に保守点検を行う業者と契約をすべきものについて 

当該業務委託契約は、「乙(受託者)は、業務の全部若しくは一部の処理を第

三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面によ

り甲(市)の承諾を得た場合は、この限りでない。」(第 7 条)と再委託等の禁

止をしている。 

しかしながら、このことについて特段あらかじめ書面による承認がないに

もかかわらず、各定期点検表(結果報告)の記載をみると、定期点検をしたの

は、全て「溝渕林産興業株式会社」と記載され、報告されている。即ち、受

託業者の(社)日本公園施設業協会は、契約を締結したのみで実際の点検業務

は行っておらず、当該業務を溝渕林産興業(株)へいわゆる“丸投げ”をして

いるのは適正でない。 

このように“丸投げ”のような再委託を安易に許容すると経費は嵩み、責

任の所在も不明確になることなどから実際の定期点検業者と契約を締結す

べきである。 

 

④ 点検結果に伴う修繕等の対応処置について把握すべきものについて 

当該業務委託契約の上では実施箇所等は明記されていない。一応、市で作

成した公園遊具一覧表(H19.9.20)と点検結果一覧表(H20.1.8)を比較すると、

ベンチ、車止め、水飲み場、丸太ステップは市の点検対象ではないが、対象

として実施させているものがそれぞれ 37、32、1、1 件あり、その結果使用

中止となっているものもある。 
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また、市の点検対象となっているもののうち、ブランコのないもの 3 件、

取り外しているもの 1 件、テーブルセットのなくなっているもの 1 件、滑り

台の台数が多いもの 1 件(1 台→2 台)、名称の異なる設備(シェルター1→パ

ーゴラ 1)が点検結果で判明している。さらに、点検の結果、物的ハザードの

程度等から総合判定 D(＝主要部材等に異常があり、大規模な修繕又は廃棄し

更新が必要(使用禁止とする。))と判断される遊具がテーブルセット、シー

ソー、ベンチ、滑り台等 10 件もある。 

しかしながら、平成 16 年度から実施しているにもかかわらず当該遊具等に

ついて点検対象が十分に把握されず、また、点検の結果について修繕又は廃

棄等に関する対応措置が十分把握されていないのは適切でない。 

公営住宅等の公共敷地内の遊具について安全点検及び安全確保のための保

守点検であることから点検結果に伴う修繕等の対応処置については、それぞ

れ個々の点検結果と対比して把握しておくべきである。 

 

(2)エレベーターの保守業務委託について 

高知市は、市営の高層住宅に設置しているエレベーターについて特命随意契

約によって、次のとおり、それぞれ保守業務委託契約(12 件、総計 22,773,240

円)を締結している。いずれも契約期間は平成 19 年 4 月 1 日から同 20 年 3 月

31 日までの 1 年間の契約である。 

 

 

(注)：＊印はエレベーターに付随して防犯カメラ等が設置されているものである。 
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ところで、その特命理由は、委託業務名(対象のエレベーター)、業者名を除

き、全て同じで、主として、①メーカー独自の設置方法、保守マニュアルを有

し、緊急時の対応が適当であること、②業者負担で遠隔監視装置を設置し業者

が代わるとその費用負担が発生すること、③エレベーター稼動当初から保守業

務を行っていること、を挙げている。 

しかしながら、独自の設置方法・保守マニュアルがあるとしても特許による

ものではなく、その他保守管理を行うべき業者がいないとは限らない。また、

遠隔監視装置を業者が負担しているとしながら仕様書では当該装置により非常

の体制をとることを義務付けていることからみて当然に委託費用に含まれてお

り、その理由にはならない。さらに、稼動当初から保守業務を行っているとい

うことは、取りも直さず他の業者に契約の機会を与えなかったことであるため

理由としては不十分であり、合理的な随意契約の理由とは認め難い。 

一方、住宅課における指名競争入札による委託契約(4 件)の平均落札率は、

66.02%(9,324,000 円/14,123,680 円)であり、相当な競争性も発揮され、その経

済効果もあることから特命による随意契約はなお一層の不公平を招来すること

となる。 

最近、公営住宅においてエレベーター故障による死亡事故が発生し、慎重に

取り扱うことは勿論であるが、公平の観点からその他の業者についても十分な

調査を行い、より競争性を発揮できるよう契約方法を検討する必要がある。 

また、これらの契約は長期継続契約とはなっていないが、特段、年度によっ

て保守点検業務に変化はないことから遠隔監視装置等の耐用年数を参考にして

長期継続契約についても検討し、事務の簡素化に努める必要がある。 

 

(3)競争入札の方法を検討・改善すべきもの 

高知市は、指名競争入札により(有)よさこい建物管理他 6 社とそれぞれ市営

住宅受水槽及び高架水槽清掃業務委託(契約額総額 5,908,350円、期間 H19.8.30

～H19.11.30)を締結している。 

この指名競争入札は、当該入札に 25 社が指名され、これら市営住宅を A ブロ

ックから G ブロックの 7 分割して行われている。入札は、A ブロックから順番

に行われ、それぞれのブロックで落札したものは次のブロックには参加できな

い。すなわち、入札辞退者がない限り、入札参加者は 25 社から始まり G ブロッ

クは 19 社で終わる。 

A ブロックから G ブロックまでの入札状況は次のとおりである。 
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しかしながら、予定価格と落札状況の関係についてみると、入札の順番が後

になるに従って落札率が次第に高率となる傾向があり、25 社の指名入札参加者

を一堂に集め、委託内容が同じものをほぼ同じメンバーで 7 回に亘って入札に

付することは必ずしも公平とは言い難い。 

入札の回数を重ねる度に予定価格についてある程度予測が可能となり、また、

入札参加者同士で接触する機会も増えることから、例えば、7 ブロックから半

分程度に集約化し、一斉に入札を実施する、など競争入札の方法を検討･改善す

べきである。 

 

(4)調査点検結果と修繕とが対比して把握されていないものについて 

高知市は、指名競争入札により(有)富士設器と市営住宅給排水設備等調査点

検業務委託契約(契約額 1,120,350 円、期間 H19.5.1～H20.3.31)を締結してい

る。 

 

(注)：平成 19 年度調査点検業務報告書による。 

 

その業務内容は、住宅課設置の水道メーター及び隔測カウンターの調査点検

(検針等)等水道メーターの点検及び揚水ポンプの運転状態等給排水設備の調査

点検を行い、不具合の早期発見に努めるための給排水設備の点検である。 

調査点検結果は、次の表のとおり、それぞれの住宅団地において排水管亀裂
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漏水、量水器異状及び圧力計サイホンパイプ腐食などによって給排水設備の修

繕あるいは給水管引替えを必要とする事項が報告されている。修繕等が必要な

場合は、その他の修繕も含めて別途修繕費で修繕等を実施している。 

しかしながら、この調査点検委託は、市営住宅内の給排水設備について不具

合の早期発見に努めるために行っているものであるが、単にその発見のみでは

なく、早期に修繕を行うなどこれら設備を正常に維持することにあることから

調査点検結果に対する修繕改善状況が十分に把握されていないのは適切でない。 

点検結果に対する修繕漏れ及び調査点検の重複等を避けるため点検結果に対

する事後の把握には万全を期する必要がある。 

 

(5)市場価格を参考に適切な予定価格を作成すべきものについて 

高知市は、指名競争入札により高知カジノン(株)と市営住宅消防用設備等点

検業務委託契約(契約額 997,500円、期間 H19.9.10～H20.3.31)を締結している。

この委託契約をするに当り、次のとおり、第 1 回の入札が不調となったため予

定価格を変更して、再度、指名競争入札に付している。 

 

 

これは、前年度の落札価格をそのまま予定価格(570,000 円)で決定し、それ

が入札不調(不落)に至り、改めて「対象項目を少し変える形」で予定価格

(1,086,280 円)を作成せざるを得なかったことによるものである。この業務委

託契約ついては過去の指名競争入札における落札価格は減少傾向にあり、この

落札価格を踏まえて予定価格は決定され、したがって落札価格に比例して減額

される傾向にあるが、今回もこれを踏襲したものと推測される。 

しかしながら、初回の入札においては標準的な価格で予定価格を積算するこ

とは困難であるとして前年度の落札価格をもって予定価格(570,000 円)とし、

また、再度入札に付すため非常用の照明装置定期点検業務を加えて約 2 倍の額

で予定価格(1,086,280 円)を決定しているが、約 2 倍の額となる積算根拠は示

されず、いずれの場合にも合理的な積算根拠に欠けることから適正でない。 

また、高知県住宅供給公社に管理委託している若草町市営住宅 1 棟(55 戸)の

消防用設備等点検経費については 180,600 円で積算されているが、当該業務委

託契約はその他のほとんどの市営住宅を対象とするものであり、これと比較し
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ても(点検対象市営住宅分が 1 住宅分の 3 倍強の予定価格)均衡を失するもので

適切な予定価格とは言い難い。 

市場価格を参考に標準的な積算基準を作成し、合理的な根拠に基づき適正で、

かつ入札に耐えうる予定価格を作成すべきである。 

なお、平成 20 年度は当該予定価格について再検討を行い、改善を図っている。 

 

(6)矛盾のない合理的な随意契約理由とすべきものについて 

高知市は、富士通(株)高知支店と特命随意契約により市営住宅管理システム

のホスト処理改修に関する業務委託契約(契約額 1,527,750 円、期間 H20.1.4～

H20.3.21)を締結している。これは、新市営住宅管理システム(C/S 版)への変更

に伴い、①納入通知、督促状等のホスト帳票及び土地評価額マスターに MC 固定

の路線単価振付等のホスト処理の改修作業、②C/S‐ホスト間の OCR 転送処理及

び住基異動情報転送処理等の連携機能追加作業の業務を行うものである。 

ところで、随意契約理由書では「本市のホストコンピュータ上で動作する市

営管理システムのホスト処理改修に対応するための業務委託であり、同システ

ムの開発者である同社が委託可能な唯一の業者である。」ことを理由に特命随意

契約としている。 

しかしながら、受託者の富士通(株)は、受託業務遂行に当り再委託承認申請

書によりホスト処理改修作業等業務実施について(株)富士通四国システムズに

再委託を行っており、委託可能な唯一の業者であるとして特命随意契約を締結

していることと矛盾している。再委託先がある以上、委託可能な唯一の業者で

はない。 

随意契約は、地方自治法施行令(第 167 条の 2 第 1 項)で定める場合に該当す

るときに限りすることができ、とりわけ特命随意契約は本来例外中の例外の契

約方法であるので当該方法を選択する場合には同施行令の該当条項を記載し、

その随意契約理由を明記することとされていることから矛盾のない合理的な理

由とすべきである。 

また、再委託等の禁止において「ただし、あらかじめ書面により甲(市)の承

諾を得た場合は、この限りでない。」とし、再委託を認めているが、当該契約の

場合には再委託承認申請があっても「あらかじめ書面による承諾」はない。 

契約者の双方が取り決めた契約内容の遂行に当り安易に流れることなく誠実

に契約条項を遵守すべきである。 
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(7)水道差水発生の原因の究明・改善を行うべきものについて 

高知市(住宅課)は、「子メーターの合計額と親メーターとの間に差水量が生じ

たときは、特定計量器検定検査規則(省令)で規定する使用公差(4%)を超える水

量について管理者は、所有者等に対して料金を請求することができる。」(共同

住宅の水道各戸検針及び戸徴収取扱要綱第 6条第 2項)の規定に基づいて高知市

水道局から請求された水道差水に係る水道料金及び下水道料金を負担(支出)し

ている。 

この規定に基づく差水量算出の計算例を示すと次のとおりである。 

(親メーターの計量水量)  1,300 ㎥ 

(子メーターの合計水量)  1,000 ㎥ の場合 

計算例：1,300 ㎥×(100%－4%)－1,000 ㎥＝248 ㎥(差水量) 

この 248 ㎥の差水量に対して水道局が所有者等に差水料金を請求する。

ところで、平成 17 年度から平成 19 年度の 3 ヵ年の差水による水道料金及び

下水道使用料の支出についてみると、次のとおりである。 

平成 17 年度 朝倉南横市営住宅他 6 団地    87,894 円 

平成 18 年度 朝倉南横市営住宅他 5 団地   283,580 円 

平成 19 年度 朝倉南横市営住宅他 4 団地   488,374 円 

高知市が管理する市営住宅は、141 の団地(5,022 戸)があるが、この 3 年間に

水道差水が発生している団地は 12 団地に過ぎない。このうち、半年以上に亘っ

て継続して発生しているのは六泉寺市営住宅、朝倉南横市営住宅、小高坂三の

丸改良住宅及び潮江第 3 コミュニティ住宅であり、とりわけ、朝倉南横市営住

宅については 3 年間ほぼ毎回の徴収月(2 か月分)に水道差水に伴う水道料金が

発生し続けており、また、小高坂三の丸改良住宅においても同様の傾向がある。 

住宅課では小高坂三の丸改良住宅については、平均 30 ㏄／分程度の少量の漏

水と思われ、原因を特定するための調査費用等の方が大きいと判断し差水とし

て取扱をしている。 

水道差水は、親メーターから各戸の子メーターまで、即ち受水タンクから各

戸までの受水タンク及び給水管においての給水管等亀裂による漏水あるいは量

水器異常等によって発生することが推測される。この受水タンク以下は、簡易

水道として共同住宅の所有者である市に管理責任があることから市営住宅給排

水設備調査点検業務委託契約において特に水道差水発生住宅団地には留意して

原因究明を行うなど、その改善に努めるべきである。 

なお、この水道料金及び下水道料金の支出伺書においてその根拠として「中

高層公営住宅の水道戸別検針・料金収納取扱要綱」第 5 条第 1 項の規定に基づ
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き住宅課で負担する、としているが、当該要綱は廃止され、平成 17 年 4 月 1

日から前述の新要綱が施行されている。根拠規定等は前例を踏襲することなく、

その都度確認し、業務の執行に務めるべきである。 

 

(8)共同施設の使用等に係る共益費の取扱いを検討すべきものについて 

高知市は、市営住宅において電気水道等の光熱水費及び塵芥処理費等の負担

は勿論、その他共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用等

に要する費用等についても、原則として入居者の負担とし(高知市住宅条例第

25 条第 1 号～第 4 号)、その運営管理も当該市営住宅住民に委ねることにして

いる。 

ところで、汚水処理施設(合併浄化槽)の保守点検についてみると、次のとお

り、高知市が特定の汚水処理施設について保守点検業務委託契約を締結し、保

守点検業務を行っている。 

 

 

これは、条例の一部改正(H19.4.1 同条例 25 条に第 2 項追加)及びコンピュー

タシステムの導入などにより共益費を徴収できる体制が整い、平成 19 年度から

一部の市営住宅団地で共用部分に係るもの及び共同施設の使用等に係るものに

ついては例外的に高知市が共益費を徴収し(H19.4.1同条例施行規則第 18条の 2

追加)、その管理に当っているものである。 

その例外的取扱理由をみると、①自治会が組織できない(長浜原)、②自治会

が機能しない(源内山北)、③強い要望(朝倉南横)、④集金体制ができず市が負

担(潮江第 3 改良、大原西改良)を挙げ、市が共益費の徴収を行うこととしてい

る。平成 20 年度に住宅使用料と併せて共益費を徴収する住宅団地は、新たに鏡

岩市営住宅外 5 団地を加えて 12 住宅団地である。 

しかしながら、共益費の徴収において当該市営住宅住民が徴収する場合で滞

納があればその自己責任となり、市の徴収の場合には市負担となることから公

平な共益費の負担とは言い難く適切でない。また、市が共益費を徴収するこの



９３ 

例外的取扱は、今後、その他の住宅団地にも必ず波及し、その増加が見込まれ

る。現在の前年度実績による共益費の負担額を年度ごとに計算(変更)する方法

は、効率的な方法とは言えず、将来的には何れ破綻する可能性がある。 

市営住宅住民が入居・占有する住宅部分の使用に係る費用は、当然に入居者

の負担であるが、共用部分に係るもの及び共同施設の使用等に係るものについ

ては、本来、市に管理責任があり、共益費等の取扱いによって住宅団地間等に

不公平が生じないよう、市が一律に共益費で徴収し、維持管理に当るべきであ

る。 

また、共益費の算定に当っては、共同施設の種類別及び規格別等できる限り、

定額制を採用し、共益費の算定事務の効率化・簡素化に努める必要がある。 

(参考) 

(高知市営住宅条例) 

第 25 条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。 

(1)電気、ガス、水道及び下水道の使用料 

(2)汚物、し尿及びじんかいの処理に要する費用 

(3)共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用等に要す

る費用 

(4)前条第 1 項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要

する費用 

2 市長は、前項各号に掲げる費用のうち必要と認めるものを、規則の定

めるところにより、入居者から徴収することができる。 

(高知市営住宅条例施行規則) 

第 18 条の 2 共益費は、条例第 25 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに規

定する費用のうち市営住宅の共用部分に係るもの及び共同施設の使用等

に係るもの(入居者によって組織された自治会が負担するものは除く。)

とする。 

 

Ⅵ.資産管理に関する事項 

1.市営住宅の供給数の数値目標について 

高知市においては、住宅福祉の観点から整備すべき市営住宅の戸数について、

数値目標として提示されることはなかった。この件について住宅課に確認したと

ころ、公的にはそのような検討は一切行われていないとのことであり、市営住宅

はいわば成り行きまかせの市営住宅経営になっている。 
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(1) 平成 15 年の住宅需要実態調査分析 

平成 15 年の住宅需要実態調査による現在の住まいの状況は下表のとおりで

ある。 

 

 

この表の単純計算 25%値は、公営住宅の入居対象者の目安として総数の 25%

を単純に計算したものである。単純計算 25%値と世帯収入 200 万円未満の数値

を比較し、さらに平成 21 度以降の入居収入基準の 2 人世帯の所得金額

2,276,000 円を考慮する時、若干低い数値を示してはいるが、以下世帯収入 200

万円未満の数値を一応の公営住宅の対象世帯と見なし分析を進めたい。 

 

① 供給総戸数と世帯数 

高知市の住宅戸数は平成 15 年時点で 165,050 戸、このうち居住世帯あり戸

数が 142,120 戸、居住世帯なし戸数が 22,930 戸となっており、総戸数の

13.9％が空戸となっていることは、すでにふれているが、少なくとも住宅の

供給戸数はすでに世帯数を 22,930 戸(13.9％)上回っていることを再確認し

ておきたい。  
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② 高知市内の公営住宅入居対象世帯数 

高知市営住宅の供給戸数は平成 20 年 4 月現在で 5,022 戸である。また高知

市内の県営住宅は 2,107 戸であり合わせて 7,129 戸の県市営住宅が供給され

ている。 

一方、世帯収入 200 万円未満の民間貸家居住世帯は 21,533 世帯有る。行政

サービスの公平性という観点からはこれらの世帯がすべて公営住宅への入

居を希望すれば本来対応しなくてはならない課題である。新築の潮江団地の

1 戸あたりの単純平均建築費約 1,200 万円から計算すれば約 2,594 億円とい

う高知市の一般会計の財政規模の約 2 倍という荒唐無稽としか言えない建築

費が必要になる。現在住み替えを希望している民間貸家居住世帯 3,302 世帯

をすべて公営住宅で受け入れるに要する費用は約 396 億円必要になる。 

しかし、上記世帯がすべて公営住宅に入居を希望するという前提自体現実

的とは言えないが、受益者を抽選で選択し、受益者と被受益者との間に格差

を生じているという本来の福祉行政サービスの姿はかけ離れた現状も明確

に認識する必要がある。 

 

(2)高知市の公営住宅供給数について 

本項の冒頭で市営住宅はいわば成り行きまかせの市営住宅経営になっている

と指摘したが、これは、高知市だけの問題ではなく国自体の方向の曖昧さによ

るところが大きい。現在の住宅政策のもとでは、高知市の市営住宅の供給数に

ついて目標数値を設定することは非常に困難であるとともにあまり意味のない

作業であると思われる。しかし上記分析や、応募倍率の高さからみて需要に対

し供給が著しく少ないということは明らかである。 

現在の財政状態を考慮すれば市が、自ら住宅を建設して供給するということ

は現実的選択とは言えない。民間の住宅ストックの有効活用による借り上げ公

営住宅を早期に導入するため、制度としての仕組み造りを検討すべきである。

また、ストック更新の要請に対しては良質の居住ストックの形成という意味に

おいて、市が直接住宅を建設するのでなく、民間の住宅業者に市有財産である

住宅用地を売却し、その上に建設した住宅の一部を市の財産にするといった方

法も検討する必要がある。 

 

2.台帳管理について 

公有財産台帳(建物台帳)と包括外部監査ヒアリング説明資料の公営住宅管理戸

数一覧(以下、「監査資料」という。)を突合したところ、下記の点について差異が
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生じていた。 

(1)建物台帳に記載があり、監査資料に記載がなかったものについて 

    下表は建物台帳に記載があり、監査資料に記載がなかったものの一覧である。 

 

 

① 丸池町南第 3 種市営住宅 

1 から 4 の丸池町南第 3 種市営住宅は、戦災復興で建てられたと思われる

建物で、一部払い下げ処理の後、未だ払い下げが完了せず市有のまま残って

いる建物である。建物自体現存しているため建物台帳に記載されている。し

かし、現在市営住宅として管理は行っていないため監査資料には記載しなか

ったことにより差異が生じているものである。 

払い下げ対象となった入居者は現在この住宅には居住していないらしく、

認知症でもあるらしい。また、その親族も責任能力を有する者がいない状態

であるらしいため、交渉を行うことができる状態であるかの確認もできてい

ない。そして、住宅の一部の所有権がその入居者にあるが、どの部分が高知

市の持分であるかも不明であるため取り壊しもできない状態である。 

現時点では、全てがよく分からないという状態のまま結論を先送りしてい

るため、まず事実関係を明確にしたうえで対応を検討すべきである。 

 

② 南宝永町第 3 種市営住宅(便所) 

5 の南宝永町第 3 種市営住宅(便所)は、戦災復興で建てられた当初便所の

なかった市営住宅の共同便所として建築されたものである。便所自体が現存

しているため建物台帳に記載されている。なお、戦災復興で建てられた市営

住宅自体は、当時の入居者に払い下げをしているが、面積狭小で各戸に便所

の新設が不可能なため、現在も払い下げ済み住宅の所有者が当該建物(共同

便所)を使用している。 

維持管理は住宅課が行っているが、住宅ではないため市営住宅としての設

備から除外しており、監査資料と差異が生じたものである。 

これらは共有で分割できなかったために、現在も高知市が管理していると

のことであるが、管理費用は市が負担している一方で使用料等一切使用者に

負担させていないのは適切な管理状況とは言えず、市が管理し続ける理由が
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明確でない。共同で使用している使用者から適切な使用料を徴収するか、共

有で払い下げし管理を任せる等不自然な管理状態の解消を図るべきである。 

なお、建物台帳上建設年月日がＨ24.04.01 となっていた。これについては、

詳しい建築年は不明であるが、建てられた経緯から推察すると昭和 24 年の

誤りであると思われるとのことであり、建物台帳を修正する必要がある。 

 

(2)建物台帳と監査資料で記載が異なっていたものについて 

下表は、建物台帳と監査資料で記載内容が異なっていたものの一覧である。 

 

 

① 北百石町改良市営住宅の種類について 

建物台帳上、北百石町改良市営住宅は、監査資料では公営住宅となってい

た。このことについて住宅課に確認したところ監査資料の公営住宅が正しく、

建物台帳の改良住宅は誤りであるため、建物台帳を修正する必要がある。 

 

② 長浜吉田第 2 種市営住宅の戸数について 

建物台帳上、長浜吉田第 2 種市営住宅は 17 戸になっているが、監査資料で

は 15 戸となっている。このことについて住宅課に確認したところ監査資料

の 15 戸が正しく、建物台帳の 17 戸は誤りであるため、建物台帳を修正する

必要がある。 

 

3.火災保険の付保状況について 

火災保険の加入状況を確認するために、建物台帳と建物総合損害共済委託予算

見積参考資料(以下「共済台帳」という)を確認した。 

その結果、公有財産台帳に登録されているにもかかわらず、火災保険が掛けら

れていないものはなかったが、下記の点について修正すべき事項がある。 

 

(1)建物台帳と共済台帳の差異について 

比島町の自転車置場の取得価格が建物台帳上 953,922 千円となっているのに

対し共済台帳では 15,190 千円となっていた。このことについて住宅課に確認し

たところ、建物台帳の記載が誤りであり、建物台帳を修正する必要がある。 
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(2)工作物について 

下表は共済台帳に記載されていた工作物の一覧である。 

 

 

住宅課所管の公有財産について、公有財産台帳には工作物はなく、そもそも

高知市では工作物台帳そのものを作成していない。一方、共済台帳のなかに工

作物があったが、共済責任額と共済基金分担金の記載があるのみで、工作物の

内容、取得年月日及び取得価格の記載は無い。 

上表は共済台帳に記載されていた工作物の一覧であるが、前述のとおり工作

物台帳そのものが作成されていないため、これらの工作物が何を指しているの

か、実在するか、また現在どのように管理されているか確認しようがない状態

であることから、現物の確認をするとともに工作物台帳を作成すべきである。 

 

4.駐車場管理について 

(1)使用料の決定方法について 

高知市営住宅の駐車場使用料の決定方法については、条例等で具体的に定め

たものはなく、各駐車場整備時にそれぞれの状況に応じてその都度、市長の決

裁を経て使用料が定められている。 

実際の駐車場の使用料の決定過程については、平成 20 年 4 月供用開始の小石
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木市営住宅駐車場の駐車場使用料決定理由書によれば、「公営住宅法に基づく近

傍同種住宅家賃算定式を準用した近傍同種の駐車場使用料算定式によって求め

られた金額を基準とし、周辺の民間駐車場並びに近隣の県営住宅団地及び市営

住宅の駐車場使用料を勘案のうえ決定するものとする」とし、駐車場使用料を

決定している。 

これにより決定された駐車場使用料は下記のとおりである。 

算定根拠 月額使用料(円) 

算定式による使用料 2,300 

周辺民間駐車場使用料 5,300 

近傍県営住宅駐車場使用料 1,700 

決定駐車場使用料 1,700 

決定理由： 

算定式により算出した使用料は、月額 2,300 円である。周辺の駐車場使

用料の平均は、月額 5,300 円である。しかしながら、当該市営住宅に隣

接する県営住宅潮江団地の駐車場使用料が月額 1,700 円としているため、

住民間に不公平が生じないよう県営住宅と同額に決定する。 

 

近隣の県営住宅の駐車場と市営住宅とでは、整備時期や整備費用が異なるた

め、県営住宅と市営住宅の駐車場相互間の使用料の均衡を保つために駐車場使

用料が県と市で一律でなければならない理由とはならない。住民間の不公平と

いうなら、そもそも近隣の県営住宅と市営住宅の家賃は、調整されていない。 

また、他の駐車場の使用料は、算定使用料によるもの、算定使用料に 85％を

乗じたもの、近隣の県営団地駐車場使用料によるもの、近隣の市営団地駐車場

使用料によるもの、周辺民間駐車場使用料を勘案のうえ決定したもの等により

決定されており、算定使用料以下のものもあれば、算定使用料以上のものもあ

り様々であり、基準となるものが明確でない。 

以上のことから、駐車場使用料の決定が合理的になされているとはとうてい

認めがたい。駐車場使用料の決定に当たっては、合理的な説明を果たせるよう

基準を設けることを検討されたい。 

 

(2)敷地の目的外使用による駐車場について 

公営住宅法において、市営住宅の敷地に整備された駐車場は公営住宅の共同

施設として位置付けられている。一方で、市営住宅の敷地に駐車場が整備され

ていない場合の敷地内の空きスペースの駐車場利用については、「公営住宅の敷
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地内における駐車場の設置及び管理について」(平成 3 年 4 月 1 日住総発第 15

号 住宅局長から都道府県知事あて通達)により取り扱うこととされている。 

この通達によれば、駐車場の法的位置付けとして、公営住宅の敷地を公営住

宅入居者の保有する自動車の駐車場として使用させる場合は、駐車場を整備・

管理する主体に対する、当該敷地の地方自治法第 238 条の 4 第 4 項に基づく目

的外使用許可により行うことし、その設置は公営住宅の管理上支障のない場合

に行うものとすること。なお、公営住宅の敷地を直接入居者に自動車駐車場と

して使用させる場合は、その使用者に対する目的外使用許可によることとされ

ている。 

高知市における敷地の目的外使用による駐車場利用について確認したところ、

使用料は徴収せず、目的外使用許可も与えていない。車庫証明が必要な場合は、

車庫証明を出しており、事実上黙認状態である。 

このような目的外使用許可を与えずに敷地を利用させることは適切ではない。

通達に従い速やかに適切な処置を講じるべきである。 

 

5.その他の施設管理に関する事項 

(1)市営住宅への水道敷設について 

高知市は、朝倉市営住宅においては井戸水を使用しているため、同住宅の住

民Ｍと飲用井戸管理業務委託契約(期間 H19.4.1～H20.3.31、契約額 237,113 円

(1 日 617 円＝H19 臨時職員 45 分賃金))を締結している。 

ところで、その契約内容をみると、次の業務である。 

ⅰ)残留塩素の毎日の記録 

ⅱ)毎月 1 回の水質試験に伴う検査機関への検体の持込み 

ⅲ)6 ヶ月に 1 回の検便検査に伴う検査機関への検体の持込み 

当該市営住宅は、昭和 30 年に建設され、建設後既に 53 年が経過しており、

その当時から当該業務委託が行われていたものと推測される。建設当時、当該

地域に未だ水道は普及していないことから井戸水を利用する場合にこれらの業

務を委託あるいは直営で行わざるを得ないことは認められる。 

しかしながら、当該地域は、既に水道普及地域である現在、市営住宅住民の

衛生的な観点からみても適切でなく、また公的機関が市営住宅について井戸水

を長期間にわたって使用し続けることは妥当でない。 

朝倉市営住宅への水道敷設について検討すべきである。 
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(2)駐車場の設計前の地元説明会等の実施について 

高知市は、(有)ケンザイ工業と指名競争入札によって小石木改良住宅駐車場

整備工事請負契約(請負額 9,040,500 円、工期 H19.9.28～H19.11.26)を締結し

ている。 

この工事は、工事発注後に地元住民説明会を行い、地元住民から各種の要望

があったため二回にわたって契約変更を行っている。1 回目(H19.11.14)は工期

の変更、2 回目(H19.11.20)は請負金額の増額変更を行っている。最終的に工期

は平成 19 年 9 月 28 日から平成 20 年 1 月 27 日まで 2 ヶ月延長し、契約額は設

置箇所が 3 箇所減少(67⇒64)にもかかわらず 1,324,050 円増額し、10,364,550

円となっている。 

ところで、その変更理由をみると次のことが挙げられている。 

ⅰ) 1 号棟前の駐車場台数不足により、住宅課所管の公園の一部を駐車場化す

る。このため土工・舗装工の増となる。また公園との境にフェンスも設

置する。 

ⅱ)  3 号棟前の駐車スペースを広くするために、既存の自歩道を車止めに利

用する。そのためコンクリートにて拡幅し、現状の通路幅を確保する。 

ⅲ) 3 号棟入口にある植栽桝(CON 構造)が不用となるため、撤去して車の通路

幅を広げる。 

ⅳ) 4 号棟前の集会所駐車場について今回中止し、この未整備となった箇所に

ついては、今後新たに要望があり次第、別途工事により整備を行う予定

である。 

 

上記の理由及び現況の舗装厚が当初想定厚より厚いため(4ｃｍ⇒5ｃｍ)アス

ファルト取壊量の増、その他数量の増減等により、設計変更を行うものである

としている。 

しかしながら、ⅰからⅳの変更理由は事前に地元説明会を行えば十分に把握

することは可能であり、また想定外とする現況の舗装厚は事前に内部保管資料

等を調査すれば分かることであることから準備不足及び調査不足による安易な

契約変更は、競争入札制度を建前とする契約制度の中では適正ではない。 

小石木改良住宅内での駐車場有料化に伴う整備に当っては、内部資料等の事

前調査を十分に行うとともに工事設計の前に地元住民説明会を行い、要望・要

請を把握して実施すべきである。 

また、この駐車場は、平成 19 年度中に完成しているが、公有財産台帳のうち

工作物台帳及び土地台帳のどちらにも登載されていないのは適正でない。 
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これは、住宅課技術係において建物の場合には、設計図書等を添付して管財

課に取得通知書で報告(公有財産規則第 15 条〔取得通知〕)をするものの駐車場

についてはそのような通知・報告は一切していないこともその一因であるが、

駐車場は財産(工作物)として把握し、公有財産台帳に登載すべきである。 

 

(3)集会所の実態把握について 

集会所は、市営住宅入居者相互及び近隣住民との協調並びに融和を図り、知

識を深め教養を高める憩いの場、コミュニティの場、学習の場として入居者の

文化向上及び社会福祉の増進に寄与する(住宅課提供の標準規約「○○市営住宅

自治会会則」による。)ことを目的に高知市によって建設されている。これら集

会所の面積規模は、市営住宅団地の規模等によって異なるが、概ね 40 ㎡から

150 ㎡までの範囲の中で、また、その建設費は概ね 200 万円から 4,900 万円の

範囲で建設されている。 

ところで、これら集会所の運営管理は、当該市営住宅団地自治会が行ってい

るが、当該自治会に集会所の運営管理を任せることについては特に定めもなく、

入居説明資料にも何ら記載されていない。その根拠らしきものは、市(住宅課)

が、当該市営住宅団地住民に対して任意に標準自治会規約を提供し、その中に、

「集会所の管理に関する事項」を規定しているものしかない。また、これら集

会所についてそれぞれの市営住宅団地内で概観してみると、外見上、相当利用

されていると見受けられる北竹島・鴨部市営住宅団地等の集会所とほとんど使

用されていないと見受けられる東石立・長浜原市営住宅団地等の集会所がある。 

しかしながら、このように市は自治会に集会所の運営管理を任せるといいな

がら、結局、白紙委任、“丸投げ”のようなもので何ら関知していない方針の様

であり、自治会会則・規則、活動報告及び年間の収支等を取寄せておらず、各

集会所の運営方法等その内容について把握していないのは適正でない。また、

市(住宅課)が例として示す標準自治会規約には集会所の使用者から運営協力費

(水道・光熱費等の実費相当分)を徴収することができるとしていながらその実

態について何ら報告させず、その実態を把握していないのは適正でない。 

これら集会所は、地域コミュニティの核として機能させるために高知市が建

設したもので、その投資効果としての利用実態を把握することなくして費用対

効果を測ることはできない。高知市(住宅課)は、標準自治会規約の集会所の建

設目的のとおり利用されることが重要であり、その責務を負っていることから

集会所の利用実態を把握し、効果的な利用促進の指導に努めるべきである。 
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(4)無断増築の対策について 

高知市は、市営住宅に居住する「入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築

してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長

の承認を得たときは、この限りでない。」(高知市営住宅条例第 31 条第 1 項)と

規定し、市長の承認を得ることなく、市営住宅をみだりに模様替え又は増築を

することを禁止している。 

ところで、無断増築については、小高坂三の丸市営住宅、朝倉南横改良住宅、

長浜原市営住宅、丸池町市営住宅、朝倉市営住宅、長浜馬場の西市営住宅及び

新本町テラス・新本町アパートにおいて別項で指摘したとおりである。これら

の市営住宅は、小高坂三の丸市営住宅(4 階建て)を除き、土地付の簡易耐火 2

階建住宅で相当に年数が経っているが、建設当時は住宅内に風呂がないため土

地付の住宅ということもあって比較的簡単に風呂等を増築することができたも

のと推測する。これらは、そのほとんどが市長の承認を得たものではなく、無

断増築である。 

最近、新規のものについてようやく書類によって申請・承認の形を採ってい

るが、従前、口頭による申請・承認もあった様でもあると聞く。また、一時期、

入居者から申請があれば全部認めていたとも聞くが、勿論書類等は保管されて

おらず、無断で増築したものと推測せざるを得ないものである。 

しかしながら、最近、新たな増築等申請については適切に承認等を行ってい

るとはいえ、過去の無断増築には及んでいないので、ただ、それを黙認し、無

断増築を放置しているに過ぎず、新たな増築等と過去の増築等の申請･承認の取

扱いに一方は黙認、他方は申請・承認等となり、不公平が生じることから適正

でない。 

市営住宅の増築等は、原則として禁止されていることから、過去の無断増築

については黙認することなく適切な措置を講じる必要がある。また、無断増築

について入居者との個別の折衝は勿論重要であるが、その他、無断増築等の対

策について撤去等を含めて高知市の広報誌あるいは新聞等マスコミを十分活用

して PR(広報)に努める必要がある。 

増築等の承認については、過去において厳正な処理をしていたことを示す書

類も発見されているが、すべての住宅について完全に整備されているわけでは

ない。市営住宅の増築等の承認手続きは旧地域改善向住宅整備事業の経緯と相

まって一部なしくずし的に行われていた歴史もあるやに聞き、負の遺産があま

りにも大きく、処理に要する労力は莫大なものになると予測される。しかしこ

の際臨時の人員配置をおこなってさえ、入居者が退去時に撤去すべき部分を明
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確にするためにも全市営住宅を対象に増築等の承認書類を整備すべきである。 

 

(5)工作物台帳の作成について 

高知市営住宅条例は、市営住宅の共同施設として駐車場を整備(第 55 条)し、

使用料を徴収することができる(第 61 条第 1 項)とし、駐車場を整備した市営住

宅、設置台数及び使用料は同施行規則で定めるとしている。同施行規則による

と、駐車場として整備された公営住宅等は 27 住宅でその設置台数は、平成 20

年 10 月 6 日現在、1,694 台(18 公営住宅 1,473 台、4 改良住宅 106 台、5 コミュ

ニティ住宅 115 台)である。月額使用料は、場所等の違いにより 1,400 円から

5,500 円まである。 

また、今回の監査に当り、27 か所超の住宅団地について現地を視察した。そ

こで駐車場が設置されている住宅団地を確認するとともに共同施設として受水

槽・給水施設及び汚水処理施設が住宅団地内に設置されている住宅団地で確認

できたのは、次のとおりである。 

共同施設 市営住宅 

受水槽、給水施設 小高坂三の丸、鴨部、長浜馬場の西、横浜、曙町、三里十津北 

汚水処理施設 小高坂三の丸、若草西、塩屋崎、長浜原、長浜馬場の西、比島北、

三里十津北、三里十津南 

ところで、駐車場及び給水施設・汚水処理施設に係る工作物台帳の提出を住

宅課に求めたところ、同課にはこの台帳は存在していないとのことである。そ

こで、同住宅課が作成した「詳細(住宅)配置図」を参考に公有財産台帳(土地･

建物台帳)において当該共同施設の記載の有無を検索したところ、駐車場は土地

台帳に全く記載がない。また、建物台帳に小高坂三の丸・長浜馬場の西・三里

十津北・南市営住宅の建物で「その他(ポンプ室)」と記載されているが、その

ポンプ室が具体的に受水槽と汚水処理施設の何れを指しているのかは明確でな

く、分からない。その他の住宅団地では、給水・汚水施設等を類推するような

記載は一切ない。 

しかしながら、高知市公有財産規則では公有財産について公有財産台帳を備

え、財産区分に従って、財産の状況を明らかにしなければないとされているが、

管財課及び住宅課において財産を財産区分に従って台帳管理すべきという認識

がなく、このように公有財産台帳に登載されない財産が生じることは、公有財

産台帳が現物管理の目的を果たしていないことになり適正でない。 

工作物は、土地に人工的に構築され、その土地に定着した状態で一定の目的

に継続的に使用される物体で、建物以外のものをいうもので、公有財産の種類
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の一つであって、公有財産規則に従って公有財産台帳に当然に登載すべきであ

る。 

近年、総務省において企業会計的な考え方を導入した公会計の整備が進めら

れ、バランスシートによる資産、負債等のストック情報、行政コスト計算書に

よるコスト情報等による財務状況の情報開示が求められている。バランスシー

トについては投資した資産価値の把握が必要であり、行政コスト計算書では減

価償却等の非現金支出を含めたコスト情報が必要である。これに応えるために

は、先ず、財産の正確な把握とその記録管理が必要である。 

(参考) 

【平成 15 年度包括外部監査指摘に対する措置状況】－公表はされていない。

(指摘要約)②財産区分に従い台帳登録すべきものについて 

清掃工場の取得価格を建物部分のみに記載し、設備部分は工作物台帳記載し

ていないため、公有財産台帳に登録されない財産が生じている。また、特に

工作物台帳において、規則に従った財産の台帳管理がなされていない。規則

の運用に当っての具体的な基準を作成し、統一的な処理を指導監督すべきで

ある(報告書 41 ページ)。 

(管財課における改善措置報告の状況) 

建物の内部にある機械設備についても適切な財産区分のもと台帳記載すべき

であり、今後、工作物の取得通知の提出についても火災保険の付保が必要で

あると思われる重要なものについては、指導を行っていきます。また、取得

通知が提出されたものについては抜かりないよう台帳記載を行っていきま

す。 

工作物台帳については土地、建物より物理的、金銭的に小さな物件が多く、

財産調書(「財産に関する調書」：加筆)への登載が義務付けられていないため、

集計処理の必要度も低い。また、工作物台帳の作成及びメンテナンスについ

ても多大な事務量増加が予想される。このため、工作物を正確かつ抜かりな

く整備することは困難と思われるが、財産保全の観点から、火災保険の加入

が必要な物件に対しては機械設備についても取得価格の把握は必要であるた

め適切な事務処理に改めていきます(H19 年度措置状況の報告)。 

⇒この件については H16 年度～H19 年度まで全く同じ内容の報告である。 

 

(6)土地台帳の記載について 

高知市の公有財産は、市長が定めた様式に従った公有財産台帳を整備し、こ

の台帳によって公有財産が区分、種目等が整理されて記録されることになる。
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その様式は、土地台帳については財産区分、現況地目、公簿面積、実測地籍、

取得年月日、登記年月日、取得価格及び評価額等を記載事項として定められ、

これらの事項は土地の筆ごとに記載されるようになっている。 

ところで、高知市(住宅課)の公有財産台帳のうち、公営住宅に係る土地台帳

についてみると、住宅全体の土地の筆数 1,323 筆に対して取得価格の記載があ

る土地の筆数は 156 筆であり、その記載率 11.79%で極めて少なく、そのほとん

どの土地(筆)については取得価格が記録されていない。また、下表の事例は、

取得年月日、登記年月日、取得価格及び評価額について全く記載されていない

もの及びその面積の一部しか記載されていないものである。 

 

これは、高知市公有財産規則の附則 4 において「第 48 条の規定による公有財

産台帳に記録すべき価格については、当分の間その記載を省略することでき

る。」(昭和 42 年)としていることが大きく影響している。また、同時に決算書

類の「財産に関する調書」の記載様式が、一部のものを除き、面積等規模で報

告されることからその必要性を看過してきたものと推測する。 

しかしながら、これらの事項は財産の状況を明らかにするうえで重要であり、
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とりわけ取得価格は、市における公有財産の経済的価値を把握する基礎価格と

なるため、取得価格を含めた登録項目を省略した土地台帳は適正でない。 

公有財産台帳(土地台帳)の様式に従って取得年月日、登記年月日、取得価格

及び評価額について記載し、財産の状況を明らかにすべきである。また、公有

財産規則の附則 4 の規定は、当分の間で既に 40 年を超えているが、同規則の規

定と矛盾するものであることから廃止すべきである。 

近年、総務省において企業会計的な考え方を導入した公会計の整備が進めら

れ、バランスシートによる資産、負債等のストック情報、行政コスト計算書に

よるコスト情報等による財務状況の情報開示が求められており、これに応える

ためには、先ず、公有財産の正確な記録管理が必要である。 

また、高知市は、平成 20 年 1 月 1 日、春野町と合併し、この合併によって同

日付で公営住宅(土地)を承継している。その公有財産台帳(土地台帳)をみると、

下表のとおり、取得年月日、登記年月日、取得価格、評価額については記載さ

れておらず、上記事例と同様である。 

 

 

 

Ⅵ.福祉部門との連携に関する事項 

1.住宅課と福祉関係部署の住宅福祉政策上の連携について 

住宅に関する福祉行政のあり方について、ハード面を担う住宅課と、ソフト面

を担う健康福祉部元気いきがい課、同生活福祉課等健康福祉関連部局との連携は

欠かせない。しかし、住宅課及び健康福祉部各課に対するヒアリングの結果、高

知市においては、そのような試みはほとんど全くと言っていいほど行われていな

い。そのため高齢者、障害者、母子家庭等への福祉施策と公営住宅の提供施策が

別々に提供されているのが現状である。 
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このことは、対象となっている福祉対象者の現状を最も良く把握している部署

のニーズを含む情報が住宅部門では十分に活用されていないということでもある。

市営住宅の提供を通じての福祉の実現のため住宅課と福祉関連部署は定期的な協

議をおこない、国の主導による住宅政策を待つのでなく、国に提案し、可能な範

囲で市独自の施策を作っていく必要がある。 

例えば、賛否両論あるところではあるが、生活保護に代わる新たな住宅扶助制

度に関する現場からの研究は意味のあるものであると思われる。 

また、住宅に関する福祉政策を、住宅そのものの提供といういわば箱物の整備

という観点からだけでなく、住宅困窮者に対する民間住宅への入居促進のための

住宅扶助制度の創設や、民間の賃貸住宅への入居に際しての一定の公的保証制度

の創設など、開発の余地がある。福祉部門との連携により、ニーズを効果的に把

握し、施設管理という側面にこだわることなく財源の有効活用の道を検討された

い。 

 

2. 入居選考事務における住宅課と福祉関係部署の連携について 

以下の表は、一般向住宅の募集及び応募の推移である。車いすを除く特定目的

住宅の応募倍率はいずれも非常に高い水準にある。なかでも、高齢単身者用住宅

の倍率は 5 年間の平均で 37%を超えている。このような特定目的住宅の入居者の

選考も、一般世帯と同様の抽選により決められている。 

しかし特定目的住宅の入居者の選考は、一般世帯に比較し住宅の困窮度につい

てより高度の福祉的見地からの評価が必要であると思われ、その作業を放棄し住

宅課による抽選にのみ委ねていることは適当な選考事務とは言えない。 

別の項においても触れたが、入居者の選考にあたっては、収入の他、公営住宅

法施行令第 7 条の規定を斟酌した評価方法により、住宅に困窮する福祉を必要と

する低額所得者が優先的に入居できるように入居者の選考方式に何らかの手立て

を考慮すべきである。そのため、現在は入居者の選定はすべて住宅課が行ってい

るが、特定目的住宅については、福祉関連部署等が入居者の選定に介入すること

で、住宅困窮度や福祉の必要性の実質的審査が可能となり、より合理的な選定と

なる可能性が高い。これらの住宅の入居者の選定業務については福祉関連部署へ

の選定業務に限定した移管を含め、入居者の選定作業への参画方法を検討すべき

である。 
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3.シルバーハウジングの運営について 

(1)シルバーハウジング・プロジェクトとは 

シルバーハウジング・プロジェクトとは、国の補助を受けて、高齢者の生活

特性に配慮したバリアフリー化された公営住宅等と生活援助員(ライフサポー

トアドバイザー以下、ＬＳＡという。)による日常生活支援サービスの提供を併

せて行う、高齢者世帯向けの公的賃貸住宅の供給事業のことをいう。 

シルバーハウジング・プロジェクトは高齢者の世帯が地域社会の中で自立し

て安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援するため、

福祉施策と住宅施策の密接な連携の下に、高齢者の安全や利便に配慮した設

備・設計を行うとともに、福祉サービスが適切に受けられるよう十分に配慮さ

れた住宅の供給を推進することにより、高齢者の居住の安定と社会福祉の増進

に資することを目的としている。 

ＬＳＡは、市町村の委託により、シルバーハウジング、高齢者向優良賃貸住

宅、登録住宅等に居住している高齢者に対して、必要に応じて日常の生活指導、

安否確認、緊急時における連絡等のサービスを行う者のことである。 

入居できるのは次の世帯とされている。高齢者夫婦世帯(夫婦のいずれか一方

が 60 歳以上であれば可)。高齢者(60 歳以上)のみからなる世帯。障害者単身世

帯又は障害者とその配偶者からなる世帯等とされている。なお、前提として公

営住宅、地方公共団体の供給する特定優良賃貸住宅等の入居者資格を満たすこ
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とが必要とされている。 

住宅は、手すり、段差の解消、緊急通報システム等、高齢者の生活特性に配

慮した設備・仕様を備えている。 

 

(2)高知市におけるシルバーハウジング 

① 高知市営若草町西団地 

ⅰ)現況 

高知市営若草町西団地は、全 134 戸中 17 戸が一般シルバー住宅、3 戸が

シルバー単身住宅及び 1 戸がＬＳＡ用特高賃住宅となっている。平成 21

年 1 月現在一般シルバー住宅に 1 戸の空室がある。 

ⅱ)勤務の状態 

      ＬＳＡは、団地内のＬＳＡ用特高賃住宅に入居している。 

勤務時間は 10時～16時(休憩時間 12時～13時)土日曜日は休日となって

いる。なお、ＬＳＡの派遣は社会福祉法人に委託している。 

ⅲ)問題点 

   問題点として、ＬＳＡは、職住一体のため仕事とプライベートが切り離

しにくい。入居者(高齢者)のＬＳＡへの依存度が高い。入居者同士のトラ

ブルに巻き込まれることがある。等の諸点が指摘されており、そのためＬ

ＳＡの負担が非常に大きくなっており、このことが制度自体の存続にまで

影響を与えている。 

 

② 高知県営横浜第二団地 

ⅰ)現況 

県営であり詳細は省略するが 30 戸がシルバー住宅である。 

ⅱ)勤務の状態 

      ＬＳＡは団地には入居していない。勤務時間は 10 時～16 時で 2 名のＬ

ＳＡが交代で対応している。なお、ＬＳＡの派遣は社会福祉法人に委託し

ている。 

ⅲ)問題点 

問題点として、入居者の高齢化や認知症の発症。24 時間対応が不可能。

入居者のＬＳＡへの依存度が高く負担が過重となっている。等の諸点が指

摘されている。 

さらに、委託先の社会福祉法人から、ＬＳＡの退職に伴い平成 21 年度か

ら契約の継続が困難である旨申し出があり、県住宅課と市元気いきがい課
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で、受託法人を探している。 

 

(3)問題点 

シルバーハウジング・プロジェクトを含む我が国の高齢者の住宅政策は非常

に複雑であり、様々な問題点が指摘されているが、根底には我が国の高齢者住

宅の政策の一貫性の無さがいわれている。 

シルバーハウジング・プロジェクトに対しては、 

①平成 18 年度に生活援助員による生活支援サービスに対する厚生労働省の補

助金が削減されたため単独事業としての継続が財政的に困難さを増してい

る。 

②ＬＳＡの業務範囲が明確に定められているとは言えず、ホームヘルパー業務

との違いについての入居者自身の認識もあいまいであり、ＬＳＡの負担が過

剰になる傾向がある。 

③ＬＳＡのなり手がいない。 

④高齢化がさらに進むにもかかわらずＬＳＡ業務の廃止を検討している自治体

もある。また平成 19 年度の会計検査院の検査では、高齢者生活相談所及び

ＬＳＡ専用住戸の利活用が十分でない旨の指摘がなされているが、全国的に

事業自体が効果的に実施できていない。 

といった問題点が指摘されている。 

 

(4)今後の対応 

シルバーハウジング・プロジェクトについてはメニューがあるから実施する

といった態度に陥ることなく、高知市の高齢者福祉における位置付けを明確に

し、事業を廃止するのか、継続する場合はボランティアも動員したさらに充実

した制度として整備していくといった方向も考慮しながら今後の方針を早急に

検討し決めるべきである。 

 

Ⅶ.現地視察の結果に関する事項 

平成 20 年 11 月 4 日から 6 日にかけて 141 団地中 30 団地の視察を実施した。視察

の結果、施設の管理上留意すべき事項があり以下に指摘する。なお、視察の対象と

した団地は下表のとおりである。 
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1.小高坂三の丸市営住宅 

(1)無断増築された物置小屋について 

小高坂三の丸市営住宅 3 号棟(4 階建て)の西側(市道側)の空地部分に当該団

地住民によって相当に大規模な物置小屋が建設されているが、高知市(住宅課)

はこれに対して増築の承認等を与えておらず、無承認による増築である。 

しかしながら、市は、この無断建築物に対して撤去等何ら十分な対応をして

いないが、元々、市の無承認による増築等は認められていないことから、これ

らを長期間黙認し、放置することは適正でないので撤去等適切な措置を講じる

べきである。 

 

(2)ペットを飼育している住宅について 

小高坂三の丸市営住宅に犬を飼っている住宅があった。高知市では、ペット

の飼育を禁止しているにもかかわらず、ペットを飼っている入居者は多く、苦

情の電話もよくかかってくるが、ペットの飼育をもって住宅の明け渡しを求め

ることは困難なことから対応に苦慮している。 
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対応としてはまず、入居者がペットを飼育することで、迷惑をかけていると

の通報があった世帯から対応している。具体的には、 

①現地を訪問し、住宅課でペットの飼育を確認のうえ処分を指導する。 

②苦情のあった団地にペット禁止のビラを配布し啓発する。 

③住宅使用料の滞納者がペットを飼育している場合、調停調書にペットの処分

を約束として書き加えてもらう。 

④犬については、ペット飼い主が何らかの事情でペットの管理ができなくなっ

た場合は、飼い主の同意を得た後、保健所に連絡し引き取ってもらう。 

など、ケースに応じて対応している。 

現在の高知市の対応は、苦情のあった団地のみにペット禁止ビラを配布する

などの対応を取っているが、対象となる団地に限らず、全ての団地を対象に定

期的に禁止事項の案内をする等の啓発を行うべきである。 

 

2.鴨部市営住宅 

(1)建屋及び浄化槽の台帳への登載漏れについて 

2 号棟東棟北側の前面にあり、現在、駐車場の一部に利用されている部分(土

地)及び電気・機械室等に使用されている建屋は、最近まで鴨部市営住宅団地の

汚水処理施設(合併浄化槽)及びその機械室等で利用されていた施設である。そ

の後、同住宅団地に下水道が接続(H18.1.31)されたことに伴い、それぞれ駐車

場及び電気・機械室等に転用されたものである。 

しかしながら、その駐車場及び建屋(電気・機械室等)は、建物台帳及び工作

物台帳の何れにも記載されておらず、また、これらが土地に付属するものとし

て土地台帳にも何ら記録もなく、市の公有財産として公有財産台帳に全く把握

されていないことは適正でない。 

これは、合併浄化槽の運転当初から公有財産として把握されていなかったも

ので、それを承継したものと推測されるが、前例を踏襲することなく、公有財

産規則に従って公有財産として把握し公有財産台帳に登載すべきである。 

 

3.朝倉市営住宅・朝倉曙町西市営住宅 

(1)無断増築について 

朝倉市営住宅及び朝倉曙町西市営住宅は、それぞれ昭和 30 年度及び同 36 年

度に建設され、老朽化等によって政策空き家としており、空き家となっても募

集はしていないが、現在、居住中の住宅(12 戸)をみると、全ての住宅において

増築が行われている。これは、市営住宅においては原則として増築は認められ
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ないものであるが、一時期、入居者から申請があれば全部認めていた様である。 

しかしながら、これら増築承認について、その申請書及び承認書は保存され

ていない。また、現在、3～4 年前からは新たな増築には申請・承認は行ってい

るものの、過去の増築には及んでいないので承認等適切な措置を講じるべきで

ある。 

 

4.若草西市営住宅 

(1)使用関係を明確にしておくべきものについて 

若草西市営住宅の 2 階エレベーター近くに住宅部分として使用しない部屋が

存在し、物品等の展示会のように利用されている状況にある。これは、当該住

宅の建設当時はエレベーター前にエントランスホール(エレベーター前広場)と

して設置したところ、ここで少年達の火遊びや放尿など不適切な迷惑行為が頻

発したため、住宅団地自治会の要望等を踏まえ、防犯上の観点からオープンス

ペースから囲い及びドアを設置して施錠可能な部屋としたものである。 

この施錠可能な部屋は、同自治会から集会所としての利用について要望があ

るが、既に当該住宅団地には集会所は存在し、集会所として整備するためには

費用もかかることから認めていないものの、高知市(住宅課)は、同自治会に当

該部屋の鍵を渡し、“憩いの広場”程度の利用は認めている。 

しかしながら、団地自治会は、現在、従来集会所で行っていたバザーをこの

場所で年二回程度開催しているとのことであるが、今後、一般の業者による展

示即売会等に発展しないとも限らないことから明確な取り決めが行われていな

いのは適切でない。 

当該部屋は、集会所とするには防災等についても設備等不十分であり、あく

まで“憩いの広場”にとどめるべきものであることから将来的な問題等の発生

を予防するためは当該自治会との使用関係について文書を以って明確にしてお

くべきである。 

 

(2)菜園の利用について 

若草西市営住宅は、当該住宅団地内にシルバーハウジングがあることやシル

バー相談室を設置していることなど、高知市が高齢者支援に力を入れた住宅で

ある。そこで、“菜園”については建設計画の段階においては緑地とする予定で

あったものを“高齢者の生きがい”や“憩いの場”等となればとして当該市営

住宅の建替時に住民との話合いにより設置したものである。当該菜園は当該市

営住宅の北側部分に設置され、当該住宅団地住民により家庭菜園として利用さ
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れている。 

しかし、菜園の利用に当っては、当該住宅団地自治会を中心に概ね良好に管

理運営されているようであるが、当該団地住民の高齢化等による状況の変化も

考えられ、その変化に伴う混乱が生じることも推測される。 

今後、これら変化に伴う混乱を避けるため、菜園の管理運営について市とし

ての運営方針等を明確にし、当該自治会と取り決めておく必要がある。 

 

(3)使用承認書等を徴取すべきものについて 

若草西市営住宅団地内に平屋 1棟が建設され、その建物の東側部分(99.36㎡)

は当該住宅団地の集会室として使用され、その西側部分(44.64 ㎡)はシルバー

相談室及び団欒室として使用されている。 

ところで、シルバー相談室は、元気いきがい課が職員を派遣して相談業務を

行っている。光熱水費(電気・水道代)及び電話代は LSA 派遣事業に必要な経費

であるため元気いきがい課が負担し、それ以外の修繕費等は住宅課所管施設で

あるため住宅課が負担している。 

シルバー相談室の事業は、他部門の事業であることから住宅課としては当該

住宅団地内の建物の使用関係を明確にしておくため使用承認書等を徴取してお

くべきである。 

 

5.朝倉南横改良住宅 

(1)無承認の増築について 

朝倉南横改良住宅は、2 階建ての 1 棟複数戸の住宅であり、現地で概観する

と、ほぼ全体的に建て増しを行っている状況にある。また、中には建物の壁部

分まで勝手にアイボリーから青に変更している建物もある。 

しかしながら、高知市(住宅課)は、この地区では申請・承認があった様では

あるとのことであるが、それら文書の保管はなく、無断増築が推測され、適正

でない。 

増築承認の申請・承認があったとするならば、年数を経過しているとはいえ、

当該住宅に居住中であるので文書保管に十全を期すとともに新たな増築の申

請・承認に限らず、過去のものについても黙認すべきではなく、適切な措置を

講じるべきである。 

 

(2)軒下の駐車場化について 

空き家の玄関を他の入居者が駐車スペースにしており、軒下にネットを張っ
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ていた。この団地には駐車場はなく、入居者が車を保有する場合には団地内の

空きスペースへの駐車を認めてきたところであるが、高知市では、空き家の玄

関を駐車スペースにすることは認めていない。明らかな不法占拠であり、速や

かに適切な処置を講じる必要がある。 

 

6.東石立町市営住宅 

(1)文書による使用承認等について 

東石立市営住宅 1 号棟西側道路脇の空地に排水用自家発電設備の建屋が建設

されている。これは、災害対策用として庁内関係各課との協議によって同住宅

団地内に設置されたものであり、建設下水道部河川水路課所管のポンプ場とし

て公有財産台帳には登載されている。 

しかしながら、庁内関係各課の協議による口頭承認があったということで、

特に文書等による使用承認等の手続は行われていない。 

例えば、建設下水道部において市営住宅団地内のカーブミラーの設置では、

住宅課長に対して承認協議を依頼し、住宅課長の承認の同意が行われているこ

とから、住宅団地内の土地の使用関係を明確にするため文書による使用承認等

を行うべきである。 

 

7.六泉寺町市営住宅 

(1)無断増築について 

六泉寺市営住宅のうち河川から南側の住宅は、建設当時(昭和 42～45 年頃)、

同住宅団地内銭湯を利用するということで市営の各住宅内に風呂を置くという

構造にはなっていない。ところで、その銭湯は最近(H19 末)まで営業を続けて

いたにもかかわらず、当該住宅団地内を概観すると、簡易耐火 2 階建住宅にお

いてはその大部分の住宅において風呂用として増築が行われている。この件に

ついて住宅課に各戸の承認申請及び承認の関係文書を求めたところ、最近の 1

件の申請書の提出があり、現在は、住宅条例施行規則に基づいて増築の承認を

行っているとの回答である。 

しかしながら、最近のものを除いて過去に増築をしたものは、無断で増築し

たものと推測されることから、これを長期間黙認することは適正でない。 

新たな増築の申請・承認に限らず、過去のものについても黙認すべきではな

く、適切な措置を講じるべきである。 
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(2)住宅施設への政党ポスターの貼付について 

各住居者に割り当てられた倉庫に政党のポスターが貼られているものがあっ

た。高知市では基本的にこうしたことは認めておらず、政党のポスターを貼り

たいなどの相談があった場合は断っている。当該行為についても貼付者に対し

適宜処理するよう指導する必要がある。 

 

8.長浜原市営住宅 

(1)無断増築について 

長浜原市営住宅団地の簡易耐火 2 階建住宅(28 戸)は、昭和 45～46 年度に建

設されているが、そのほとんどの住宅において増築が行われている。最近、申

請があったものとして住宅課から 2 件の申請書の提出があり、現在は住宅条例

施行規則に基づいて増築の承認を行っているとのことである。 

しかしながら、最近のものを除いて過去に増築をしたものは、無断で増築し

たものと認められることから、これを長期間黙認することは適正でない。 

新たな増築の申請・承認に限らず、過去のものについても黙認すべきではな

く、適切な措置を講じるべきである。 

 

(2)無断駐車について 

団地の通路に駐車している車輌があった。高知市では団地の通路等に駐車し

ている車輌には、車庫証明は出しておらず、これらはすべて不法占拠となる。

例えば、小高坂三の丸団地についても不法占拠状態となっているものが多いが、

行き止まりであるという地理的な面から黙認しており、警察も問題があったと

きにだけ取り締まるようにしているとのことである。 

他の団地についても、無断駐車について指摘しているが、公平性の観点から

基準を定めて一定の措置をとる必要がある。 

 

9.長浜馬場の西市営住宅 

(1)無断増築について 

長浜馬場の西市営住宅団地は、簡易耐火 2 階建の住宅であり、昭和 47～48

年度に建設されている。現在、政策空家(54 戸)として退去者があっても新たに

募集は行っていないが、従来からの入居者(H20.4.1 現在、29 戸)の住宅を概観

すると増築を行っている。 

しかしながら、最近のものを除き、過去に増築をしたものは、無断で増築し

たものと認められることから、これを長期間黙認することは適正でない。 
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新たな増築の申請・承認に限らず、過去のものについても黙認すべきではな

く、適切な措置を講じるべきである。 

 

10.長浜戸の本改良住宅 

(1)空き家調査について 

長浜戸の本改良住宅団地を一周し、各住宅について道路から概観すると、生

活・活動実態が窺えないような、即ち、空き家のような住宅が見受けられる。 

高知市(住宅課)は、空き家調査については、現在、次のとおり行っている。 

ⅰ)郵便物が宛名不明などで返送された場合(毎年、全戸に配布される文書が

ある。) 

ⅱ)住民基本台帳の住所と入居者の住所が異なる場合(年に数回不定期に実

施) 

ⅲ)住民の通報などにより不適正使用が疑われる場合 

その調査方法として居住が疑われる場合には電話による入居者への確認、次

いで現地調査を行い、電気・水道メーターの使用状況の確認、その他状況によ

っては近隣住民への聞き取りなどの調査を行う。 

しかしながら、空き家調査即解決には至らない場合が多く、徹底的な調査ま

でには至っていないのは公平の観点から適切でない。 

老人世帯が多いため病院入院や親戚の家に行っている者も多く、空き家調査

は大変であると推測するが、公共財としての市営住宅を空き家状態のまま看過

することはできないことから調査の徹底を期すべきである。 

 

11.丸池町市営住宅 

(1)無断増築について 

丸池町市営住宅は、簡易耐火 2 階建住宅(38 戸)であり、昭和 45 年度建設さ

れ、相当老朽化はしているが、現在のところ政策空家とはなっていない。とこ

ろで、当該住宅団地内を概観すると、風呂の増築あるいは駐車場設置等が見受

けられる。 

しかしながら、最近のものを除き、過去に増築をしたものは承認関係文書が

保管されていないことから無断で増築したものと認められることから、これを

長期間黙認することは適正でない。 

新たな増築の申請・承認に限らず、過去のものについても黙認すべきではな

く、適切な措置を講じるべきである。 
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12.介良西部改良住宅 

(1)公平の観点から留意すべきものについて 

介良西部改良住宅の 47 号改良住宅は、当該団地内の他の住宅と比較するとそ

の規格が異なり、道路側部分に明らかに 1 部屋部分が増築されていることが分

かる。 

当該住宅は、既に入居者(故人)の親族によって明け渡されているが、その明

け渡しの際の原状回復に当たり、この増築部分については「高知市が改良住宅

事業を実施する際に当該入居住民の言い分を斟酌して市が増築したものであ

る。」として 1 部屋増築のまま市に引き渡されている。 

しかしながら、1 部屋増築のまま引き渡されても居住について、現状、何ら

問題はないが、個人の要請によって、その他の団地内住宅よりグレードの高い

住宅を特別に認め建築することは妥当でない。 

これが過去のこととはいえ、今後は、公正・公平な観点から、このような事

態が生じないように留意する必要がある。 

 

13.昭和町コミュニティ 

(1)無許可の掲示板について 

昭和町コミュニティ住宅団地内の東南角地に町内会の掲示板が設置され、こ

の掲示板の下段の一部に S 医院の広告看板が掲載されている。この掲示板及び

広告看板は、当該団地が住宅課への所管換え以前、即ち区画整理事務所当時か

ら設置されているものであるとのことである。 

しかしながら、高知市(住宅課)は、この掲示板について当該町内会に対して

目的外使用許可は行っておらず、当該住宅団地は平成 13 年度に管理が開始され、

既に 10 年近くが経過しており、長期間無許可を黙認することは適正でない。 

当該掲示板の設置及びこれに付加されている「広告看板」の掲載についても

検討し、許可あるいは撤去を明確にし、町内会に対して適切な措置を講じるべ

きである。 

 

14.新本町テラス・新本町アパート 

(1)無断増築について 

新本町テラス・新本町アパートの住宅団地は、昭和 27～28 年度に建設された

簡易耐火 2 階建の住宅で、既に構造上の耐用年数(45 年)を経過し、政策空家(36

戸)として新規募集は行っていない。ところで、従来から入居中の当該団地住宅

を概観すると、そのほとんどで風呂の増築等が見受けられる。 
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しかしながら、最近のものを除き、過去に増築をしたものは無断で増築した

ものと推測されることから、これを長期間黙認することは適正でない。 

新たな増築の申請・承認に限らず、過去のものについても黙認すべきではな

く、適切な措置を講じるべきである。 

 

(2)土地の高度利用について 

新本町テラス・新本町アパートの住宅団地は、昭和 27～28 年度に建設された

簡易耐火 2階建ての住宅である。既に構造上の耐用年数(45年)を経過しており、

政策空家(36 戸)として新規募集は行っていないが、現在(H20.4.1)、従来から

入居中の世帯が 25 戸あり、11 戸が空き家となっている。 

当該住宅団地は、敷地は南北方向に長く、東西方向の幅が狭い細長い形状に

なっているため、将来、市営住宅としての建替え等の展望はないが、最近、高

知駅裏が区画整理され、団地の先端部分が整備された大通りに直接、面するよ

うになっている。 

しかしながら、高知市(住宅課)は、当該住宅団地について将来における公営

住宅用地としては不適当であると判断しているものの、用途廃止後の土地利用

方法は現時点(H20.12.3)では未定とのことである。 

当該地域は、区画整理によって街が整備されたことによって土地利用の面か

ら価値は相当に上がっているものと推測される。当該住宅入居世帯の住み替え

に当っては、高齢者が多く、困難性は伴うが、これらに十分配慮しながら住み

替えの促進に努めるとともに当該団地の跡地利用について有効かつ効率的な活

用方法を検討すべきである。 

 

 

  

以  上 
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包括外部監査の結果に関する報告に添えて提出する意見 

 

包括外部監査の結果報告書本文においても意見に類する記載があるが、ここにま

とめて包括外部監査の結果に関する報告に添えて提出する意見を記載する。 

 

1.監査報告書の利用について 

監査委員監査、包括外部監査の報告書は、対象となった部署だけが対応すれば

いいものではない。しかし、本文中でも「Ⅳ．市営住宅の使用料の徴収事務につ

いて 2. 出納員・分任出納員による現金取扱に係る事務処理について(1)誤記又は

錯誤等をした領収証書の取扱について」において、指摘事項が平成 17 年度の定期

監査において介護保険課に対し指摘されたと同様の事項であり、改善がなされな

かった経緯について行政管理課、出納課、監査委員事務局等関係部署は責任を持

って解明する必要がある旨記載したが、同様の比較的単純な基本的事務処理が市

役所全体に徹底できていないということを大きな問題としてとらえるべきである。 

本外部監査は、市営住宅事業に関する事務の執行について、主として都市整備

部住宅課を対象に実施しているが、あくまで高知市役所全体の事務の執行を念頭

に置いて実施している。従って、指摘の対象となったと同様の事務処理を行って

いる部署においては、本監査の指摘が特定部署の特定事務処理に対し行われたも

のでないとの認識のもと、自己検証の対象とされたい。 

 

2.事務処理の基準の曖昧さについて 

同居の承認手続き、入居承継の承認手続き等において実態を判断しなくてはな

らない事項について判断することなく一律に同様の処理をしたり、減免申請手続

き等において規定と異なる運用により書類の提出を省略したり、滞納整理事務手

続きや、分納誓約において従うべき基準すら整備されているとは認められない状

態であったりしたことは、監査の結果で指摘したとおりである。 

事務処理の遂行を先行させなくては、実務が停滞してしまうことも理解できな

いわけではない。しかし、滞納処理手続について明文の規定を設けたり、不納欠

損処理の手続を条例化したりしている地方公共団体も数々ある。 

法令等が要求している判断を放棄したに等しい一律の事務処理は、公平や公正

の観点から行政の責任放棄といわれても致し方ないものである。判断が要求され

ている事務処理にはガイドライン等整備することで、事務処理の安定化と迅速化

を図るべきである。 
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さらに、合規性の面で疑問がある不納欠損処理の事務手続等については条例化

することで根拠を与え手続を明確化することは、無用の混乱を避け事務処理の迅

速化をもたらすものである。 

判断が要求されている事務処理にはガイドライン等整備し、合規性の面で疑問

がある事務処理については必要な条例等の制定を検討すべきである。 

 

3.事務処理の問題点の掘りおこしと対策の検討について 

本監査の過程において指摘した問題点については、市の担当職員も問題として

認識していた事項が少なくない。しかし、実際の日常業務においては問題として

掘り起こして、検討の机上に乗せ対策が議論されるまでに至ることがほとんどな

かったと思われる。住宅課に限らず、直接の担当者は、問題点や矛盾点を非常に

良く認識していると思われる。しかし、それらのほとんどは外部との関係で顕在

化しない限り内部的に発掘され、解決されるべきテーマとして議論されるケース

は多くないという印象を受ける。また、日常の業務について、全く不必要と思い

ながら規則にあるからということで処理しているケースも散見された。 

自らの業務の問題点や必要性などについての見直しを、一定の検証ルートに乗

せることができるようなシステムを作り、不適切な事務処理や非効率的な事態が

見過ごされることがないようにする必要がある。 

 

4.旧地域改善向改良住宅の事業当初の経緯について 

監査の過程で、当時の文書等で直接確認したわけではないが、旧地域改善向改

良住宅については整備当初、その住宅を貸与するのではなくあたかも譲与するか

のような表現をした時期があったという言葉を度々耳にした。 

このような表現が現実におこなわれたのか否かについて立証することは非常に

困難であるが、このような表現があったらしいということが、現在でも旧地域改

善向改良住宅の管理において単純に規定に従った管理を困難にさせていることは

否定できない。 

市は、このような事実が有ったのか無かったのか含めた一定の検証をおこなう

とともに、市としての見解をまとめておく必要がある。特に入居承継の承認手続

きの厳格適用により一定の整理は可能のはずである。また、承認手続きの検証が

困難な住宅の増築の対応についても一定の方針が見いだせると思われる。 

 

5.入居者の選考について 

現在の高知市の入居者の選考は一律公開抽選によりその順位を決定するものと
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しているが、住宅の困窮度合いについて何らの順位付けを行うことなく、全員を

対象に公開抽選によっていることは、住宅困窮度の高い者が優先的に入居可能な

制度とはなっておらず、公営住宅の本旨および条例の趣旨に反することとなり適

切な選考方法とは認めがたい。 

入居者の選考にあたっては、収入の他、公営住宅法施行令第 7 条の規定を斟酌

した評価基準による評価結果により評点の上位 40％を抽選対象とするなどの方

法により、住宅に困窮する低額所得者が優先的に入居できるように入居者の選考

方式に何らかの手立てを考慮すべきである。 

また、現在は入居者の選定はすべて住宅課が行っているが、旧地域改善向住宅

及び特定目的住宅については、同和・人権啓発課、福祉関連部署等が入居者の選

定に介入する方が、住宅困窮度の実質的審査が可能となり、より合理的な選定と

なる可能性が高い。これらの住宅の入居者の選定業務については同和・人権啓発

課及び福祉関連部署への選定業務に限定した移管を含め、入居者の選定作業への

参画方法を検討すべきである。 

 

6. 一般向住宅と旧地域改善向住宅の倍率の大きな乖離について 

一般向住宅と旧地域改善向住宅の倍率は、平成 19 年度においては旧地域改善向

住宅が 2.13倍なのに対し一般向住宅は 14.15倍と倍率に 6倍以上の大きな差が生

じている。平成 4 年度から平成 19 年度の平均でも旧地域改善向住宅が 2.52 倍な

のに対し一般向住宅は 10.19 倍と 4 倍以上の差になっている。 

旧地域改善向住宅への、本来対象とした者の入居機会確保に一定の措置を講じ

ることは、現在の高知市の方針からすれば当然のことである。しかし、平成 13

年度末に「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が

失効して以降、現在の高知市の一般向住宅と旧地域改善向住宅の間の供給数と倍

率の乖離は、均衡を失している水準に達しているといわざるを得ない。 

このような乖離が一定の措置の範囲内かどうかについては政策的判断によるし

かないが、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が

失効した今日、高知市は少なくとも納得できる説明をするか、均衡を失しないと

思われる乖離範囲への措置を講ずる必要がある。 

 

7.領収証書綴の管理について 

報告書本文でも指摘しているが、複数の領収証書綴が十数年にわたり行方不明

のままであるなどということは、適正な事務処理とはほど遠い状態であるといわ

ざるを得ない。全庁的に調査し早急に適正な現状を整備する必要がある。また、
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この件に関しては、規定自体の不備も認められることから、早急に関連する規定

を見直し整備すべきである。 

 

8.督促手数料及び延滞金について 

   使用料等と市税等と根拠条例は異なるが、督促手数料及び延滞金の取扱が高知

市庁内で食い違うことは、理解を得られない。早急に統一すべきである。 

 

9.複数の管理システム（資料）間のデータの照合について 

敷金の管理残高の会計システムと住宅管理システム間、建物台帳と共済台帳間

の記載事項、建物台帳と監査資料間の記載事項等で相互のデータに相違があった

ことは報告書本文で指摘したところであるが、高知市においては住宅課に限らず

他の部署でもこのような単純な照合作業が取られていない可能性が大きい。住宅

課に限らず、各部署は自己点検されたい。 

 

10.住宅課と関連他部署の連携について 

入居者の選考においても指摘しているが、市営住宅の管理はハード面の管理や

事務処理は住宅課が専従するにしても、同和人権的側面での判断や、福祉面での

実態把握は、それぞれの担当部署が住宅課より豊富で精緻なデータを保有してい

ると思われる。高知市の有する資産の有効活用という側面からも住民の福祉の充

実という観点からも住宅関連部署での情報交換を含めた連携の制度化が望まれる。 

 

 

以  上 
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参考資料 

(1)市域の変遷 

 
 

 

 

 

 

(2)人口動向 

①人口・世帯の推移 
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② 人口動態 

(平成 19 年版高知市統計書) 

 
 

 

 

 

 

 

 (3)年齢構成動向 

① 年齢三区分別の人口推移 

(国勢調査(平成 2－17 年)、住民基本台帳(平成 20 年)) 
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② 年齢別(5 歳段階)男女別人口ピラミッド 

(住民基本台帳：平成 19 年 4 月 1 日現在) 
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③ 高齢化率 

(国勢調査(平成 2－17 年)、住民基本台帳(平成 20 年)) 
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(4)世帯構成動向 

① 世帯人員別世帯数の推移 

(国勢調査) 
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② 一般世帯のうち高齢者を含む世帯の割合 

(国勢調査) 
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③ 高齢単身世帯の割合 

(国勢調査) 
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(5)住宅・住環境の現況  

① 高知市の住宅戸数と世帯数 

(平成 15 年住宅土地統計調査) 

 

② 住宅所有関係 

(平成 15 年住宅需要実態調査) 
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③ 世帯の家計を主に支える者の年齢別住宅所有関係 

(平成 15 年住宅需要実態調査) 
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④ 高齢者世帯の住宅所有関係別世帯年収 

(平成 15 年住宅需要実態調査) 
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(6)居住水準の状況 

① 住宅所有関係別居住水準 

 (平成 15 年住宅需要実態調査) 
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② 世帯年収別居住水準 

(平成 15 年住宅需要実態調査) 
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(7)住宅の老朽度 

 
 

(8)住宅費 

① 借家家賃 

(平成 15 年住宅需要実態調査) 
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② 年収階級別家賃 

(平成 15 年住宅需要実態調査) 
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(9)市営住宅の現況 

① 高知市営住宅管理戸数一覧(種別・管理区別・用途区別内訳) 

 

 

② 高知市内にある県・市営住宅への世帯年収別の入居状況 

(平成 15 年度住宅需要実態調査) 
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③ 政令月収別市営住宅入居状況(平成 20 年度) 
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④ 住宅種類別空戸率 
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(10)平成 19 年度住宅課歳入歳出決算状況 
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 (11)「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みについて」要旨 
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(12) 市営住宅の種別・区分 

種別・名称 説  明 

公営住宅 公営住宅法の規定に基づく国の補助を受けて整備した住宅 

改良住宅 

（住宅地区改良

法） 

住宅地区改良法（昭和 35 年法律第 84 号）の規定に基づく国の補助を受け

て整備した住宅で，一般向けと地域改善向けのものがある。 

一般向け  ：東石立（66 戸），塩屋崎（24 戸），北竹島（60 戸） 

地域改善向け：介良西部（68 戸），朝倉南横（134 戸） 

改良住宅 

（小集落改良住

宅） 

小集落地区等改良事業制度要綱（昭和 57 年 4 月 5 日付け建設省住整発第

26 号）の規定に基づく国の補助を受けて整備した住宅であり，上記 5 団地

以外の改良住宅がすべてこの改良住宅である。 

＊この要綱は，既存の住宅地区改良法では地区指定の基準が厳しく事業導

入が容易でなかったことから，同和対策事業の推進のため「歴史的社会的

理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」を事業対象地域

として創設されたため，そのすべてが地域改善向け住宅である。 

なお，住宅管理上は根拠法令の相違は重要ではないため，条例・規則上で

は根拠法令にかかわらず，一般向け改良住宅・地域改善向け改良住宅に区

分してその取扱いを変えている。 

単独住宅 国の補助を受けずに市が単独で整備した住宅である。主として戦後の住宅

難の時期に整備したもので，相当数があったが，老朽化が進んだため，入

居者が退去した住宅から順に用途廃止してきており，現在では数戸を残す

のみである。 

特公賃住宅 ‘特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律’の規定に基づく国の補助

を受けて整備した住宅である。この法律の本来の目的は，民間資本による

良質の賃貸住宅の供給であったが，民間による供給が期待できない地域に

あっては，地方公共団体等が自ら整備することもできるとされており，公

営住宅の入居基準を上回る所得がある者が入居できることから，過疎地域

の人口定住策として導入された経緯があり，本市の特公賃住宅は，若草町

西のＬＳＡ用住宅 1 戸を除き，合併前の旧２村によって整備されたもので

ある。 

コミュニティ住

宅 

都市整備事業の施行によって住居を失うこととなる者を入居させること

を目的として，密集住宅市街地整備促進事業制度要綱の規定に基づく国の

補助を受けて整備した住宅で，潮江西部都市整備事業に関して 3 棟 140 戸，

高知駅周辺都市整備事業に関して 3 棟 159 戸を管理している。 
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第一種公営住宅 

第二種公営住宅 

第一種公営住宅及び第二種公営住宅は，平成 8 年の法改正以前の公営住宅

法において設けられていた区分で，第一種は一定の幅（改正直前において

月収 115,000 円～198,000 円）の所得がある世帯を対象とした公営住宅，

第二種は第一種の収入基準に満たない所得しかない世帯を対象とした住

宅である。法改正後は一の収入基準によりすべての公営住宅の入居資格を

判定し，家賃も同様に応能応益家賃となったことから，区分の実質的な意

義を失ったが，家賃補助の取扱いに相違があったため，現在でも区分して

いる。 

新法公営 平成 8 年改正後の法の規定に基づいて整備された住宅で，家賃補助が旧法

の住宅とは異なるため区分してきた。 

一般向け住宅 

（一般世帯向け

住宅） 

所得が法令基準（公営は 200,000 円，改良・コミ住は 137,000 円）以下で

同居親族がある者が入居することのできる住宅である。特定目的住宅の制

度ができるまでは，すべての住宅が一般世帯向け住宅であった。 

特定目的住宅 高齢者，障害者，母子世帯など，特に居住の安定を図る必要のある者を対

象とする住宅で，かつては，建設時に目的を限定して整備したこともあっ

たが，現在では，車椅子用住宅を除いて，建設時には同様の構造・設備で

整備し，募集時に全体のバランスを見ながら振り分けている。本市では，

新築時，空家募集時ともに，募集戸数の半数以上が特定目的住宅となるよ

う努めている。 

障害者向け住宅 

（障害者世帯向

住宅） 

特定目的住宅の一つ。入居者又は同居者の中に一定程度（身障の場合は 4

級）以上の障害を持つ者がいる世帯を対象とした住宅である。 

母子世帯向け住

宅 

特定目的住宅の一つ。母子世帯（配偶者のいない女子で，同居親族が 20

歳未満の扶養している児童のみ）を対象とした住宅である。 

老人世帯向け住

宅 

特定目的住宅の一つ。入居者が 60 歳以上（S31.4.1 以前生れの者は経過措

置あり）で，同居者が 60 歳以上，配偶者，18 歳未満の児童，障害者であ

る世帯を対象とした住宅である。 

高齢者単身向け

住宅 

特定目的住宅の一つ。60 歳以上（S31.4.1 以前生れの者は経過措置あり）

の単身者を対象とした住宅である。 

車椅子用住宅 

（車椅子世帯向

住宅） 

特定目的住宅の一つ。入居者又は同居者の中に，車椅子の使用を常時必要

とする者を含む世帯を対象とした住宅である。他の特定目的住宅は，原則

として一般世帯向け住宅と構造・設備は同一であるが，この住宅と下記「車

椅子単身者向け住宅」は専用の構造・設備となっている。 
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単身者向け住宅 特定目的住宅の一つ。高齢者，障害者その他，入居に当たって同居親族要

件を免除される者を対象とした住宅である。 

地域改善向け住

宅 

かつて特定目的住宅であったが，H13 年度末の特措法失効に伴い法的根拠

を失ったため，規定上は一般向けと同一である。 

同和対策事業として行われた住宅供給のうち，公営住宅法の規定に基づく

国の補助を受けて整備された住宅である。 

多子世帯向け住

宅 

特定目的住宅の一つ。少子化・核家族化対策を目的とした住宅で，18 歳未

満の児童が 3 名以上いる世帯又は総員 6 名以上で，その中に高齢者，障害

者を含む世帯を対象とした住宅である。 

シルバー住宅 

（シルバー世帯

向け住宅） 

特定目的住宅の一つ。国が創設したシルバーハウジング・プロジェクトに

基づく補助を受けて整備した住宅である。具体的には高齢者の生活特性に

配慮した住宅の供給と，ＬＳＡ（ライフ・サポート・アドバイザー）によ

る生活相談，安否確認，緊急時対応等の福祉サービスを組み合わせた住宅

で，本市の場合，唯一若草町西市営住宅に整備している。ＬＳＡは，元気

いきがい課の委託により社会福祉法人‘長い坂の会’の派遣によるもので

あるが，隣接する 1 戸を特公賃として入居させることにより常駐させてい

る。入居資格は，60 歳以上の者のみからなる世帯（配偶者は 60 歳未満で

も可）である。 

シルバー単身者

向け住宅 

特定目的住宅の一つ。上記シルバー世帯向け住宅と同様であるが，単身者

用に整備された住宅である。 

障害者単身向け

住宅 

特定目的住宅の一つ。一定程度（身障の場合は 4 級）以上の障害の状態に

ある単身者を対象とした住宅である。 

車椅子単身者向

け住宅 

特定目的住宅の一つ。車椅子の使用を常時必要とする単身者を対象とした

住宅である。 

ＬＳＡ用住宅 シルバーハウジングプロジェクトのＬＳＡ（ライフ・サポート・アドバイ

ザー）の居住のために上記シルバー住宅に併設された住宅である。ＬＳＡ

が公営住宅の入居基準を満たすとは限らないことから，特公賃住宅に位置

付けている。 
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